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選
択
集
通
津
録
講
読

・
著
者
：
慧
雲(

1730-1782
)

深
諦
院

解
題
：
本
書
は
玄
談
に
自
叙
す
る
如
く
、
安
永
己
亥
（
師
時
に
五
十
歳
）
の
夏
、
通
津

専
徳
寺
に
講
演
せ
る
筆
録
な
り
。
通
津
の
題
名
即
ち
茲
に
取
る
か
。
玄
談
の
終
わ
り
に

末
疏
を
叙
し
て
西
山
派
に
八
部
、
鎭
西
派
に
八
部
、
今
家
に
五
部
を
掲
ぐ
。
即
ち
是
等

の
諸
註
を
咀
嚼
し
、
正
す
に
日
渓
（
法
霖(

1693-1741
)

）
昨
夢
（
僧
樸(

1719-1762
)

）
二

師
の
宗
学
を
以
っ
て
す
。
特
に
玄
談
の
一
篇
は
文
義
優
麗
、
他
人
の
企
及
す
べ
か
ら
ざ

る
特
色
を
存
す
。

（
メ
モ
）

・1780

年
の
夏
（
六
世
：
超
応[

天
明
二
年

・
本
堂
上
棟]

が

歳
）

1782

75

・
末
疏
：
西
山
派8

部
、
鎭
西
派
８
部
、
真
宗
５
部
を
「
法
霖(

1693-1741
)

」
と
昨
夢
（
僧

樸(
1719-1762

)

）
二
師
の
宗
学
で
正
す
。

・
底
本
：
仏
大

・
参
照
：
六
条
法
光
寺
本
（
法
本
）
（
京
都
市
下
京
区
東
松
屋
町

か
）

840
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【
科
段
①
（
玄
談
）
】
（
真
全

第
十
八
巻

三
九
三
頁
）

五
門

一
に
興
由
を
明
か
す
③

一
に
正
し
く
縁
起
を
述
ぶ

二
に
製
作
年
代

三
に
異
本
を
弁
定
す

二
に
綱
要
を
弁
ず
⑤

一
に
釈
名

一
に
今
家
の
正
義
を
述
ぶ

一
に
離
釈
（
選
択
・
本
願
・
念
仏
・
集
）

二
に
合
釈

二
に
他
流
の
異
説
を
弁
ず

二
に
出
体
（
＝
南
無
阿
弥
陀
仏
）

三
に
明
宗
（
＝
往
生
之
業
念
仏
為
本
）

四
に
弁
用
（
＝
断
疑
生
信
往
生
成
仏
）

五
に
判
教
（
※
全
段
）

三
に
所
依
を
弁
ず

一
に
経
典

一
に
傍
依

二
に
正
依

二
に
師
説

一
に
傍
依

二
に
正
依

四
に
弘
伝
を
弁
ず
④

一
に
付
属

一
に
自
家
相
承

二
に
他
家
相
承

二
に
翼
讃
（
傍
讃
嘆
）

三
に
破
斥

四
に
末
流

五
に
文
に
随
い
て
釈
す
↓
科
段
②
へ



*1

禅
定
博
陸
：
九
条
兼
実

*2

拾
遺
古
徳
伝
：
覚
如
が
制
作
し
た
絵
巻
物
。32

歳
。
真
宗
の
立
場
か
ら
の
法
然
伝
記
。

「
拾
遺
」
と
は
そ
れ
ま
で
の
法
然
伝
に
漏
れ
て
い
た
事
績
を
補
う
と
い
う
こ
と
で
、
親
鸞

に
関
す
る
内
容
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
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[
393a

]
選
択
集
通
津
録
玄
談

芸
洲
報
専

慧
雲
著

安
永
己
亥
の
夏
、
俊
霊
・
礼
譲
諸
子
の
請
に
応
じ
、
こ
の
典
を
通
津
専
徳
寺
に
て
講
ず
。

す
な
わ
ち
一
時
の
講
語
を
録
す
は
左
の
ご
と
し
。
ま
さ
に
こ
の
典
を
講
ぜ
ん
と
す
る
に
、

五
門
分
別
あ
り
。

一
に
興
由
を
明
か
す
。
二
に
綱
要
を
弁
ず
。
三
に
所
依
を
弁
ず
。
四
に
弘
伝
を
弁
ず
。

五
に
文
に
随
っ
て
釈
す
。

初
の
興
由
と
は
、
こ
れ
ま
た
三
と
な
す
。
初
に
正
し
く
縁
起
を
述
ぶ
。
二
に
製
作
年
代
。

三
に
は
異
本
を
弁
定
す
。

初
に
正
述
と
は
、
す
な
わ
ち
『
集
』
下
の
後
述
の
文
こ
れ
な
り
。
そ
の
中
に
云
く
、

「
し
か
る
に
い
ま
図
ら
ざ
る
に
仰
せ
を
蒙
る
。
辞
謝
す
る
に
地
な
し
。
よ
り
て
い
ま

な
ま
じ
ひ
に
念
仏
の
要
文
を
集
め
て
、
あ
ま
つ
さ
へ
念
仏
の
要
義
を
述
ぶ
。
た
だ
し

命
旨
を
顧
み
て
不
敏
を
顧
み
ず
。
こ
れ
す
な
は
ち
無
慚
無
愧
の
は
な
は
だ
し
き
な
り
」

等
と
。
（
一
・
一
三
二
八
）

ま
た
「
化
土
巻
」
に
云
く
、

「
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
は
、
禅
定
博
陸
の
教
命
に
よ
り
て
撰
集
せ
し
め
る
と
こ
ろ

な
り
。
真
宗
の
簡
要
、
念
仏
の
奥
義
、
こ
れ
に
摂
在
せ
り
。
見
る
も
の
諭
り
易
し
。

ま
こ
と
に
こ
れ
希
有
最
勝
の
華
文
、
無
上
甚
深
の
宝
典
な
り
」
と
。

師
の
徳
は
一
時
を
貴
び
、
化
は
朝
野
に
遍
ず
。
東
な
く
西
な
く
、
思
服
せ
ざ
る
こ
と
な

し
。
中
に
お
い
て
禅
定
博
陸

*1

は
そ
の
最
な
り
。
『
和
讃
』
に
云
々
。
ま
た
『
法
要
』
二

七
（
四
十
二
紙
。
『
拾
遺
古
徳
伝

*2

』
）
六
に
云
々
。
（
聖
人
あ
る
と
き
月
輪
殿
に
参
じ
て
、

浄
土
の
法
門
閑
談
数
尅
、
座
を
あ
た
た
め
ら
れ
て
退
出
の
と
き
、
禅
定
殿
下
、
庭
上
に
く
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つ
れ
お
り
さ
せ
た
ま
ひ
て
稽
首
礼
拝
等
云
々
）
。
か
つ
諸
伝
（
『
絵
詞
伝
』
十
一
、
『
要
義

鈔
』
等
）
に
依
り
て
云
く
、

「
建
久
九
年
正
月
朔
（
師
の
時
六
十
六
）
、
自
ら
禁
止
し
て
他
適
を
容
れ
ず
。
時
時

に
証
空
を
遣
わ
し
、[

393b
]

殿
下
を
訪
ね
る
（
『
絵
詞
』
載
な
し
）
。
殿
下
、
思
慕
に

勝
て
ず
、
一
日
、
藤
右
衛
門
尉
重
経
（
※
し
げ
つ
ね
）
（
あ
る
い
は
（
『
十
六
門
記
』
）

云
く
「
対
馬
左
衛
門
尉
重
経
」
。
あ
る
い
は
『
選
択
伝
』
（
お
よ
び
『
私
記
』
云
く

「
藤
左
衛
門
尉
重
経
」
。
あ
る
い
は
（
『
見
聞
』
）
云
く
、
「
対
馬
前
司
重
俊
。
あ
る

い
は
（
『
鵜
木
』
云
く
、
対
馬
守
重
経
入
道
。
あ
る
い
は
（
『
九
巻
伝
』
）
云
く
、
清

兵
衛
。
今
家
は
伝
な
く
適
従
す
べ
か
ら
ず
）
を
し
て
師
に
啓
せ
し
む
と
云
々
。
師
は

固
持
す
る
こ
と
あ
た
わ
ず
。
同
年
三
月
述
作
す
。
室
の
外
人
を
禁
ず
。
た
だ
真
観
・

証
義
・
証
空
・
勘
文
・
安
楽
の
筆
受
あ
り
（
『
絵
詞
』
は
た
だ
云
く
、
「
安
楽
執
筆
」

と
。
余
事
載
な
し
）
。
し
か
る
に
安
楽
は
第
二
章
を
書
し
竟
り
て
云
く
、
「
吾
不
肖

親
し
く
選
挙
し
て
こ
の
書
を
執
筆
す
る
を
蒙
る
。
究
め
て
名
望
た
り
」
と
。
師
、
言

を
聞
き
て
、

「
器
量
あ
り
と
い
え
ど
も
、
そ
の
心
正
し
か
ら
ず
。
何
ぞ
こ
れ
を
用
い
る
に
足
ら
ん
」
、

つ
い
に
真
観
を
命
じ
て
こ
れ
を
書
す
。
書
成
す
。
す
な
わ
ち
証
空
を
し
て
こ
れ
を
呈

進
せ
し
む
」
等
。

二
に
製
作
年
時
と
は
、
『
法
要
』
二
十
七
（
三
十
一
紙
）
・
『
古
徳
伝
』
六
に
云
く
、
「
元

久
元
年
甲
子
（
師
年
七
十
二
）
の
作
」
と
。

あ
る
い
は
（
『
十
六
門
記
』
『
密
要
』
『
口
筆
』
『
決
疑
』
『
私
記
』
『
絵
詞
』
『
源
流
』

等
の
説
）
云
く
、
「
建
久
元
年
戊
年
（
師
年
六
十
六
）
の
作
」
と
。

あ
る
い
は
（
『
私
聚
鈔
』
、
智
円
の
説
）
云
く
、
建
仁
元
年
辛
酉
（
師
年
六
十
九
）
の

作
）
。

あ
る
い
は
（
一
念
義
、
深
草
義
等
の
説
）
云
く
、
正
治
年
中
（
師
年
六
十
七
八
）
の
作
。

あ
る
い
は
（
正
源
名
義
の
説
）
云
く
、
建
久
八
年
に
仮
名
二
巻
を
選
し
、
同
九
年
に
改

め
て
漢
字
と
為
す
等
、
已
上
六
説
な
り
。
宜
し
く
『
法
要
』
に
従
う
べ
し
。

三
に
異
本
を
弁
定
す
る
と
は
、
義
山
本
の
跋
に
云
く
、

「
こ
れ
四
本
あ
り
。
第
一
は
稿
本
。
初
に
三
経
の
説
時
を
論
ず
。
第
二
は
刪
本
。
殿

下
に
呈
す
る
も
の
こ
れ
な
り
。
延
応
元
年
刊
行
（
当
師
滅
後
二
十
八
年
）
。
第
三
は



*1

八
選
択
と
十
六
選
択
に
、
九
の
難
と
四
の
通
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
（
十
六
選
択
に
は

九
つ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
、
４
つ
の
共
通
点
（
選
択
本
願
、
選
択
讃
嘆
、
選
択
証
誠
、
選
択

摂
取
）
が
あ
る
。
加
え
て
３
つ
の
似
た
語
が
あ
る
）
。

*2

意
味
不
明
。
「
易
レ
地
同
然
者
也
」
と
あ
る
。
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正
本
。
建
暦
元
年
辛
未
、
兵
部
郷
平
基
親
の
序
、[

394a
]

同
年
壬
申
九
月
八
日
西
山

春
阿
弥
刊
行
。
即
ち
師
の
入
滅
の
年
。
第
四
は
広
本
（
『
決
疑
』
五
（
三
十
七
）
云

く
、
「
本
、
広
略
あ
り
。
略
し
て
則
ち
高
覧
本
。
あ
る
遺
弟
云
く
、
広
本
は
、
執
筆

の
人
、
初
心
の
者
た
り
。
後
に
名
目
を
加
う
。
自
ら
小
異
あ
り
。
高
覧
本
に
し
か
ず
）
。

こ
の
中
の
初
後
二
本
伝
わ
ら
ず
。
今
伝
わ
る
所
は
建
暦
延
応
二
本
の
み
。
」

二
に
綱
要
は
、
こ
れ
五
重
あ
り
。
一
は
釈
名
。
す
な
わ
ち
題
号
こ
れ
な
り
。
二
は
出
体
。

す
な
わ
ち
題
下
の
六
字
こ
れ
な
り
。
三
は
明
宗
。
す
な
わ
ち
来
註
八
字
こ
れ
な
り
。
四
は

弁
用
。
す
な
わ
ち
三
心
章
中
の
断
疑
生
信
の
文
こ
れ
な
り
。
五
は
判
教
。
全
部
十
六
章
段

み
な
こ
れ
。

何
ら
か
釈
名
。
初
に
今
家
の
正
義
を
述
す
。
次
に
他
流
の
異
説
を
弁
ず
。

初
に
正
義
の
中
、
初
に
離
釈
。
次
に
合
釈
。

初
に
離
釈
に
四
。
初
に
選
択
を
釈
す
。
二
に
本
願
を
釈
す
。
三
に
念
仏
を
釈
す
。
四
に

集
を
釈
す
。

初
に
選
択
を
釈
す
は
、
語
は
『
大
阿
弥
陀
経
』
（
一
・
一
三
六
）
及
び
『
覚
経
』
（
一

・
七
七
）
に
出
づ
。
第
三
章
に
引
く
が
ご
と
し
。
廃
立
の
異
名
の
み
。
し
か
れ
ば
『
集
』

の
終
わ
り
に
八
種
の
選
択
を
列
す
。
『
禿
鈔
』
（
二
・
）
に
は
十
六
選
択
に
拡
充
す
。
九

難
四
通

*1

は
、
別
所
に
弁
ず
る
が
ご
と
し
。
今
は
要
を
的
取
せ
ば
、
そ
の
四
重
あ
り
。
聖

を
捨
て
浄
に
帰
す
。
こ
れ
一
重
と
な
す
。
「
二
門
章
」
の
意
。
雑
を
捨
て
正
に
帰
す
。
こ

れ
二
重
と
な
す
（
二
行
章
の
意
）
。
助
を
傍
ら
に
し
て
正
を
専
ら
と
す
。
こ
れ
三
重
と
な

す
（
本
願
章
の
意
）
。
疑
を
断
じ
信
を
生
ず
。
こ
れ
四
重
と
な
す
（
三
心
章
の
意
）
。
か

く
の
ご
と
き
四
重
、
横
竪
具
足
な
り
。
も
し
直
入
約
せ
ば
、
四
重
頓
契
。
も
し
廻
心
に
約

せ
ば
四
重
次
第
な
り
。
元
祖
は
第
三
重
を
先
と
し
、
高
祖
は
第
四
重
を
先
と
す
。
地
の
易

し
き
は
同
然
者
な
り

*2

。

二
に
本
願
を
釈
せ
ば
、
経
に
云
く
「
本
願
力
故
」
。
論
に
云
く
「
本
願
如
是
」
。
あ
る

い
は
云
く
「
観
仏
本
願
力
」
と
。
本
は
す
な
わ
ち
因
本
。
い
わ
ゆ
る
本
法
蔵
菩
薩
の
四
十

八
願
こ
れ
な
り
。
こ
れ
に[

394b
]

総
別
あ
り
。
総
は
す
な
わ
ち
四
十
八
願
。
別
は
す
な
わ



*1

簡
別
：
え
ら
び
わ
け
る
こ
と
。
区
別
す
る
こ
と
。
（
参
照
）
「
わ
が
同
行
ひ
と
の
同
行

と
簡
別
し
て
、
こ
れ
を
相
論
す
る
、
い
は
れ
な
き
事
」
『
改
邪
鈔
』p.925

*2

原
文
は
「
念
仏
何
色
物
」
。
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ち
第
十
八
願
。
す
な
わ
ち
今
の
所
明
な
り
。
さ
ら
に
深
義
あ
り
。
五
願
六
法
な
り
。
具
さ

に
『
文
類
』
『
禿
鈔
』
等
に
判
ず
が
ご
と
し
。

三
に
念
仏
を
釈
せ
ば
、
称
南
無
阿
弥
陀
仏
な
り
。
念
称
是
一
。
下
（
本
願
章
私
釈
本
（
二

十
七
左
）
）
の
自
釈
の
ご
と
し
。
観
念
お
よ
び
理
事
等
を
簡
ぶ
故
に
。
『
一
紙
法
語
』
の

ご
と
し
。

四
に
集
を
釈
せ
ば
聚
な
り
。
『
安
楽
集
』
に
云
く
、
「
真
言
を
採
り
集
め
て
助
け
て
往

益
を
修
せ
し
む
」
と
。
『
集
』
の
下
に
云
く
、
「
念
仏
の
要
文
を
集
め
て
」
と
。
今
謂
く
、

諸
文
を
類
聚
し
も
っ
て
書
目
と
な
す
の
み
。

次
に
合
釈
は
、
「
選
択
本
願
念
仏
」
の
「
集
」
な
り
。
依
主
を
義
と
な
す
。
上
六
は
所

聚
、
下
一
は
能
聚
、
能
所
合
称
す
る
が
故
に
、
し
か
り
と
云
う
な
り
。

ま
た
上
六
の
中
に
つ
い
て
、
順
逆
簡
別

*1

あ
り
。
そ
の
逆
簡
と
は
、
別
を
も
っ
て
通
を

定
む
。
い
わ
く
「
念
仏
」
と
は
何
色
物
な
る
や

*2

。
観
念
に
あ
ら
ず
、
理
持
（
※
事
か
）

に
あ
ら
ず
。
た
だ
こ
れ
口
称
な
り
。
ゆ
え
に
「
本
願
」
を
も
っ
て
能
別
の
言
と
な
す
。
「
本

願
」
と
は
何
色
物
な
る
や
。
こ
れ
通
総
に
あ
ら
ず
、
横
超
別
異
の
故
に
、
「
選
択
」
を
も

っ
て
能
別
の
言
と
な
す
。

『
文
軌
』
の
中
（
五
）
に
、
「
弥
陀
仏
本
願
念
仏
」
を
釈
し
て
云
く
、

「
問
う
、
「
弥
陀
仏
本
願
念
仏
」
は
簡
別
の
言
に
似
る
。
他
仏
ま
た
称
名
本
願
あ
る

や
。答

う
。
こ
れ
あ
り
。
今
し
ば
ら
く
一
二
を
出
す
。
已
下
、
『
七
仏
本
願
功
徳
経
』

上
に
よ
る
（
二
紙
）
。

（
一
）
吉
祥
王
仏
の
本
願
名
号
の
ご
と
し
。
称
念
こ
れ
は
病
苦
消
除
、
闘
訟
解
散
、

諸
悪
獣
等
の
難
を
脱
す
。

（
二
）
法
界
仏
の
名
号
の
ご
と
し
。
杻
械
枷
鏁
鞭
杖
極
刑
の
諸
有
の
厄
難
を
免
脱

す
。（

三
）
宝
月
仏
の
名
号
の
ご
と
し
。
衣
服
飲
食
資
生
の
具
、
金
銀
珍
宝
、
願
に
随

い
充
足
し
、
お
よ
び
女
人
の
臨
産
の
苦
悩
等
を
解
脱
す
。

し
か
る
に
弥
陀
仏
の
本
願
念
仏
は[

395a
]

、
人
天
の
福
楽
を
与
え
ん
た
め
に
設
け
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し
の
念
仏
に
あ
ら
ず
（
意
は
祈
現
者
を
戒
む
）
。
ま
た
衆
生
を
し
て
余
善
の
力
を
雑

え
相
い
共
に
浄
業
を
成
じ
、
往
生
已
後
、
歴
劫
し
て
成
仏
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
の
念

仏
に
あ
ら
ず
（
意
は
雑
行
雑
修
の
人
を
戒
む
）
。
ま
た
行
者
を
し
て
身
心
を
苦
励
し

積
累
多
念
し
て
、
こ
の
自
力
の
修
因
を
も
っ
て
方
便
土
の
果
報
を
得
し
め
ん
と
欲
す

る
の
念
仏
に
あ
ら
ず
（
意
は
自
力
念
仏
の
人
を
戒
む
）
。
た
だ
聞
名
信
喜
す
れ
ば
す

な
わ
ち
定
聚
に
住
し
、
次
生
に
必
ず
滅
度
に
至
ら
し
む
る
の
念
仏
な
り
（
吉
水
の
い

わ
ゆ
る
第
十
八
願
。
高
祖
の
い
わ
ゆ
る
第
十
七
願
）
」
等
。

ま
さ
に
知
る
べ
し
、
阿
弥
陀
仏
の
選
択
摂
取
せ
ら
る
る
の
本
願
所
成
の
念
仏
な
り
。
そ

の
簡
を
須
ゐ
る
（
※
す
べ
か
ら
く
簡
ず
べ
き
）

は
自
ら
総
の
別
、
謂
く
選
択
の
義
。
広
く

八
種
及
び
十
六
種
等
に
亘
る
。

次
に
本
願
と
云
う
は
、
別
を
挙
げ
て
総
を
摂
す
る
な
り
。
本
願
は
な
お
広
く
教
信
証
に

亘
る
。
故
に
次
に
念
仏
と
云
う
。
す
な
わ
ち
こ
れ
第
十
八
願
所
成
の
他
力
の
大
行
こ
れ
な

り
。
高
祖
は
大
行
を
も
っ
て
第
十
七
願
に
属
す
る
は
、
別
し
て
義
門
あ
り
。
別
処
に
弁
ず

る
が
ご
と
し
。

ま
さ
に
知
る
べ
し
、
選
択
中
の
本
願
、
本
願
中
の
念
仏
な
り
。
ま
た
ま
た
上
六
を
別
と

な
し
、
下
一
を
通
と
な
す
。
そ
の
旨
知
る
べ
し
。

次
に
他
流
の
異
説
を
弁
ず
れ
ば
、
『
徹
選
択
』
（
鎮
西
義
、
弁
阿
云
く
）
は
こ
れ
に
三

べ

ん

な

義
あ
り
。

第
一
に
念
仏
と
は
、
こ
れ
諸
師
所
立
の
口
称
念
仏
な
り
（
弁
じ
て
曰
く
、
「
簡
」
等
と

言
う
は
す
な
わ
ち
可
な
り
。
直
指
は
大
い
に
非
な
り
）
。

第
二
に
本
願
と
言
う
は
、
こ
れ
善
導
所
立
の
本
願
念
仏
な
り
（
弁
じ
て
曰
く
、
あ
に
善

導
に
止
む
。
七
祖
み
な
し
か
り
。
も
し
摂
に
約
せ
ば
も
ろ
も
ろ
の
則
は
稍
可
な
り
）
。

や
や

第
三
に
選
択
と
言
う
は
、
こ
れ
然
師
所
立
の
選
択
念
仏
な
り
（
弁
じ
て
曰
く
、
「
所
謂
」

と
言
う
は
す
な
わ
ち
可
な
り
。
今
「
所
立
」
と
言
う
は
い
ま
だ
穏
や
か
な
ら
ず
。
七
祖
あ

に
別
義
あ
ら
ん
や
。
た
だ
こ
れ
名
目
の
異
な
る
の
み
）
。

三
重
の
念
仏
の
義
あ
り
と
い
え
ど
も
、
と
も
に
観
念
の
念
仏
に
あ
ら
ず
、
た
だ
こ
れ
口

称
念
仏
な
り
（
弁
じ
て
曰
く
、
上
来
の
釈
義
は
巧
に
似
た
れ
ど
も
大
い
に
非
な
り
。
三
重

の
浅
深
故
に
。
七
祖
の
異
轍
故
に
）
。

『
決
疑
』
の
祖
述
に
云
く
、

初
め
に
念
仏
と
言
う
は[

395b
]

万
行
随
一
の
念
仏
。
こ
れ
諸
師
所
立
の
念
仏
に
当
る
。

い
ま
だ
正
雑
・
助
正
を
分
別
せ
ざ
る
が
故
に
（
弁
じ
て
曰
く
、
そ
の
失
は
上
に
准
ず
）
。
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次
に
「
本
願
念
仏
」
と
言
う
は
、
万
行
中
に
お
い
て
正
雑
を
分
別
し
、
正
行
の
中

に
お
い
て
細
か
く
助
正
を
判
ず
。
そ
の
正
業
と
は
称
名
念
仏
。
弥
陀
の
本
願
に
順
ず

る
が
故
に
。
故
に
雑
行
を
止
め
専
ら
念
仏
を
行
ず
。
こ
れ
今
家
所
立
の
念
仏
の
義
に

当
る
（
弁
じ
て
曰
く
、
言
陳
（
※
陳
言
）

に
し
て
害
な
し
）
。

後
に
選
択
本
願
念
仏
と
言
う
は
、
本
願
義
の
上
に
お
い
て
、
さ
ら
に
選
択
の
一
義

を
加
う
。
こ
れ
祖
師
上
人
、
『
大
阿
弥
陀
経
』
に
よ
り
て
、
し
か
し
て
始
め
て
こ
の

義
を
立
つ
る
な
り
。
い
わ
ゆ
る
そ
の
本
願
と
は
、
二
百
一
十
億
の
諸
仏
願
行
の
中
、

選
択
す
る
所
の
本
願
な
り
（
弁
じ
て
曰
く
、
「
更
に
判
ず
」
と
言
う
は
す
な
わ
ち
可

な
り
。
今
「
更
に
加
え
、
始
め
て
立
つ
」
と
言
う
は
、
決
し
て
祖
意
に
あ
ら
ず
）
。

し
か
れ
ば
今
集
の
中
、
備
え
て
三
義
を
存
ず
る
に
あ
ら
ず
。
三
義
相
成
し
、
た
だ

一
義
と
な
す
。
念
仏
は
た
だ
念
仏
に
あ
ら
ず
、
そ
な
わ
ち
こ
れ
本
願
念
仏
。
本
願
念

仏
と
は
た
だ
本
願
念
仏
に
あ
ら
ず
、
す
な
わ
ち
こ
れ
選
択
本
願
念
仏
な
り
。

お
よ
そ
念
仏
と
は
あ
る
い
は
観
、
あ
る
い
は
称
、
あ
る
い
は
総
、
あ
る
い
は
別
。

た
だ
こ
れ
念
仏
は
、
恐
ら
く
こ
れ
濫
る
。
故
に
「
本
願
念
仏
」
と
言
う
の
み
（
弁
じ

て
曰
く
、
こ
の
説
好
し
。
「
恐
ら
く
濫
る
」
等
と
言
う
が
故
に
）
。

私
に
謂
く
、
大
師
の
本
願
、
祖
師
の
選
択
、
辞
は
異
に
し
て
義
は
同
じ
（
弁
じ
て

曰
く
、
こ
の
説
大
い
に
好
し
）
。

上
来
の
二
釈
、
旨
を
得
て
取
り
来
る
。
逆
簡
の
義
に
あ
た
り
、
ま
た
『
要
義
』
（
西
山

竹
林
寺
の
義
）
に
云
く
、

お
よ
そ
こ
の
題
に
三
重
の
意
あ
り
。
謂
く
念
仏
の
言
、
広
く
観
称
事
理
等
に
通
じ
、

今
す
な
わ
ち
称
名
の
念
故
に
、
簡
ん
で
本
願
を
も
っ
て
し
て
称
名
念
仏
、
ま
た
こ
れ

万
行
随
一
の
類
に
似
る
。
故
に
簡
ん
で
選
択
を
も
っ
て
こ
の
三
重
の
逆
、
次
に
「
第

三
」
等
を
配
定
す
（
弁
じ
て
曰
く
、
こ
の
釈
大
い
に
好
し
。
「
簡
ん
で
も
っ
て
類
に

似

る

」

等

と

言

う

が

故

に

。

こ

の

三

已

下

「

我

れ

視

の

一

簡

」

よ

り

家

言

の

み

（
※
？
）
）
。
し
か
る
に
他
師
の
選
択
の
二
字
、
作
者
に
つ
き
て
解
す
。
何
と
な
れ
ば

他
流
の
諸
行
本
願
義
、
そ
の
意[

396a
]

を
云
え
ば
、
諸
行
念
仏
は
と
も
に
仏
の
本
願
。

二
類
と
も
に
生
ず
と
い
え
ど
も
、
今
願
主
の
請
い
に
酬
い
て
、
単
に
念
仏
の
要
文
を

集
む
。
故
に
「
選
択
」
と
云
う
（
弁
じ
て
曰
く
、
こ
れ
九
品
寺
の
覚
明
の
義
を
指
す
。

背
轍
を
知
る
べ
し
。
ま
た
選
択
を
も
っ
て
集
主
に
属
す
る
は
経
釈
並
に
通
ぜ
ず
）
。

ま
た
諸
行
非
本
願
義
を
立
て
る
も
の
あ
り
て
、
ま
た
こ
れ
二
類
往
生
を
許
す
。
そ

の
意
に
云
く
、
「
仏
願
と
は
総
別
の
乗
。
別
願
と
は
念
仏
得
生
。
総
願
被
摂
と
は
、
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余
行
ま
た
往
く
。
選
択
の
義
、
ま
た
先
に
弁
ず
る
が
ご
と
し
（
弁
じ
て
曰
く
、
こ
れ

鎮
西
義
を
指
す
。
別
願
何
の
功
あ
り
。
そ
の
失
見
る
べ
し
。
た
だ
「
先
」
等
の
ご
と

き
は
、
こ
の
釈
何
に
拠
る
。
上
の
二
疏
と
異
な
る
失
な
り
）
。

し
か
れ
ば
西
山
義
の
ご
と
き
は
一
類
往
生
。
『
密
要
』
に
云
く
、

専
ら
往
生
の
た
め
に
三
業
を
修
す
れ
ば
、
皆
こ
れ
念
弥
陀
。
故
に
渾
じ
て
念
仏
と
名

く
。

ま
た
私
記
及
び
要
義
の
意
に
云
く
、

西
方
に
生
ぜ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
ま
づ
そ
の
仏
に
帰
す
べ
し
。
そ
の
仏
に
帰
す
れ
ば
後

に
諸
の
行
門
に
入
る
。
行
行
み
な
念
仏
を
成
ず
。

こ
れ
は
こ
れ
傍
正
開
会
の
義
な
り
。
大
い
に
初
を
も
っ
て
正
な
す
の
旨
を
失
す
。
廃
立

を
も
っ
て
初
門
と
な
し
、
傍
正
を
も
っ
て
終
極
と
な
す
が
故
に
。
鎮
西
は
文
を
追
い
て
義

を
失
す
。
西
山
は
義
に
随
い
て
旨
を
失
す
。
並
ん
で
果
に
真
仮
の
差
あ
り
、
因
に
二
力
の

別
あ
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
に
座
す
も
の
な
り
。
具
に
別
弁
の
ご
と
し
。

何
ら
か
出
体
。
南
無
阿
弥
陀
仏
こ
れ
な
り
。

体
に
二
義
あ
り
。
能
詮
と
所
詮
。
讃
偈
録
の
ご
と
し
。

今
、
所
詮
に
約
せ
ば
、
体
宗
同
異
す
。
安
永
録
の
ご
と
し
。
あ
る
い
は
同
あ
る
い
は
異
。

今
、
異
義
に
約
せ
ば
、
同
義
な
き
に
あ
ら
ず
。

体
と
は
こ
れ
何
。
所
謂
（
玄
義
（
二
十
八
）
八
上
（
云
々
）
）
、
「
一
部
の
旨
帰
。
衆
義

の
都
会
す
る
所
」
と
。
「
一
部
」
と
は
今
集
の
一
部
。
「
旨
」
は
謂
く
指
示
。
「
帰
」
は
謂

く
帰
趣
。
そ
の
指
示
す
る
所
は
、
た
だ
嘉
号
に
あ
り
。
そ
の
帰
趣
す
る
所
も
ま
た
嘉
号
に

あ
り
。
「
衆
義
」
と
は
十
六
章
段
の
一
一
の
所
詮
。
「
都
」
は
謂
く
都
聚
。
「
会
」
は
謂
く

会
同
。
そ
の
都[

396b
]

聚
会
同
す
る
所
、
ま
た
こ
れ
六
字
に
あ
る
の
み
。

故
に
云
く
三
心
こ
れ
南
無
阿
弥
陀
仏
、
四
修
こ
れ
南
無
阿
弥
陀
仏
に
等
し
。
准
知
し
て

章
章
の
所
詮
、
ま
た
惟
是
（
※
「
こ
れ
こ
れ
」
か
）

の
み
。
こ
れ
に
舒
ば
せ
ば
一
部
に
亘

の

る
。
こ
れ
を
巻
け
ば
六
字
に
帰
す
故
に
。
何
を
も
っ
て
こ
れ
を
証
す
る
。
『
論
註
』
に
三

部
の
経
体
を
明
か
し
て
云
く
、
「
仏
の
名
号
を
も
っ
て
経
の
体
と
す
る
な
り
」
と
。
「
教

巻
」
に
ま
た
言
う
。
准
知
し
て
今
集
ま
ず
体
を
挙
ぐ
る
も
の
な
り
。
讃
偈
は
初
め
に
嘉
号

を
安
ず
。
す
な
わ
ち
そ
の
例
な
り
。
た
だ
か
の
讃
嘆
を
主
と
す
。
故
に
た
だ
体
を
挙
ぐ
。
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こ
れ
教
相
を
主
と
し
、
故
に
体
宗
な
ら
べ
て
挙
ぐ
の
み
。
『
文
類
』
の
ご
と
き
は
巻
巻
の

初
に
た
だ
宗
致
を
挙
ぐ
。
教
相
は
宗
を
主
と
な
す
が
故
に
、
六
字
の
名
義
、
玄
義
録
の
ご

と
し
。
今
は
略
し
て
こ
れ
を
釈
す
。
「
玄
義
」
（
十
九
丁
）
に
云
く
、
「
南
無
と
言
う
は
（
乃

至
）
必
得
往
生
」
と
。
行
巻
（
二
十
五
右
）
に
云
く
、
「
し
か
れ
ば
南
無
の
言
は
帰
命
（
止
）
、

金
剛
心
成
就
の
貌
な
り
」
と
。

こ
の
六
字
、
南
無
を
全
う
じ
て
の
阿
弥
陀
仏
。
ま
た
こ
れ
阿
弥
陀
仏
を
全
う
じ
て
の
南

無
。
願
行
一
具
、
機
法
一
体
の
も
の
な
り
。
原
そ
れ
西
方
の
善
逝
、
光
寿
別
徳
、
利
益
窮

も
と

ま
り
な
し
。
す
な
わ
ち
こ
れ
安
養
自
然
の
妙
果
、
依
正
不
二
、
主
伴
同
体
、
ま
た
こ
れ
十

方
摂
化
の
根
本
。
名
体
不
二
、
徳
を
も
っ
て
名
に
施
す
。
諸
仏
の
称
揚
す
る
と
こ
ろ
、
衆

生
の
所
受
の
行
、
職
此
の
由
（
※
？
）
、
五
願
六
法
、
理
在
知
る
べ
し
。
四
字
こ
れ
所
謂

（
証
か
）
法
体
（
自
然
妙
果
）
、

二
字
こ
れ
能
証
の
真
因
、
摂
化
の
根
本
。
能
所
不
離
、
因

果
相
即
、
不
可
思
議
の
至
の
者
な
り
。
あ
に
一
部
の
指
帰
、
衆
義
の
都
会
に
あ
ら
ず
や
。

こ
と

ま
た
可
な
り
。
こ
の
六
字
、
上
を
成
じ
て
下
を
統
す
。
『
六
要
』
五
（
十
三
紙
）
に
讃
偈

を
釈
し
て
云
く
、

題
後
文
前
、
六
字
の
名
を
安
ず
は
何
の
意
あ
り
や
。

答
う
。[

397a
]

題
目
は
「
讃
阿
弥
陀
仏
偈
」
に
云
う
と
い
え
ど
も
、
い
ま
だ
名
号
功

徳
を
讃
嘆
す
る
こ
と
を
顕
さ
ず
。
た
だ
こ
れ
讃
嘆
。
こ
の
ゆ
え
に
言
う
所
の
讃
嘆
は

名
号
の
徳
に
あ
る
こ
と
を
示
さ
ん
と
す
る
。
か
く
の
ご
と
き
題
か
。
『
選
択
集
』
の

初
に
、
ま
ず
名
号
を
安
じ
、
宛
は
こ
の
例
を
由
し
、
彼
の
観
念
と
称
仏
の
名
号
等
を

簡
異
せ
ん
と
す
る
な
り
。

今
謂
く
成
上
の
義
は
文
に
親
し
。
統
下
の
義
は
義
に
親
し
。
故
に
統
下
を
も
っ
て
主
と

な
す
の
み
。
『
結
疑
』
一
（
五
紙
右
）
に
云
く
、

問
う
。
始
め
に
こ
の
字
を
置
く
は
、
何
の
要
あ
る
や
。

答
う
。
伝
に
云
く
、
こ
れ
題
下
の
念
仏
及
び
も
っ
て
文
中
の
勧
め
る
所
の
念
仏
、

倶
に
こ
れ
口
称
を
顕
す
。
こ
れ
す
な
わ
ち
観
念
を
簡
異
し
、
口
称
を
表
知
し
見
易
か

ら
し
む
る
な
り
（
弁
じ
て
曰
く
、
皮
を
得
る
）
。

問
う
。
題
後
文
前
に
、
こ
の
字
を
置
く
そ
の
例
あ
る
や
。

答
う
。
鸞
師
の
『
讃
阿
弥
陀
偈
』
、
今
の
ご
と
く
ま
た
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
云

う
（
弁
じ
て
曰
く
、
好
し
）
。
『
薩
遮
尼
乾
子
経
』
の
文
首
、
ま
た
「
帰
命
大
毘
廬
遮

那
」
と
云
う
。
『
正
法
念
経
』
ま
た
「
帰
命
一
切
諸
仏
菩
薩
」
と
云
う
。
そ
の
例
一
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に
あ
ら
ず
（
弁
じ
て
曰
く
、
二
門
の
義
別
。
例
同
す
べ
か
ら
ず
）
。

『
要
義
』
に
云
く
、

七
字
の
首
題
、
玄
義
の
南
無
六
字
に
傚
い
、
「
先
勧
」
等
の
九
字
、
「
往
」
等
の
八

字
、
ま
た
十
四
行
偈
、
二
門
章
の
標
序
題
等
を
象
す
る
な
り
（
弁
じ
て
曰
く
、
牽
合

附
会
に
し
て
依
用
す
べ
か
ら
ず
）
」
と
。
乃
至
（
云
々
）
。

全
く
『
結
疑
』
と
同
じ
。
今
謂
く
、
他
流
の
釈
義
、
短
褐
に
し
て
脛
を
覆
わ
ざ
る
も
の

の
み
。
『
徹
選
択
』
（
無
文
。
恐
ら
く
誤
。
『
私
集
鈔
』
一
（
三
）
）
云
く
、
「
六
字
は
帰
敬
序
。

八
字
は
発
起
序
」
と
。
ま
た
『
聞
香
』
に
云
く
、
「
初
の
六
字
は
正
し
く
帰
敬
を
明
か
す
。

後
次
の
八
字
は
帰
敬
の
意
等
を
示
す
（
弁
じ
て
曰
く
、
迂
遠
甚
し
。
い
わ
ん
や
ま
た
そ
の
義

相
類
せ
ず
か
）
」
と
。

何
ら
か
宗
を
明
か
す
。
「
往
生
之
業

念
仏
為
本
」
こ
れ
な
り
。

宗
は
謂
く
宗
致
。
所
謂
（
玄
義
九
丁
（
云
々
）
）

修
行
の
喉
襟
。
顕
体
の
要
径
。

け
い

修
行
と
は
修
習
受
行
、
能
修
の
相
な
り
。
能
修[

397b
]

の
念
仏
に
お
い
て
身
体
の
喉
あ

り
、
衣
服
の
襟
あ
り
。
故
に
喉
襟
と
云
う
。

顕
体
と
は
、
一
心
専
念
、
名
号
の
体
徳
を
顕
明
す
る
な
り
。
要
径
と
は
、
肝
要
揵
径
。

け
い

何
を
も
っ
て
証
す
る
。
集
下
（
末
三
十
三
右
）
の
文
に
八
種
の
選
択
を
列
し
お
わ
っ
て

云
く
、
「
故
に
知
り
ぬ
、
三
経
と
も
に
念
仏
を
選
び
て
も
つ
て
宗
致
と
な
す
の
み
」
と
。

教
巻
の
説
に
「
如
来
の
本
願
を
も
っ
て
経
の
宗
致
と
な
す
」
と
。

問
う
。
念
仏
本
願
の
同
意
い
か
ん
。

答
う
。
本
願
は
こ
れ
能
成
。
念
仏
は
こ
れ
所
成
。
同
異
云
う
か
。
故
に
云
く
、
名
号
は

こ
れ
本
願
、
本
願
は
こ
れ
名
号
。
し
か
り
と
い
え
ど
も
義
の
差
別
に
随
え
ば
同
異
な
き
に

あ
ら
ず
。
『
文
類
』
の
ご
と
き
は
詮
ず
る
所
、
五
願
六
法
な
る
が
故
に
、
本
願
の
言
、
意

は
六
法
に
通
ず
。
所
謂
十
一
、
十
二
、
十
三
、
及
び
十
七
、
十
八
な
り
。
今
集
の
ご
と
き

は
詮
ず
る
所
、
正
し
く
大
行
一
法
に
在
す
。
故
に
直
し
て
念
仏
と
云
う
。
所
謂
（
※
本
願

の
言
、
）
第
十
八
の
一
願
な
り
。

「
往
生
」
等
と
は
、
具
さ
に
往
生
浄
土
の
正
定
の
業
を
云
う
。

「
念
仏
」
と
は
、
す
な
わ
ち
「
称
無
碍
光
如
来
名
」
な
り
。

「
為
本
」
と
は
、
一
つ
は
為
先
と
作
す
。
『
大
学
』
に
云
く
、

物
に
本
末
あ
り
、
事
に
終
始
あ
り
。
先
後
す
る
所
を
知
ら
ば
、
す
な
わ
ち
道
に
近
し
。
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今
ま
た
准
解
す
。

本
は
法
本
に
約
す
。
先
は
受
行
に
約
す
。
言
異
に
し
て
旨
同
。

た
だ
今
家
は
為
本
を
用
い
る
。
文
類
の
所
引
に
依
る
が
故
に
。

按
ず
る
に
こ
の
八
字
は
『
要
集
』
中
末
、
「
要
行
を
決
す
」
の
文
に
お
い
て
出
づ
。
三

輩
章
の
私
釈
引
用
す
る
故
に
。

問
う
。
高
祖
は
常
に
信
心
為
本
を
言
う
。
あ
に
鉾
楯
か
。

答
う
。
所
望
不
同
に
し
て
、
理
実
互
通
な
り
。
こ
れ
に
二
意
あ
り
。

一
は
二
行
相
望
。
謂
く
念
仏
を
本
と
な
し
、
諸
行
を
末
と
な
す
。
今
集
は
こ
の
義
に
依

る
。
行
巻
も
ま
た
こ
の
義
あ
り
。
文
に
云
く
、

称
名
は
す
な
は
ち
こ
れ
最
勝
真
妙
の
正
業
な
り
。
正
業
は
す
な
は
ち
こ
れ
念
仏
な
り
。

念
仏
は
す
な
は
ち[

398a
]

こ
れ
南
無
阿
弥
陀
仏
な
り
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
す
な
は
ち

こ
れ
正
念
な
り
と
。

ま
た
念
仏
諸
善
比
校
対
論
。
四
十
八
対
こ
れ
は
こ
れ
念
仏
為
本
の
義
な
り
。

二
は
行
信
相
望
。
謂
く
信
心
を
本
と
な
し
、
称
名
を
末
と
な
す
。
高
祖
は
常
に
こ
の
旨

を
談
ず
。
信
巻
に
云
く
、

真
実
の
信
心
は
か
な
ら
ず
名
号
を
具
す
。
名
号
は
か
な
ら
ず
し
も
願
力
の
信
心
を
具

せ
ざ
る
な
り
。

ま
た
云
く
、
「
真
心
を
根
本
と
す
、
邪
雑
を
錯
と
す
、
疑
情
を
失
と
す
る
な
り
」
。

今
集
に
ま
た
こ
の
義
あ
り
。
三
心
章
に
云
く
、

生
死
の
家
に
は
疑
を
も
つ
て
所
止
と
な
し
、
涅
槃
の
城
に
は
信
を
も
つ
て
能
入
と
な

す
。

こ
れ
ま
た
信
心
為
本
の
義
な
り
。

問
う
。
理
実
互
通
な
ら
ば
、
施
設
な
ん
ぞ
異
な
る
。

答
う
。
こ
れ
二
由
あ
り
。
一
は
所
対
異
な
る
故
に
、
二
は
時
縁
別
な
る
故
に
。

初
の
所
対
の
異
と
は
、
集
主
は
外
の
聖
道
門
に
対
し
て
念
仏
宗
を
立
つ
。
故
に
念
仏
為

本
と
言
う
。
高
祖
は
内
の
念
仏
人
に
対
し
て
決
定
心
を
勧
め
る
。
故
に
信
心
為
本
と
云
う
。
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こ
れ
を
異
と
な
す
の
み
。

二
に
時
縁
の
別
と
は
、
集
主
は
初
開
の
時
に
当
り
、
理
は
宜
し
く
外
に
対
し
て
そ
の
基

を
建
つ
べ
し
。
高
祖
は
後
述
の
時
に
当
り
、
理
は
内
に
対
し
て
そ
の
法
要
を
授
け
る
べ
し
。

こ
れ
を
異
と
な
す
の
み
。
人
は
こ
れ
に
達
せ
ず
、
念
仏
為
本
の
言
を
聞
い
て
、
た
だ
単
行

を
勧
め
る
と
し
、
信
心
為
本
を
聞
い
て
、
す
な
わ
ち
鉾
楯
と
謂
う
。
文
を
追
っ
て
義
に
暗

し
。
何
ぞ
言
に
足
る
か
。

問
う
。

…
…
（
以
下
、
未
入
稿
）
…
…

[
398b

]

三
に
所
依
と
は
、
こ
の
中
に
二
あ
り
。
初
は
経
典
、
二
に
は
師
説
。

…
…
（
以
下
、
未
入
稿
）
…
…

[
399a

]
[
399b

]
[
400a

]
[
400b

]
[
401a

]

四
に
弘
伝
と
は
、
こ
の
中
に
四
と
な
る
。
初
は
付
属
、
二
は
翼
讃
、
三
は
破
斥
。
四
に

末
流
。

初
の
付
属
と
は
ま
た
二
と
な
す
。
初
に
自
家
相
承
、
二
に
他
家
相
承
。

初
の
自
家
と
は
、
「
化
巻
」
に
、
…
…
（
以
下
、
未
入
稿
）
…
…

[
401b

]
[
402a

]
[
402b

]

[
403a

]

選
択
集
通
津
録
巻
一

芸
洲
報
専

慧
雲
著

二
に
別
顕
自
十
六
。

初
に
二
門
章

二
に
二
行
章

三
に
本
願
章
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四
に
三
輩
章

五
に
利
益
章

六
に
特
留
章

七
に
光
摂
章

八
に
三
心
章

九
に
四
修
章

十
に
化
讃
章

十
一
に
約
対
章

十
二
に
付
属
章

十
三
に
多
善
章

十
四
に
証
誠
章

十
五
に
護
念
章

十
六
に
慇
付
章

【
科
段
②
（
随
文
釈
）
】

初
に
二
門
章
③

初
に
標
章

二
に
引
文
③

初
に
二
門
を
標
挙
す
。

二
に
行
蔵
を
顕
示
す
②

初
に
聖
道
の
廃
退
③

初
に
難
証
。

二
に
明
由
。

三
に
引
証
。

二
に
浄
土
の
興
隆
：
初
は
易
入
。
二
に
引
証

三
に
応
不
（
※
応
機
と
不
堪
）
を
勤
励
す
③

初
に
総
。

二
に
別
②

初
に
聖
道
の
不
堪
相
④

初
に
遇
大
機
。

二
に
遇
小
機

三
に
世
善
機
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四
に
造
悪
機

二
に
浄
土
の
応
機
相
。

三
に
結
。

三
に
私
釈
③

初
に
判
教
を
明
か
す
②

初
は
且
く
諸
宗
を
明
か
す

初
は
標

二
は
釈
⑤

法
相

三
論

華
厳

天
台

真
言

二
に
は
正
し
く
浄
土
を
明
か
す
③

初
は
略
し
て
判
教
を
明
か
す
。

二
は
よ
っ
て
宗
名
を
決
す
る

三
は
広
く
判
教
を
明
か
す
②

初
は
他
を
簡
ぶ

二
は
正
し
く
明
か
す
②

初
は
標

二
は
釈
②

初
は
聖
道
②

初
は
別
顕

二
は
総
示

二
は
浄
土
②

初
は
標

二
は
釈
②

初
は
正
依
③

初
は
正
列

二
に
引
例

三
に
結
示

二
は
傍
依

二
に
指
帰
を
明
か
す
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正
明

例
を
挙
ぐ

総
示

別
挙
③正

し
く
鸞
師
を
挙
ぐ

引
文

会
義

同
じ
く
二
師
を
例
す

兼
ね
て
慈
恩
を
挙
ぐ

引
文

会
義

結
勧

正
示

例
挙
（
引
例
）

結
（
正
結
）

三
に
血
脈
を
明
か
す

他
を
挙
げ
て
今
を
問
う

他
に
順
じ
て
今
を
答
う

総別

安
楽
集
に
依
る

高
僧
伝
に
依
る

初
に
標
章
。
二
に
引
文
。
三
に
私
釈
。
今
は
初
。

道
綽
禅
師
止

浄
土
之
文

（
道
綽
禅
師
、
聖
道
・
浄
土
の
二
門
を
立
て
て
、
聖
道
を
捨
て
て
ま
さ
し
く
浄
土
に
帰
す
る
文
。
）

問
う
。
十
六
章
の
段
、
生
起
あ
る
や
い
な
や
。

答
う
。
こ
れ
二
途
あ
り
。
一
は
文
に
約
す
。
二
は
義
に
約
す
。

い
か
ん
が
文
に
約
す
。
初
の
二
は
師
に
依
る
。
第
三
已
下
は
経
に
依
る
。

師
に
依
る
中
に
二
あ
り
。
初
は
西
河
に
依
り
、
次
は
終
南
に
依
る
。
師
資
相
承
の
故
に
。
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経
に
依
る
中
に
三
あ
り
。
第
三
よ
り
第
六
に
至
る
は
大
経
の
文
に
依
る
。
第
七
よ
り
第

十
二
に
至
る
は
観
経
の
文
に
依
る
。
第
十
三
よ
り
終
り
に
至
る
は
小
經
の
文
に
依
る
。

い
か
ん
が
義
に
約
す
。
『
行
巻
』
に
『
集
』
の
二
文
を
引
く
。
す
な
わ
ち
宗
致
を
尽
く

す
者
な
り
。
こ
こ
に
よ
り
て
こ
れ
を
観
ぜ
ば
、
初
の
二
は
す
な
わ
ち
本
願
章
の
楷
梯
と
な

す
な
り
。
故
に
総
結
の
文
に
云
く
、

「
そ
れ
す
み
や
か
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
は
ば
、
二
種
の
勝
法
の
な
か
に
、
し
ば
ら
く

聖
道
門
を
閣
き
て
、
選
ん
で
浄
土
門
に
入
れ
。
」

こ
れ
第
一
章
を
結
勧
す
る
な
り
。
ま
た
云
く
、

「
浄
土
門
に
入
ら
ん
と
欲
は
ば
、
正
・
雑
二
行
の
な
か
に
、
し
ば
ら
く
も
ろ
も
ろ
の
雑

行
を
抛
ち
て
、
選
ん
で
正
行
に
帰
す
べ
し
。
」

こ
れ
第
二
章
を
結
勧
す
る
な
り
。
ま
た
云
く
、

「
正
行
を
修
せ
ん
と
欲
は
ば
、
正
・
助
二
業
の
な
か
に
、
な
ほ
助
業
を
傍
ら
に
し
て
、

選
ん
で
正
定
を
も
つ
ぱ
ら
に
す
べ
し
。
正
定
の
業
と
は
す
な
は
ち
こ
れ
仏
の
名
を
称
す
る

な
り
。
称
名
は
か
な
ら
ず
生
ず
る
こ
と
を
得
。
仏
の
本
願
に
よ
る
が
ゆ
ゑ
に
。
」

こ
れ
第
三
章
を
結
勧
す
る
な
り
。
す
で
に
第
三
章
を
明
か
し
、
す
な
わ
ち
所
詮
の
宗
致
、

究
竟
備
足
す
る
な
り
。
宜
し
き
か
な
題
号
は
「
選
択
本
願
念
仏
」
な
り
。

第
四
章
の
ご
と
き
は
、
念
仏
の
機
、
ひ
ろ
く
三
類
に
わ
た
り
普
く
衆
機
を
益
す
る
こ
と

を
助
顕
す
る
な
り
。

第
五
章
の
ご
と
き
は
、
念
仏
の
徳
、
無
上
大
利
に
し
て
八
万
四
千
の
小
利
有
上
の
比
に

あ
ら
ざ
る
こ
と
を
助
顕
す
る
な
り
。

第
六
章
の
ご
と
き
は
、
念
仏
の
澤
、
像
末
法
滅
の
極
劣
の
機
を
悲
引
す
る
こ
と
を
助
顕

す
る
な
り
。

第
七
章
の
ご
と
き
は
、
仏
の
心
光
、
余
の
雑
業
の
行
者
を
照
ら
さ
ず
、
た
だ
念
仏
の
行

者
あ
り
て
、
独
り
摂
取
の
大
益
を
蒙
る
こ
と
を
助
顕
す
る
な
り
。

第
八
章
の
ご
と
き
は
、
信
行
不
離
の
旨
を
助
顕
す
る
な
り
。

第
九
章
の
ご
と
き
は
、
念
仏
の
行
者
、
恭
敬
無
余
に
し
て
自
具
の
益
を
助
顕
す
る
な
り
。

第
十
章
の
ご
と
き
は
、
化
仏
の
讃
嘆
を
挙
げ
、
念
仏
の
功
を
助
顕
す
。

十
一
章
の
ご
と
き
は
、
雑
善
に
約
対
し
、
念
仏
の
功
を
助
顕
す
。

十
二
章
の
ご
と
き
は
、
付
属
・
不
付
属
を
も
っ
て
、
念
仏
の
功
を
助
顕
す
。

十
三
章
の
ご
と
き
は
、
大
小
対
・
多
少
対
を
も
っ
て
、
念
仏
の
功
を
助
顕
す
。

十
四
章
の
ご
と
き
は
、
証
不
証
対
を
も
っ
て
、
念
仏
の
功
を
助
顕
す
。

十
五
章
の
ご
と
き
は
、
護
不
護
対
を
も
っ
て
、
念
仏
の
功
を
助
顕
す
。

十
六
章
の
ご
と
き
は
、
慇
懃
付
属
を
も
っ
て
、
念
仏
の
功
を
助
顕
す
。
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ま
さ
に
知
る
べ
し
、
今
『
集
』
の
宗
致
、
第
三
章
に
お
い
て
究
竟
備
足
す
る
な
り
。

か
く
の
ご
と
き
生
起
は
経
に
な
く
釈
に
な
く
、
た
だ
義
よ
り
こ
れ
に
従
う
。
『
行
巻
』

の
指
帰
す
る
所
、
あ
に
長
途
な
る
や
。

あ
る
い
は
（
聞
香
）
四
法
に
配
し
、
巧
に
似
せ
却
っ
て
今
集
の
所
詮
に
あ
ら
ず
。
た
だ

行
に
あ
る
が
故
に
。

「
二
門
章
」
と
は
、
あ
る
い
は
（
本
義
は
聞
香
）
云
く
「
教
相
章
」
な
り
。
あ
る
い
は

（
決
疑
の
大
綱
）
云
く
、
「
聖
浄
二
門
篇
」
な
り
。
あ
る
い
は
（
鵜
木
の
要
義
）
云
く
、

「
聖
道
浄
土
章
」
な
り
。
あ
る
い
は
（
私
集
）
云
く
、
「
判
教
立
宗
章
」
な
り
。
あ
る
い

は
（
日
溪
）
云
く
、
「
建
立
浄
土
章
」
な
り
。
今
謂
く
衆
説
並
に
通
ず
。
今
は
た
だ
略
に

従
う
。
し
ば
ら
く
行
巻
所
引
の
意
に
順
う
が
故
に
。

「
道
綽
」
と
は
能
立
の
人
を
挙
げ
る
。
道
の
蹟
は
具
さ
に
『
続
僧
伝
』
二
十
四
、
迦
才

の
『
論
』
下
、
『
瑞
応
伝
』
、
『
新
修
伝
』
（
已
上
四
部
、
『
漢
語
灯
録
』
よ
り
）
の
浄
土
往

生
伝
の
中
。
『
仏
祖
統
紀
』
二
十
八
等
の
載
の
ご
と
し
。

「
禅
師
」
と
は
、
そ
の
徳
を
称
す
る
な
り
。
『
五
会
法
事
讃
』
に
云
く
、
「
念
仏
三
昧

は
こ
れ
真
に
無
上
深
妙
の
禅
門
」
と
。
念
仏
三
昧
を
修
す
る
（
す
な
わ
ち
無
上
の
禅
門
）

の
人
師
の
故
に
。
禅
師
の
称
は
必
ず
し
も
仏
心
宗
の
人
を
指
さ
ず
。
南
岳
天
台
も
ま
た
禅

師
と
名
く
故
に
。

「
立
聖
」
等
と
は
、
所
立
の
教
を
明
か
す
。
「
聖
道
」
と
云
い
、
「
浄
土
」
と
云
う
は
、

各
お
の
所
期
に
約
す
。
『
化
土
』
本
に
云
く
、

「
こ
の
界
の
う
ち
に
し
て
入
聖
得
果
す
る
を
聖
道
門
と
名
づ
く
、
難
行
道
と
い
へ
り
。
」

「
安
養
浄
刹
に
し
て
入
聖
証
果
す
る
を
浄
土
門
と
名
づ
く
、
易
行
道
と
い
へ
り
。
」

と
。
彼
は
仏
果
を
期
す
が
故
に
聖
道
と
云
う
。
此
は
往
生
を
期
す
が
故
に
浄
土
と
云
う
。

ま
さ
に
知
る
べ
し
、
各
お
の
所
期
に
約
す
る
な
り
。
『
和
語
灯
』
一
に
云
々
（
こ
の
娑
婆

世
界
に
あ
り
な
が
ら
、
断
迷
開
悟
の
道
を
聖
道
門
と
は
申
す
な
り
。
浄
土
門
は
ま
づ
こ
の

娑
婆
世
界
を
厭
す
て
て
、
急
ぎ
て
か
の
極
楽
浄
土
に
生
じ
て
、
か
の
国
に
し
て
仏
道
を
行

ず
る
な
り
）
。
意
は
全
く
同
じ
。

「
而
捨
」
等
と
は
、
い
わ
ゆ
る
廃
立
の
義
な
り
。
す
な
わ
ち
こ
れ
一
重
の
選
択
な
り
。

二
に
引
文
の
三
。
初
に
二
門
を
標
挙
す
。
二
に
行
蔵
を
顕
示
す
。
三
に
応
不
を

勤
励
す
。
今
は
初
な
り
。

『
安
楽
集
』
上
止

往
生
浄
土
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（
『
安
楽
集
』
の
上
に
い
は
く
、
「
問
ひ
て
い
は
く
、
一
切
衆
生
は
み
な
仏
性
あ
り
。
遠
劫
よ
り

こ
の
か
た
多
仏
に
値
ひ
た
て
ま
つ
る
べ
し
。
な
に
に
よ
り
て
か
、
い
ま
に
至
る
ま
で
な
ほ
み
づ

か
ら
生
死
に
輪
廻
し
て
火
宅
を
出
で
ざ
る
や
。
答
へ
て
い
は
く
、
大
乗
の
聖
教
に
よ
ら
ば
、
ま

こ
と
に
二
種
の
勝
法
を
得
て
も
つ
て
生
死
を
排
は
ざ
る
に
よ
る
。
こ
こ
を
も
つ
て
火
宅
を
出
で

ず
。
何
者
を
か
二
と
な
す
。
一
に
は
い
は
く
聖
道
、
二
に
は
い
は
く
往
生
浄
土
な
り
。
）

旧
（
要
義
聞
香
等
）
の
多
く
「
引
証
」
と
云
う
は
、
穏
や
か
な
ら
ず
。
標
章
は
「
正
し

く
浄
土
に
帰
す
る
の
文
」
と
云
う
が
故
に
。
次
に
そ
の
文
を
引
く
な
り
。
下
の
引
く
所
の

『
月
蔵
経
』
の
ご
と
し
。
こ
れ
引
証
を
な
す
の
み
。
『
集
』
は
十
二
大
門
あ
り
。
今
す
な

わ
ち
第
三
大
門
な
り
。
第
三
門
の
中
に
四
科
あ
り
。
今
す
な
わ
ち
第
三
科
文
な
り
。
第
三

科
の
中
に
五
番
の
料
簡
あ
り
。
今
す
な
わ
ち
第
五
番
文
な
り
。

「
一
切
」
等
と
は
、
八
字
は
『
涅
槃
経
』
北
本
二
十
七
、
南
本
二
十
五
に
出
づ
。
師
子

吼
品
の
文
な
り
。
こ
れ
は
こ
れ
教
証
な
り
。
内
因
の
あ
る
こ
と
を
顕
す
。

「
遠
劫
」
等
と
は
、
輪
回
多
劫
、
何
ぞ
仏
に
値
わ
ず
や
と
。
こ
れ
は
こ
れ
理
証
な
り
。

外
縁
の
あ
る
こ
と
を
示
す
。

「
何
因
」
等
と
は
因
縁
な
り
。
何
に
由
て
出
離
せ
ず
と
。
こ
れ
は
こ
れ
正
難
な
り
。「
仍
」

は
す
な
わ
ち
「
仍
旧
」
（
※
依
然
と
し
て
）
の
仍
な
。
「
自
」
は
す
な
わ
ち
自
業
自
得
な
り
。

「
輪
回
」
等
と
は
、
こ
こ
を
死
し
て
か
し
こ
に
生
ず
は
車
輪
の
回
転
に
似
る
が
故
に
。
「
火

宅
」
と
は
『
法
華
』
譬
喩
品
に
云
く
、
「
三
界
は
安
き
こ
と
な
し
。
な
お
、
火
宅
の
ご
と

し
。
衆
苦
は
充
満
し
て
、
甚
だ
怖
畏
す
べ
く
」
と
。

「
依
大
」
等
と
は
、
意
は
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
を
指
す
。
難
易
二
道
こ
れ
な
り
。
大
乗

の
言
を
も
っ
て
能
別
を
な
す
は
、
小
乗
は
他
方
浄
土
を
説
か
ざ
る
が
故
に
。
「
二
種
勝
法
」

と
は
、
次
下
の
判
の
ご
と
し
。
排
は
排
闥
（
※
無
理
に
押
し
入
る
こ
と
。
強
引
に
事
を
行
な

う
こ
と
）

の
排
の
ご
と
き
な
り
。
『
史
記
』
の
樊
噲
伝
に
云
々
。

仏
性
の
義
は
広
く
『
義
章
』
一
の
玄
論
三
（
十
門
分
別
）
の
云
々
の
ご
と
し
。
瑜
伽
十

支
は
盛
ん
に
無
性
を
談
ず
。
五
性
各
別
の
故
に
。
そ
の
他
の
諸
宗
も
こ
れ
を
談
ず
る
者
な

し
。
西
河
は
本
と
涅
槃
宗
を
学
ぶ
が
故
に
、
今
、
涅
槃
法
華
等
の
意
に
依
る
の
み
。

「
何
者
」
等
と
は
正
標
。
二
門
の
名
義
を
挙
ぐ
。
上
の
ご
と
し
。

二
に
行
蔵
を
顕
示
す
る
二
。
初
に
聖
道
の
廃
退
。
二
に
浄
土
の
興
隆
。
初
の
聖

道
の
廃
退
に
三
。
初
に
難
証
。
二
に
明
由
。
三
に
引
証
。
今
は
初
。
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其
聖
道
止

難
証

（
そ
れ
聖
道
の
一
種
は
、
今
の
時
証
し
が
た
し
。
）

正
し
く
難
証
を
決
し
て
下
、
す
な
わ
ち
二
由
一
証
し
、
も
っ
て
こ
の
義
を
成
ず
。
偈
の

い
わ
ゆ
る
「
道
綽
決
聖
道
難
証
」
こ
れ
な
り
。

二
に
明
由
（
由
を
明
か
す
）
。

一
由
去
止

解
微

（
一
に
は
大
聖
（
釈
尊
）
を
去
れ
る
こ
と
遥
遠
な
る
に
よ
る
。
二
に
は
理
は
深
く
解
は
微
な
る

に
よ
る
。
）

初
由
は
時
降
に
約
す
。
後
由
は
機
劣
に
約
す
。
こ
れ
『
論
註
』
の
五
由
を
校
す
。
前
の

四
は
今
後
由
に
当
り
、
後
の
一
は
今
の
初
由
に
当
る
。
和
讃
（
※
正
像
末
和
讃
）

に
云
々

（
「
釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
し
ま
し
て
」
等
の
十
三
首
）

す
な
わ
ち
今
の
初
由
。
又
云
々
（
「
正

法
の
時
機
と
思
へ
ど
も
」
等
の
三
首
）

す
な
わ
ち
今
の
後
由
。
『
伝
絵
』
の
入
室
の
由
を
述

る
に
云
く
、
「
世
降
（
く
だ
）
り
、
人
劣
（
つ
た
な
）
く
し
て
、
（
※
原
本
：
難
行
の
）

小

路
迷
ひ
や
す
き
に
よ
り
て
」
、
ま
た
こ
の
意
な
り
。

問
う
。
時
降
と
機
劣
、
二
門
な
ん
ぞ
異
な
る
。

答
う
。
二
門
異
な
ら
ず
。
し
か
り
と
い
え
ど
も
浄
門
の
ご
と
き
は
在
世
の
正
法
・
像
法

・
末
法
・
法
滅
、
同
じ
く
悲
引
す
る
が
故
に
。
ま
た
智
愚
・
善
悪
・
緇
素
・
老
少
を
簡
ば

ざ
る
が
故
に
。
旧
（
本
義
は
聞
香
）

の
「
解
微
」
の
二
字
を
解
し
、
別
し
て
法
体
の
幽
微

（
※
ご
く
か
す
か
で
微
妙
で
あ
る
こ
と
。
神
秘
的
で
知
り
が
た
い
こ
と
）

を
約
す
は
非
な
り
。

『
和
語
灯
録
』
三
の
云
々
に
違
う
（
問
サ
テ
ハ
我
ラ
カ
コ
ト
キ
ノ
愚
ナ
ル
モ
ノ
ハ
、
浄
土
ノ

往
生
ヲ
願
ヒ
候
ヘ
キ
カ
イ
カ
ン
。
答
、
『
安
楽
集
』
ニ
イ
ハ
ク
、
「
聖
道
ノ
一
種
ハ
、
イ
マ
ノ
時

ニ
ハ
証
シ
カ
タ
シ
。
一
ニ
ハ
大
聖
ヲ
去
ル
コ
ト
遙
遠
ナ
ル
ニ
ヨ
ル
。
二
ニ
ハ
理
ハ
深
ク
サ
ト
リ

ハ
ス
グ
ナ
キ
ニ
ヨ
ル
）
。

三
に
引
証
。

是
故
大
集
止

一
人
得
者

（
こ
の
ゆ
ゑ
に
『
大
集
月
蔵
経
』
に
の
た
ま
は
く
、
〈
わ
が
末
法
の
時
の
う
ち
の
億
々
の
衆
生
、
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行
を
起
し
道
を
修
せ
ん
に
、
い
ま
だ
一
人
と
し
て
得
る
も
の
あ
ら
じ
〉
と
。
）

「
大
集
」
等
と
は
、
『
六
要
』
六
に
云
く
、
「
『
大
集
』
一
部
三
十
巻
（
按
ず
る
に
曇
無

讖
訳
）
、
外
に
日
蔵
分
及
び
月
蔵
分
（
按
ず
る
に
并
せ
て
那
連
提
耶
舎
訳
）
、
各
一
十
巻
あ
り
。

故
に
「
大
集
月
蔵
分
（
※
本
典
引
文
が
「
分
）
な
の
で
）
」
と
云
う
な
り
」
（
※
真
聖
全
二
・

三
九
八
）
と
。

「
我
末
」
等
と
は
、
『
六
要
』
ま
た
云
く
、

問
。
本
経
の
中
に
未
だ
此
の
文
を
勘
え
ず
、
如
何
。
答
。
取
意
の
文
也
。
此
の
集

の
上
巻
、
大
文
第
一
に
教
興
の
由
を
明
し
時
機
に
約
す
る
下
に
載
す
る
所
の
文
也
。

謂
く
彼
の
経
の
中
に
具
に
五
箇
の
五
百
年
の
間
、
法
住
及
び
隠
没
の
相
を
顕
す
、
明

に
初
の
三
の
五
百
年
の
中
に
は
次
の
如
く
戒
・
定
及
び
恵
堅
固
な
り
、
第
四
の
五
百

に
は
造
寺
堅
固
な
り
、
第
五
の
五
百
に
は
闘
諍
堅
固
に
し
て
白
法
隠
没
す
る
こ
と
を

説
く
の
文
の
意
也
。
（
※
真
聖
全
二
・
三
九
八
）

「
末
法
」
と
は
、
正
法
五
百
、
像
法
千
年
、
末
法
万
年
、
こ
れ
定
判
な
り
。
別
所
の
弁

ず
る
が
ご
と
し
。

「
億
億
」
等
と
は
、
そ
の
類
一
に
あ
ら
ざ
る
故
に
。

「
起
行
」
は
、
初
に
約
し
、
「
修
道
」
は
後
に
約
す
。

「
未
有
」
等
と
は
、
『
六
要
』
ま
た
云
く
、
「
問
。
聖
道
の
教
、
末
法
の
（
※
省
略
：
中

に
修
行
）

得
果
其
の
証
無
に
非
ず
、
何
ぞ
「
未
有
一
人
」
等
と
云
や
。
答
ふ
。
（
※
省
略
：

今
の
釈
の
意
、
）
少
の
在
は
（
※
原
本
：
少
は
是
れ
）

無
に
属
す
、
多
分
に
約
す
る
か
（
※
聖

道
門
の
果
の
「
少
な
さ
」
は
、
多
分
（
比
率
の
大
き
さ
）
で
い
え
ば
「
無
」
の
分
類
に
入
る
か
）
」

と
。
今
い
わ
く
こ
れ
は
こ
れ
縦
（
よ
）
し
ん
ば
答
え
ど
も
、
も
し
奪
っ
て
こ
れ
を
答
え
ば

真
証
の
益
に
非
ざ
る
が
故
に
。
龍
女
の
後
、
龍
女
な
し
。
善
財
の
後
、
善
財
な
し
。
い
ま

だ
こ
の
言
あ
ら
ず
。
あ
に
過
当
か
な
。

二
に
浄
土
興
隆
の
二
。
初
は
易
入
。
二
に
引
証
。
今
は
初
。

当
今
末
法
止

可
通
入
路

（
当
今
は
末
法
、
こ
れ
五
濁
悪
世
な
り
。
た
だ
浄
土
の
一
門
の
み
あ
り
て
通
入
す
べ
き
路
な

り
。
）
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西
河
の
誕
生
は
、
陳
文
天
嘉
三
年
壬
午
に
在
す
。
す
な
わ
ち
仏
滅
後
一
千
五
百
十
一
年

に
あ
た
る
。
故
に
云
く
し
か
る
の
み
。

「
五
濁
」
等
と
は
、
具
さ
に
四
句
あ
り
。

[
406a

]

一
に
濁
に
し
て
末
に
あ
ら
ず
。
謂
く
、
釈
迦
仏
在
世
及
び
正
像
二
時
等
の
ご
と

し
。二

に
末
に
し
て
濁
に
あ
ら
ず
。
謂
く
、
舎
利
弗
成
仏
（
華
光
如
来
）

の
後
の
末
法
時
等

の
ご
と
し
。

三
に
末
に
あ
ら
ず
濁
に
あ
ら
ず
。
弥
勒
在
世
、
及
び
正
像
二
時
等
の
ご
と
し
。

四
に
ま
た
は
末
ま
た
は
濁
。
謂
く
、
今
時
等
の
ご
と
し
。

「
唯
有
」
等
と
は
、
唯
の
言
に
簡
持
・
決
定
・
顕
勝
の
三
義
あ
り
。
化
土
巻
本
に
云
く
、

聖
道
の
諸
教
は
在
世
・
正
法
の
た
め
に
し
て
、
ま
つ
た
く
像
末
・
法
滅
の
時
機
に

あ
ら
ず
。
す
で
に
時
を
失
し
機
に
乖
け
る
な
り
。
浄
土
真
宗
は
在
世
・
正
法
・
像
末

・
法
滅
、
濁
悪
の
群
萌
、
斉
し
く
悲
引
し
た
ま
ふ
を
や
。
（
※
真
聖
全
二
・
◆
）

和
讃
に
云
々
（
正
像
末
の
三
時
に
は
等
）
。

「
可
通
入
」
と
は
、
「
通
」
は
す
な
わ
ち
初
に
約
す
。
「
入
」
は
い
ま
し
終
に
約
す
。

も
し
吉
水
に
依
ら
ば
、
広
遠
の
二
義
を
立
つ
。
『
和
語
灯
』
一
（
十
七
）

に
云
々
（
道
綽
は

「
唯
浄
土
の
一
門
の
み
あ
り
て
通
入
す
べ
き
路
な
り
」
と
釈
し
た
ま
へ
り
。
通
じ
て
入
る
べ
し

と
云
う
に
つ
き
て
、
私
に
こ
こ
ろ
う
る
に
、
二
の
こ
こ
ろ
あ
る
べ
し
。
広
く
通
ず
と
い
う
は
、

五
逆
の
罪
人
を
あ
げ
て
な
お
往
生
の
機
に
収
む
。
（
乃
至
）

遠
く
通
ず
と
い
う
は
、
末
法
万
年
の

後
、
法
滅
百
歳
ま
で
、
こ
の
教
と
ど
ま
り
て
、
そ
の
と
き
に
聞
き
て
一
念
す
る
。
皆
往
生
す
と

い
え
り
等
）
。

こ
れ
自
ず
か
ら
旨
あ
り
。
広
通
は
機
劣
に
約
す
。
遠
通
は
時
降
に
約
す
。
上
の
二
由
と

あ
い
映
顕
す
る
の
み
。

二
に
引
証
。

是
故
大
経
止

不
取
正
覚

（
こ
の
ゆ
ゑ
に
『
大
経
』
に
の
た
ま
は
く
、
〈
も
し
衆
生
あ
り
て
た
と
ひ
一
生
悪
を
造
れ
ど
も
、

命
終
の
時
に
臨
み
て
、
十
念
相
続
し
て
わ
が
名
字
を
称
せ
ん
に
、
も
し
生
ぜ
ず
と
い
は
ば
、
正
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覚
を
取
ら
じ
〉
と
。
）

「
大
経
」
と
は
す
な
わ
ち
こ
れ
第
十
八
願
文
な
り
。

「
若
有
」
等
と
は
、
十
方
衆
生
な
り
。

「
縦
令
」
と
は
、
与
（
※
順
接
仮
定
条
件
の
意
味
か
）
に
し
て
こ
れ
を
言
う
。

「
一
生
」
等
と
は
、
下
々
品
に
合
す
る
な
り
。
『
論
註
』
は
「
普
共
」
の
言
を
釈
し
、

併
せ
て
願
文
及
び
下
々
品
の
文
を
引
く
。
け
だ
し
今
は
か
の
釈
を
本
と
す
る
な
り
。
い
わ

ゆ
る
大
経
は
法
を
顕
す
。
観
経
は
機
を
顕
す
も
の
な
り
。

[
406b

]

「
臨
命
」
等
と
は
、
ま
た
こ
れ
下
々
品
の
意
な
り
。
い
わ
く
逆
悪
苦
逼
の
劣
機

の
極
み
な
り
。

「
十
念
」
等
と
は
、
鸞
師
は
大
経
に
依
り
て
信
心
を
主
と
す
る
故
に
、
信
方
便
易
行
を

云
う
。
綽
導
の
二
師
は
観
経
に
依
り
て
念
仏
を
主
と
す
る
故
に
、
願
文
を
引
き
て
並
べ
て

称
我
名
字
を
云
う
。
施
設
は
異
な
る
と
い
え
ど
も
別
途
な
し
。
信
行
互
具
故
に
。
こ
の
称

名
は
無
上
信
心
を
依
止
し
て
生
ず
る
な
り
。
も
と
よ
り
（
※
原
文
は
「
固
矣
」
）
、
無
明
猶

在
の
類
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

問
う
。
経
に
「
具
足
」
と
云
う
。
今
は
「
相
続
」
と
云
う
。
頭
数
に
拘
（
※
こ
だ
わ
）

る
に
似
た
る
が
い
か
ん
。
（
※
論
註
八
番
問
答
の
第
八
問
答
参
照
）

答
う
。
頭
数
に
拘
る
に
あ
ら
ず
。
集
の
上
（
三
十
七
）
に
云
く
、

十
念
相
続
と
い
ふ
は
、
こ
れ
聖
者
の
一
の
数
の
名
な
る
の
み
。
た
だ
よ
く
念
を
積
み

（
常
能
念
仏
）
思
を
凝
ら
し
て
（
係
意
）

他
事
を
縁
ぜ
ざ
れ
ば
（
専
精
）

業
道
を
し
て

成
弁
せ
し
め
て
す
な
は
ち
罷
み
ぬ
。
用
ゐ
ざ
れ
。
ま
た
い
ま
だ
労
は
し
く
こ
れ
が
頭

数
を
記
せ
ず
。

文
意
を
見
る
べ
し
。

「
若
不
」
等
と
は
、
余
願
の
な
き
所
、
二
利
円
満
機
法
一
体
の
旨
、
こ
こ
に
在
り
し
。

三
に
応
不
を
勤
励
す
る
三
。
初
に
総
。
二
に
別
。
三
に
結
。
今
は
初
。

又
復
一
切
止

都
不
自
量

（
ま
た
一
切
衆
生
は
す
べ
て
み
づ
か
ら
量
ら
ず
。
）
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浄
門
の
教
義
、
か
な
ら
ず
信
機
あ
り
。
故
に
云
く
し
か
る
の
み
。
高
祖
は
し
ば
し
ば
（
※

原
本
：
数
）
「
思
量
己
能
（
※
「
お
の
れ
が
能
を
思
量
せ
よ
」
。
信
巻
の
『
礼
讃
』
前
序
の
宗

祖
よ
み
）
」
と
言
う
。
ま
た
こ
の
謂
な
り
。

二
に
別
に
二
。
初
に
聖
道
の
不
堪
相
。
二
に
浄
土
の
応
機
相
。
初
に
聖
道
の
不
堪
相

に
四
。
初
に
遇
大
機
。
二
に
遇
小
機
。
三
に
世
善
機
。
四
に
造
悪
機
。
今
は
初
。

若
拠
大
乗
止

曾
未
措
心

（
も
し
大
乗
に
よ
ら
ば
、
真
如
実
相
第
一
義
空
、
か
つ
て
い
ま
だ
心
を
措
か
ず
。
）

こ
れ
は
上
三
品
の
機
を
挙
ぐ
る
な
り
。

「
真
如
」
等
が
八
字
、
『
観
仏
三
昧
経
』
に
出
づ
（
安
楽
集
に
引
く
。
行
巻
ま
た
転
引
す
）
。

[
407a

]

文
に
云
く
、
「
仏
地
の
果
徳
」
等
と
。

「
真
如
」
は
真
は
謂
く
真
実
。
如
は
謂
く
如
常
。
仏
に
在
り
て
変
ら
ず
。
生
に
在
り
て

縁
に
随
う
。
不
増
不
減
自
性
清
浄
者
な
り
。
『
起
信
』
等
の
ご
と
し
。

「
実
相
」
は
無
相
に
し
て
相
な
る
が
故
に
実
相
と
云
う
。
無
相
故
に
相
な
ら
ざ
る
こ
と

な
し
。
し
こ
う
し
て
相
故
に
能
相
な
し
。
能
相
な
き
が
故
に
諸
相
宛
然
す
。
相
な
ら
ざ
る

こ
と
な
き
が
故
に
諸
相
寂
滅
。
永
く
思
議
の
表
を
出
づ
る
者
な
り
。
『
義
章
』
等
の
ご
と

し
。「

第
一
」
等
と
は
、
真
空
妙
有
。
有
を
出
だ
し
て
有
な
る
も
の
な
り
。
『
玄
論
』
等
の

ご
と
し
。

「
曾
未
」
等
と
は
、
い
わ
ゆ
る
解
微
な
る
も
の
な
り
。

二
に
遇
小
機

若
論
小
乗
止

未
有
其
分

（
も
し
小
乗
を
論
ぜ
ば
、
見
諦
修
道
に
修
入
し
、
乃
至
、
那
含
・
羅
漢
、
五
下
を
断
じ
五
上

を
除
く
こ
と
、
道
俗
を
問
ふ
こ
と
な
く
、
い
ま
だ
そ
の
分
あ
ら
ず
。
）

こ
れ
は
中
上
・
中
中
の
二
品
の
機
を
挙
ぐ
る
な
り
。

「
見
諦
」
等
と
は
、
三
道
の
中
に
就
く
。
無
学
道
を
略
す
。
謂
く
五
停
、
総
別
の
念
処
、

四
善
根
、
資
糧
加
行
と
な
す
。
初
果
の
入
心
こ
れ
を
見
諦
と
謂
う
。
初
果
の
住
心
、
第
四
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果
向
に
至
り
て
こ
れ
を
修
道
と
謂
う
。
第
四
果
こ
れ
を
無
学
と
謂
う
。
今
初
の
二
を
挙
げ
、

し
か
し
て
後
の
一
を
略
す
。

「
那
含
」
は
、
五
那
含
の
第
三
果
な
り
。

「
羅
漢
」
は
、
す
な
わ
ち
第
四
果
な
り
。
今
後
の
二
を
挙
げ
て
、
し
か
し
て
前
の
二
を

略
す
。

「
五
下
」
と
は
、
つ
ぶ
さ
に
五
下
分
結
と
云
う
。
一
に
身
見
（
執
我
我
所
）
、
二
に
戒

禁
取
（
非
因
計
因
）
、
三
に
疑
、
四
に
貪
、
五
に
瞋
。
こ
の
中
貪
瞋
の
二
惑
、
正
し
く
欲

界
に
生
ず
。
よ
し
ん
ば
（
※
原
本
：
縦
）

貪
瞋
を
断
じ
て
よ
く
上
界
に
生
ず
れ
ど
も
、
身

等
の
三
惑
に
て
ま
た
欲
界
に
還
え
る
。
那
含
の
聖
者
、
五
下
皆
断
ず
。
故
に
不
還
と
云
う
。

「
五
上
」
と
は
つ
ぶ
さ
に
五
上
分
結
と
云
う
。
一
に
色
貪
、
二
に
無
色
貪
、
三
に
色
無

色
掉
挙
（
謂
く
障
禅
定
な
り
）
、
四
に
色
無
色
慢
、
五
に
色
無
色
無
明
。
こ
の
五
よ
く
上
二

界
に
生
ず
る
故
に
、
羅
漢
聖
者
、
五
上
皆
除
く
。
故
に
無
学
と
云
う
。
『
義
章
』
第
十
五

等
の
ご
と
し
。

「
無
間
」
等
と
は
ま
た
こ
れ
解
微
相
な
り
。

三
に
世
善
機

縦
有
人
天
止

持
得
者
甚
稀

（
た
と
ひ
人
天
の
果
報
あ
れ
ど
も
、
み
な
五
戒
・
十
善
の
た
め
に
よ
く
こ
の
報
を
招
く
。
し

か
る
を
持
得
す
る
も
の
は
、
は
な
は
だ
希
な
り
。
）

こ
れ
中
下
品
の
機
を
挙
ぐ
る
な
り
。

「
五
戒
」
と
は
、
一
に
不
殺
、
二
に
不
盗
、
三
に
不
邪
婬
、
四
に
不
妄
語
、
五
に
不
飲

酒
。
前
の
四
は
性
罪
、
後
の
一
は
遮
罪
。
ま
た
前
の
四
は
戒
体
、
後
の
一
は
能
護
。
『
義

章
』
十
二
の
ご
と
し
。

「
十
善
」
を
釈
せ
ば
、
十
悪
の
反
。
ま
た
『
義
章
』
の
ご
と
し
。

「
然
持
」
已
下
は
、
目
に
触
る
る
に
み
な
こ
れ
な
り
（
※
眼
前
の
事
実
で
あ
る
）
。

四
に
遇
悪
機

若
論
起
悪
止

暴
風
駛
雨

（
も
し
起
悪
造
罪
を
論
ぜ
ば
、
な
ん
ぞ
暴
き
風
駛
き
雨
に
異
な
ら
ん
。
）



*1

「
選
択
本
願
は
浄
土
真
宗
な
り
、
定
散
二
善
は
方
便
仮
門
な
り
。
」
（
註
釈
版

737

頁
）
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こ
れ
下
三
品
の
機
を
挙
ぐ
る
な
り
。

「
起
悪
」
は
惑
障
。
「
造
罪
」
は
業
障
。

「
風
」
は
色
質
な
き
が
故
に
、
煩
悩
の
内
に
あ
る
を
比
す
。

「
雨
」
は
形
相
あ
る
が
故
に
、
業
道
の
外
に
あ
る
を
況
す
。

「
暴
」
は
猛
な
り
、
急
な
り
。
『
爾
雅
』
（
釈
天
）
に
云
く
、
「
日
出
而
風
為
暴
（
日
出

で
て
風
暴
た
り
）
」
。

「
駛
」
は
馬
の
行
疾
な
り
。
あ
る
い
は
（
決
疑
）
起
悪
を
雨
に
喩
え
、
造
罪
を
風
に
喩

う
は
穏
や
か
な
ら
ず
。
ま
た
（
聞
香
）
風
の
字
を
解
し
て
八
風
と
な
す
は
非
な
り
。
八
風

は
こ
れ
動
縁
。
心
動
に
あ
ら
ざ
る
故
に
。

上
来
四
科
は
九
品
の
機
を
摂
す
。
も
っ
て
聖
道
の
不
堪
相
を
示
す
。
原
そ
れ
（
※
利
益

も
と

章[
1-952

]

）
『
観
経
』
は
浄
土
初
門
の
者
な
り
。
定
善
を
も
っ
て
一
代
観
行
の
機
を
摂
す
。

こ
と

散
善
を
も
っ
て
一
代
福
行
の
機
を
摂
す
。
上
の
機
は
観
と
な
す
。
下
の
機
は
福
と
な
す
。

な
ら
び
に
こ
れ
修
諸
功
徳
の
中
の
差
別
な
り
。
外
に
「
聖
道
万
行
」
（
※
道
綽
讃
）

と
い

い
、
内
に
方
便
仮
門
（
※
ご
消
息

*1

）

と
い
う
。
今
は
す
な
わ
ち
対
外
ゆ
え
に
、
二
門
章
を

起
す
。
次
に
す
な
わ
ち
対
内
ゆ
え
に
、
二
行
章
来
る
。
今
ま
さ
に
か
の
不
堪
相
を
顕
示
せ

ん
と
す
。
故
に
具
さ
に
九
品
を
歴
て
こ
れ
を
諭
す
の
み
。

二
に
浄
土
の
応
機
相

是
以
諸
仏
止

定
得
往
生

（
こ
こ
を
も
つ
て
諸
仏
の
大
慈
、
勧
め
て
浄
土
に
帰
せ
し
め
た
ま
ふ
。
た
と
ひ
一
形
悪
を
造

れ
ど
も
、
た
だ
よ
く
意
を
繋
け
て
専
精
に
つ
ね
に
よ
く
念
仏
せ
ば
、
一
切
の
諸
障
自
然
に
消
除

し
て
、
さ
だ
め
て
往
生
す
る
こ
と
を
得
。
）

「
是
以
」
と
は
上
を
承
け
る
の
辞
な
り
。

「
諸
仏
」
は
弥
陀
経
に
よ
る
。
三
経
鼎
峙
す
。
上
（
※
先
ほ
ど
）

は
大
経[

※
の
願
文]

て

い

じ

を
挙
ぐ
。
こ
れ
は
こ
れ
法
実
に
し
て
観
経
を
合
す
。
す
な
わ
ち
こ
れ
機
実
。
喚
遣
具
足
す
。

今
は
小
経
を
挙
げ
、
も
っ
て
証
誠
の
大
悲
を
示
す
は
、
機
法
を
合
説
す
。
証
誠
護
念
の
悲

極
ゆ
え
に
。



- 27 -

「
勧
帰
」
等
と
は
、
一
代
の
終
帰
の
者
な
り
。
讃
に
「
世
尊
説
法
時
将
了
（
※
世
尊
法

こ
と

を
説
き
た
ま
ふ
こ
と
、
時
ま
さ
に
了
お
わ
り
な
ん
と
し
て
、
慇
懃
に
弥
陀
の
名
み
な
を
附
属
し

た
ま
ふ
。
五
濁
増
の
時
は
多
く
疑
謗
し
、
道
俗
あ
ひ
嫌
ひ
て
聞
く
こ
と
を
用
ゐ
ず
。
『
法
事
讃
』

よ
り
。
『
報
恩
講
私
記
』
に
も
引
用
さ
れ
る
）
」
と
云
う
が
故
に
。

「
縦
使
」
等
と
は
、
上
の
「
縦
令
」
等
（
※
）
の
意
を
承
く
。
こ
れ
信
機
の
相
な
り
。

「
但
能
」
等
と
は
、
上
の
十
念
誓
意
を
承
く
。
こ
れ
信
法
の
相
な
り
。
い
わ
ゆ
る
「
顕

大
聖
興
世
正
意
」
は
信
法
、
「
明
如
来
本
誓
応
機
」
は
信
機
。
列
祖
の
同
軌
・
同
承
の
心

印
。
た
だ
こ
こ
に
在
る
か
。

「
縦
使
」
と
は
造
罪
の
多
少
を
論
ぜ
ざ
る
な
り
。

「
一
形
」
と
は
一
相
続
身
。

「
造
悪
」
と
は
、
二
河
各
お
の
長
さ
百
歩
の
者
な
り
。

こ
と

「
但
」
と
は
、
余
行
な
き
を
顕
す
。

「
能
」
と
は
、
不
堪
に
対
す
る
な
り
。

「
繋
意
」
と
は
、
心
を
願
心
に
繋
け
る
な
り
。
す
な
わ
ち
淳
心
。

「
専
精
」
と
は
、
専
は
一
な
り
。
純
に
至
り
て
精
と
曰
い
、
す
な
わ
ち
一
心
。

「
常
能
」
等
と
は
、
念
報
の
相
続
。
す
な
わ
ち
相
続
心
。
時
に
前
後
な
く
、
初
後
不
二

ゆ
え
に
。

「
一
切
」
等
と
は
、
惑
障
・
業
障
。
そ
の
数
一
に
あ
ら
ず
。

「
自
然
」
等
と
は
、
任
運
に
し
て
得
る
。
機
の
計
を
加
え
ざ
る
が
故
に
。
和
讃
に
（
云

々
）
。
（
軌
に
和
讃
を
釈
し
て
云
々
は
是
な
ら
ず
）
。
『
論
註
』
云
く
、
「
か
の
無
礙
光
如
来

の
名
号
は
、
よ
く
衆
生
の
一
切
の
無
明
の
闇
（
※
原
本
：
一
切
の
無
明
）

を
破
し
」
と
は
、

惑
障
を
除
く
な
り
。
経
に
云
く
、
「
八
十
億
劫
の
生
死
の
罪
を
除
く
」
（
※
第
一
問
答
）

と

は
、
業
障
を
除
く
な
り
。
『
観
念
法
門
』
に
云
く
、
「
ま
た
横
死
（
原
本
：
ま
た
横
病
、
横

死
、
横
に
）
厄
難
あ
る
こ
と
な
く
、
一
切
の
災
障
自
然
に
消
散
す
。
」
（
※
護
念
縁
）
と
は
、

報
障
を
除
く
な
り
。

「
定
得
」
等
と
は
、
上
の
「
若
不
」
等
の
意
を
承
く
。
上
は
す
な
わ
ち
弥
陀
の
招
喚
な

り
。
今
す
な
わ
ち
諸
仏
の
讃
勧
な
り
。
釈
迦
の
発
遣
の
理
在
知
る
べ
し
。

三
に
結

何
不
思
量
都
無
去
心
也

（
な
ん
ぞ
思
量
せ
ず
し
て
す
べ
て
去
く
心
な
き
や
」
と
。
）
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「
何
不
」
と
は
、
上
の
「
都
不
自
量
（
す
べ
て
み
づ
か
ら
量
ら
ず
）
」
を
承
く
。

「
去
」
と
は
、
来
と
同
じ
。
談
ず
る
に
左
右
あ
る
の
み
。
彼
よ
り
此
に
言
う
は
す
な
わ

ち
直
ち
に
来
と
曰
う
。
此
よ
り
之
を
言
え
ば
す
な
わ
ち
「
去
心
」
と
曰
う
。
『
銘
文
』
に

云
々
（
娑
婆
を
た
ち
さ
り
て
浄
土
へ
ゆ
く
な
り
等
）
（
※
註
釈
判

646

頁
）

三
に
私
釈
に
三
。
初
に
判
教
を
明
か
す
。
二
に
指
帰
を
明
か
す
。
三
に
血
脈
を
明
か

す
。
初
の
判
教
を
明
か
す
に
二
。
初
は
且
く
諸
宗
を
明
か
し
、
二
に
は
正
し
く
浄
土

を
明
か
す
。
初
は
且
く
諸
宗
を
明
か
す
に
二
。
初
は
標
。
二
は
釈
。
今
は
初

私
云
竊
計
止

随
宗
不
同

（
わ
た
く
し
に
い
は
く
、
ひ
そ
か
に
は
か
り
み
れ
ば
、
そ
れ
立
教
の
多
少
、
宗
に
随
ひ
て
不
同

な
り
。
）

『
釈
箋
』
一
の
一
（
初
）
に
云
く
、
「
他
と
共
せ
ざ
る
が
故
に
名
け
て
私
と
な
す
」
と
。
公
私
の
私
な

り
。
け
だ
し
謙
辞
の
み
。

「
竊
」
も
ま
た
私
な
り
。

「
計
」
と
は
較
な
り
。
今
ま
さ
に
教
え
を
判
ぜ
ん
に
、
ま
ず
他
例
を
挙
ぐ
。

凡
そ
分
教
開
宗
、
み
な
廃
立
あ
り
。
且
く
法
相
の
意
の
ご
と
し
。
有
空
を
廃
し
、
中
道
に
帰
す
べ
し
。

乃
至
真
言
。
顕
教
を
廃
し
密
教
に
帰
せ
し
め
ん
と
欲
す
。
諸
宗
み
な
し
か
り
。

今
『
集
』
も
ま
た
し
か
り
。
聖
道
を
廃
し
、
浄
土
に
帰
せ
し
め
ん
と
欲
す
。
私
釈
の
始
終
、
ま
っ
た
く

標
章
を
承
け
る
こ
と
な
り
。

二
に
釈
の
五
。
初
に
法
相
。
二
に
三
論
。
三
に
華
厳
。
四
に
天
台
。
五
に
真
言
。
今

は
初
。

且
如
有
相
止

有
空
中
是
也

（
し
ば
ら
く
有
相
宗
（
法
相
宗
）
の
ご
と
き
は
、
三
時
教
を
立
て
て
〔
釈
尊
の
〕
一
代
の
聖
教

を
判
ず
。
い
は
ゆ
る
有
・
空
・
中
こ
れ
な
り
。
）
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有
相
宗
と
は
、
す
な
わ
ち
法
相
宗
。
色
心
等
の
諸
法
に
お
い
て
、
種
々
相
を
建
立
す
る
故
に
。
こ
の
宗

の
所
依
は
、
深
密
等
の
経
。
瑜
伽
等
の
論
な
り
。

「
立
三
」
等
と
は
、
し
ば
ら
く
『
義
灯
』
に
依
る
。
初
に

云
く
、

「
初
は
外
道
の
法
有
我
無
に
対
す
。
次
に
小
乗
の
諸
法
皆
空
に
対
す
。
終
に
一
切
乗
の
機
に
対
す
る

が
故
に
、
唯
識
中
道
の
義
を
説
く
。
す
な
わ
ち
勝
義
諦
相
品
こ
れ
な
り
。
こ
れ
は
こ
れ
深
密
の
三
時

教
な
り
と
。
ま
た
『
枢
要
』
に
依
り
て
初
に

云
く
、
「
仏
は
涅
槃
語
（
当
に
一
百
年
）
、
か
の
大
天
に

よ
っ
て
部
に
執
じ
て
競
起
す
。
多
く
は
有
見
に
著
し
、
龍
猛
菩
薩
（
当
に
六
百
年
）
、
歡
喜
地
を
証

し
、
大
乗
の
無
相
空
教
を
採
集
す
。
『
中
論
』
等
を
造
る
。
真
要
を
究
暢
し
、
か
の
有
見
を
除
し
、

聖
提
婆
等
の
諸
大
論
師
、
『
百
論
』
等
を
造
し
、
大
義
を
弘
闡
す
。
こ
れ
に
よ
り
て
衆
生
、
復
た
空

見
に
著
す
。
無
著
菩
薩
、
ま
た
初
地
に
登
り
、
法
光
定
を
証
す
。
大
神
通
を
得
、
大
慈
尊
に
事
え
る
。

請
い
て
こ
の
論
を
説
く
」
等
と
。

こ
れ
は
こ
れ
瑜
伽
の
三
時
教
な
り
。
ま
た
述
記
の
序
に
云
く
、

「
誕
茲
融
識
。
秀
迹
伝
灯
。
孤
明
を
も
っ
て
倶
舎
を
晦
く
し
、
同
塵
を
示
し
て
有
を
説
く
。
慧
縛
を

も
っ
て
摂
論
を
解
し
、
縦
聖
に
し
て
談
空
を
表
す
。
（
乃
至
）
こ
の
頌
を
研
精
し
、
用
い
て
玄
極
を

表
す
る
」
等
と
。

こ
れ
は
こ
れ
唯
識
三
時
教
な
り
。
判
教
立
宗
は
『
義
林
章
』
の
ご
と
し
（
総
科
簡
章
）。

[409b
]

二
に
三
論
宗

如
無
相
宗
止

声
聞
蔵
是
也

（
無
相
宗
（
三
論
宗
）
の
ご
と
き
は
、
二
蔵
教
を
立
て
て
も
つ
て
一
代
の
聖
教
を
判
ず
。
い
は

ゆ
る
菩
薩
蔵
・
声
聞
蔵
こ
れ
な
り
。
）

無
相
宗
と
は
、
す
な
わ
ち
三
論
宗
。
諸
法
皆
空
を
も
っ
て
宗
と
な
す
故
に
。

こ
の
宗
の
所
依
は
『
般
若
』
等
の
経
、『
中
観
』
等
の
論
な
り
。

「
立
二
」
等
と
は
、
こ
の
宗
、
無
判
を
も
っ
て
判
と
な
す
。
す
で
に
無
判
を
も
っ
て
判
と
な
す
が
故
に
、
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往
い
て
判
ぜ
ざ
る
は
な
し
。
故
に
『
経
論
』
を
註
し
て
二
蔵
二
教
等
の
判
あ
り
。
蔵
教
の
判
、
も
と
よ
り

（
※
本
自
）
南
北
、
別
の
処
述
の
ご
と
し
。
西
河
の
「
然
南
」（
※
出
拠
不
明
）
ま
た
そ
の
遺
な
り
。
判

教
立
宗
は
「
教
迹
義
」
の
ご
と
し
（
玄
論
第
五
）（
※
吉
蔵
『
大
乗
玄
論
』
巻
五
「
教
迹
義
」
）。

三
に
華
厳
宗

如
華
厳
宗
止

円
教
是
也

（
華
厳
宗
の
ご
と
き
は
、
五
教
を
立
て
て
一
切
の
仏
教
を
摂
す
。
い
は
ゆ
る
小
乗
教
・
始
教
・

終
教
・
頓
教
・
円
教
こ
れ
な
り
。
）

華
厳
宗
と
は
、
所
依
を
も
っ
て
名
と
な
す
。
ま
た
法
界
宗
と
名
く
。
所
詮
を
も
っ
て
名
と
な
す
。

「
立
五
」
等
と
は
、
小
乗
三
乗
一
乗
、
三
乗
の
中
に
つ
い
て
、
前
二
は
漸
と
な
し
、
後
一
は
頓
と
な
す
。

前
二
の
中
に
つ
い
て
、
初
の
名
を
始
と
な
し
、
後
の
名
を
終
と
な
す
。
判
釈
の
精
、
台
と
並
び
馳
せ
る
。

広
く
『
探
玄
』
の
「
教
分
」
等
の
説
の
ご
と
し
。

四
に
法
華
宗

如
法
華
宗
止

醍
醐
是
也

（
法
華
宗
（
天
台
宗
）
の
ご
と
き
は
、
四
教
五
味
を
立
て
て
も
つ
て
一
切
仏
教
を
摂
す
。
「
四
教
」

と
い
ふ
は
、
い
は
ゆ
る
蔵
・
通
・
別
・
円
こ
れ
な
り
。
「
五
味
」
と
い
ふ
は
、
い
は
ゆ
る
乳
・
酪

・
生
・
熟
・
醍
醐
こ
れ
な
り
。
）

ま
た
所
依
を
も
っ
て
名
と
な
す
。
ま
た
天
台
宗
と
名
く
。
能
弘
を
も
っ
て
名
と
な
す
。

「
立
四
」
等
と
は
、
四
教
は
化
法
。
別
し
て
化
儀
あ
り
。
頓
漸
秘
不
定
な
り
。

「
五
味
」
と
は
す
な
わ
ち
化
儀
相
。

「
蔵
」
は
こ
れ
小
乗
。

「
通
」
は
こ
れ
三
乗
同
行
。

[ 410a]

「
別
」
は
こ
れ
独
り
菩
薩
教
。

「
円
」
は
こ
れ
仏
乗
。

「
乳
酪
」
等
と
は
、
具
さ
に
二
義
あ
り
（
謂
く
相
生
濃
談
な
り
）
。
一
に
能
被
の
説
相
に
約
し
、
二
に

所
被
の
徳
益
に
約
す
（
云
々
）。
玄
義
等
の
ご
と
し
。
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五
に
真
言
宗

如
真
言
宗
止

密
教
是
也

（
真
言
宗
の
ご
と
き
は
、
二
教
を
立
て
て
一
切
を
摂
す
。
い
は
ゆ
る
顕
教
・
密
教
こ
れ
な
り
。
）

真
言
宗
と
は
、『
大
日
経
疏
』
に
云
く
、「
梵
に
は
曼
荼
羅
と
曰
う
。
す
な
わ
ち
こ
れ
真
語
如
語
不
妄
不

異
の
音
」
と
。
所
詮
を
も
っ
て
名
と
な
す
。
ま
た
曰
く
、
曼
荼
羅
宗
と
。
す
な
わ
ち
梵
音
に
つ
く
な
り
。

「
立
二
」
等
と
は
、
二
教
論
に
云
く
、

「
そ
れ
仏
に
三
身
あ
り
。
教
は
す
な
わ
ち
二
種
。
應
化
開
設
す
。
名
け
て
顕
教
と
曰
う
。
言
顕
略
に
し
て

機
を
逗
ま
る
。
法
仏
の
談
話
こ
の
密
蔵
を
謂
う
。
言
は
秘
奥
の
実
説
な
り
。」

そ
の
顕
教
と
は
華
厳
法
華
等
の
経
な
り
。
そ
の
密
教
と
は
大
日
三
部
等
な
り
。
広
く
義
釈
の
二
教
論
等

の
ご
と
し
。

二
に
正
し
く
浄
土
を
明
か
す
に
三
。
初
は
略
し
て
判
教
を
明
か
す
。
二
は
よ
っ
て
宗

名
を
決
す
る
。
三
は
広
く
判
教
を
明
か
す
。
今
は
初
。

今
此
浄
土
止

土
門
是
也

（
い
ま
こ
の
浄
土
宗
は
、
も
し
道
綽
禅
師
の
意
に
よ
ら
ば
、
二
門
を
立
て
て
一
切
を
摂
す
。
い

は
ゆ
る
聖
道
門
・
浄
土
門
こ
れ
な
り
。
）

文
意
は
見
る
べ
し
。

「
若
依
」
等
と
は
、
龍
樹
の
ご
と
く
難
易
二
道
を
判
ず
。
今
は
名
の
便
を
も
っ
て
道
綽
の
判
に
よ
る
。

故
に
「
若
」
等
と
云
う
。

問
曰
夫
立
止

不
足
疑
端

（
問
ひ
て
い
は
く
、
そ
れ
宗
の
名
を
立
つ
る
こ
と
は
、
本
、
華
厳
・
天
台
等
の
八
宗
・
九
宗
に

あ
り
。
い
ま
だ
浄
土
の
家
に
お
い
て
そ
の
宗
の
名
を
立
つ
る
こ
と
を
聞
か
ず
。
し
か
る
を
い
ま

浄
土
宗
と
号
す
る
、
な
ん
の
証
拠
か
あ
る
や
。
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答
へ
て
い
は
く
、
浄
土
宗
の
名
、
そ
の
証
一
に
あ
ら
ず
。
元
暁
の
『
遊
心
安
楽
道
』
に
い
は

く
、
「
浄
土
宗
の
意
、
本
凡
夫
の
た
め
な
り
、
兼
ね
て
は
聖
人
の
た
め
な
り
」
と
。
ま
た
慈
恩
（
窺

基
）
の
『
西
方
要
決
』
に
い
は
く
、
「
こ
の
一
宗
に
よ
る
」
と
。
ま
た
迦
才
の
『
浄
土
論
』
に
い

は
く
、
「
こ
の
一
宗
ひ
そ
か
に
要
路
た
り
」
と
。
そ
の
証
か
く
の
ご
と
し
。
疑
端
に
足
ら
ず
。
）

「
八
宗
九
宗
」
等
と
は
、
『
三
国
仏
法
伝
通
縁
起
』
（
東
大
寺
凝
然
作
）
の
下
に
云
く
、
「
上
来
、
略
し

て
八
宗
所
伝
の
縁
起
を
陳
ぶ[410b

]

（
一
に
三
論
宗
。
二
に
法
相
宗
。
三
に
華
厳
宗
。
四
に
倶
舎
宗
。

五
に
成
実
宗
。
六
に
律
宗
。
七
に
天
台
宗
。
八
に
真
言
宗
）。
し
か
る
に
震
旦
の
国
は
禅
法
を
弘
通
す
。

こ
れ
達
磨
大
師
所
伝
の
宗
旨
な
り
。（
乃
至
）
近
代
源
空
上
人
已
後
、
浄
土
宗
を
立
て
、
世
間
を
弘
通
す
。

空
公
の
門
人
、
各
お
の
徒
属
を
立
つ
。
義
途
極
め
て
多
し
。（
乃
至
）
も
し
こ
の
二
を
加
わ
ば
、
こ
れ
を

十
宗
と
す
べ
し
。」
と
。

『
和
語
灯
』
四
（
二
十
一
）
の
十
二
問
答
に
（
云
々
）

（
問
い
て
云
く
、
八
宗
九
宗
の
外
に
浄
土
宗
を
立
る
事
。
自
由
（
※
じ
ゆ

勝
手
気
ま
ま
の
意
か
）
の

条
か
な
と
、
余
宗
の
人
申
候
を
ば
、
い
か
ん
が
（
※
省
略
：
申
し
）
候
べ
き
。
答
。
宗
の
名
を
立
る

事
は
、
仏
の
説
に
あ
ら
ず
、
自
ら
心
ざ
す
と
こ
ろ
の
経
教
に
つ
い
て
教
る
義
を
さ
と
り
極
め
て
、
宗

の
名
を
ば
判
ず
る
事
な
り
。
諸
宗
の
な
ら
い
皆
も
て
か
く
の
ご
と
し
。
い
ま
浄
土
宗
の
名
を
た
つ
る

事
は
、
浄
土
の
正
依
の
経
に
つ
き
て
、
往
生
極
楽
の
義
を
さ
と
り
き
わ
め
て
御
座
（
※
お
は
し
ま
）

す
先
達
の
、
宗
の
名
を
ば
て
た
ま
へ
る
な
り
。
宗
の
お
こ
り
を
し
ら
ざ
る
も
の
の
、
左
様
の
事
を
ば

申
候
な
り
。）（
浄
真
全
六
・
五
六
一
、
第
一
問
答
）。

『
法
要
十
三
』（
十
四
）
の
『
破
邪
顕
正
鈔
』
に
（
云
々
）。

（
一
。
念
仏
は
天
台
・
法
相
等
の
八
宗
の
う
ち
に
あ
ら
ず
、
浄
土
宗
と
号
し
て
宗
の
名
を
た
つ
る
こ

と
自
由
た
る
よ
し
の
事
。

こ
の
条
も
と
よ
り
宗
の
名
を
た
つ
る
こ
と
は
、
仏
説
に
あ
ら
ず
。
滅
後
の
人
師
こ
こ
ろ
ざ
す
と
こ

ろ
の
経
論
に
つ
い
て
そ
の
名
を
た
つ
る
と
こ
ろ
な
り
。
い
ま
世
間
に
流
布
す
る
と
こ
ろ
の
八
宗
と
い

ふ
は
、
真
言
・
天
台
・
華
厳
・
三
論
・
法
相
・
律
宗
・
倶
舎
・
成
実
な
り
。
こ
れ
す
な
は
ち
聖
武
天

皇
の
勅
願
と
し
て
東
大
寺
を
た
て
ら
れ
し
と
き
、
こ
の
寺
に
は
八
宗
を
兼
学
す
べ
き
よ
し
さ
だ
め
を

か
れ
し
よ
り
こ
の
か
た
、
八
宗
の
号
あ
り
。
（
乃
至
）
し
か
り
と
い
ひ
て
、
こ
の
八
宗
の[411a ]

ほ

か
に
宗
な
き
に
は
あ
ら
ず
。
す
な
は
ち
か
の
仏
心
宗
も
そ
の
と
き
わ
が
朝
に
わ
た
ら
ざ
る
ゆ
へ
に
八
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宗
に
い
ら
ず
。
（
乃
至
）
ひ
と
こ
れ
を
よ
び
く
は
ふ
る
と
き
九
宗
と
称
す
。
浄
土
宗
を
く
は
へ
ん
と

き
十
宗
と
号
せ
ん
こ
と
、
ま
た
な
に
の
さ
ま
た
げ
か
あ
ら
ん
等
）。
（
真
聖
全
三
・
一
六
一
）

『
笑
螂
譬
』（
※
法
霖
著
）
上
之
下
（
十
三
丁
）
に
云
く
、

「
釈
書
（
二
十
七
）
に
諸
宗
の
志
は
浄
土
宗
を
も
っ
て
同
じ
く
倶
舎
・
成
実
を
例
と
し
て
寓
宗
と
な

す
。
こ
の
国
の
付
庸
に
譬
（
※
さ
と
）
す
。
あ
あ
戻
（
※
さ
だ
）
ま
れ
る
か
な
（
※
安
ら
か
だ
な
あ
。

参
照
「
優
哉
柔
哉
、
亦
是
戻
矣
」
。「
韓
詩
外
伝
」
巻
八
第
二
十
五
章
）
。

超
勝
独
妙
の
一
宗
、
あ
に
他
の
幕
下
に
付
庸
せ
ん
か
な
。
漢
の
高
祖
の
ご
と
き
は
、
始
め
す
な
わ

ち
咸
陽
に
徭
役
（
※
よ
う
え
き

賦
役
）
し
て
関
中
の
王
と
な
り
、
終
に
は
す
な
わ
ち
四
海
を
平
定

う
。
諸
侯
推
尊
し
皇
帝
の
位
に
即
く
。

今
ま
た
し
か
り
。
念
仏
の
一
門
、
し
ば
ら
く
上
世
に
あ
り
て
縦
ん
ば
（
※
仮
に
）
寓
宗
に
似
れ
ど

も
、
末
代
の
今
、
大
東
に
弥
ね
く
布
か
れ
、
緇
素
貴
賤
の
帰
者
は
十
に
し
て
八
九
あ
り
。
い
わ
ん
や

ま
た
経
道
滅
尽
の
後
を
や
。（
乃
至
）
本
藩
と
云
う
か
。
付
庸
と
云
う
か
。

大
い
な
る
か
な
浄
土
真
宗
。
昔
日
の
大
師
の
遭
難
の
日
、
門
人
（
西
河
（
※
注
に
「
誤
り
…
…
私
に
云

く
西
阿
か
）
）
諫
め
て
曰
く
、
そ
れ
難
来
る
な
り
。
た
だ
浄
土
の
一
宗
を
別
立
せ
ん
に
よ
る
。
願
わ
く

は
師
よ
、
少
し
く
老
身
の
労
を
保
ち
、
し
か
し
て
し
ば
ら
く
小
子
の
愁
を
悲
愍
せ
よ
。
権
に
（
※
？

か
り
に
）
恵
心
院
の
遺
風
に
順
じ
て
、
身
を
台
宗
に
在
し
、
も
っ
て
念
仏
を
弘
め
、
こ
の
難
を
な

く
す
べ
し
。
大
師
色
を
作
し
て
呵
（
※
し
か
）
り
て
曰
く
、
「
小
子
何
を
か
言
わ
ん
。
も
し
天
台
に

依
ら
ば
土
を
判
じ
て
甚
だ
卑
し
（
『
浄
名
疏
』
一
に
云
く
、
同
居
浄
土
と
は
、
無
量
寿
国
に
等
し
）。

も
し
法
相
に
依
ら
ば
土
を
判
じ
て
高
と
い
え
ど
も
、
地
上
の
聖
に
あ
ら
ず
、
す
な
わ
ち
入
る
こ
と
あ

た
わ
ず
（
仏
土
義
林
に
云
く
、
西
方
は
他
受
用
報
土
に
等
し
）
。
こ
の
故
に
我
れ
善
導
の
釈
義
に
依

り
て
浄
土
一
宗
を
建
立
す
。
も
っ
て
凡
夫
入
報
の
義
を
顕
す
な
り
。
道
に
し
て[411b

]

行
く
べ
し
。

た
と
い
身
は
車
礫
を
被
れ
ど
も
何
ぞ
痛
み
こ
れ
あ
ら
ん
」
と
。
門
人
感
泣
し
て
ま
た
言
を
あ
た
わ
ず
。

従
上
諸
文
（
※
上
の
諸
文
に
従
う
）
。
も
っ
て
併
せ
て
今
の
意
を
解
す
べ
き
の
み
。

「
元
暁
」
と
は
、
華
厳
の
宗
師
な
り
。
伝
は
『
宋
僧
伝
』
第
四
（
十
七
紙
）
に
載
す
る
が
ご
と
し
。

『
遊
心
安
楽
道
』
の
文
は
十
四
紙
に
出
づ
。

「
慈
恩
」
と
は
、
法
相
の
宗
師
な
り
。
伝
は
『
宋
僧
』
の
第
四
（
初
）
に
載
す
る
が
ご
と
し
。

『
西
方
要
決
』
の
文
は
二
十
四
の
紙
に
出
づ
。

「
迦
才
」
と
は
、
伝
記
に
載
な
し
。
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『
浄
土
論
』
の
文
は
上
の
十
三
紙
に
出
づ
。

諸
本
み
な
理
ま
し
ま
す
。
た
だ
『
要
決
』
は
信
じ
難
し
。
し
か
れ
ば
慈
の
蔵
目
録
に
（
云
々
）
。
け
だ

し
こ
の
説
に
依
る
な
り
。

按
ず
る
に
『
漢
語
灯
』
七
の
八
紙
、
逆
修
説
法
、
そ
の
宗
名
を
証
す
る
（
※
『
浄
真
全
』
六
・
一
二
三
）
。

さ
ら
に
「
真
宗
遇
い
が
た
し
」
の
文
を
引
く
。
今
他
に
対
し
て
証
拠
を
的
出
せ
ん
と
欲
す
。
故
に
た
だ
他

師
を
引
く
の
み
。

三
に
広
く
判
教
を
明
か
す
に
二
。
初
は
他
を
簡
ぶ
。
二
は
正
し
く
明
か
す
。
今
は
初
。

但
諸
宗
立
教
正
非
今
意

（
た
だ
し
諸
宗
の
立
教
は
、
ま
さ
し
く
い
ま
の
意
に
あ
ら
ず
。
）

文
意
見
る
べ
し
。

二
に
正
し
く
明
か
す
に
二
。
初
は
標
。
二
は
釈
。
今
は
初
。

且
就
浄
土
止

浄
土
門

（
た
だ
し
諸
宗
の
立
教
は
、
ま
さ
し
く
い
ま
の
意
に
あ
ら
ず
。
し
ば
ら
く
浄
土
宗
に
つ
き
て
略
し
て
二
門
を
明
か

さ
ば
、
一
に
は
聖
道
門
、
二
に
は
浄
土
門
な
り
。）

文
意
見
る
べ
し
。

二
に
釈
に
二
。
初
は
聖
道
。
二
は
浄
土
。
初
の
聖
道
に
二
。
初
は
別
顕
。
二
は
総
示
。
今
は
初
。

初
聖
道
門
者
止

律
宗
而
已

（
初
め
の
聖
道
門
と
は
、
こ
れ
に
つ
き
て
二
あ
り
。
一
は
大
乗
、
二
は
小
乗
な
り
。
大
乗
の
な
か
に
つ
き
て
顕
密

・
権
実
等
の
不
同
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
い
ま
こ
の
『
集
』（
安
楽
集
）
の
意
、
た
だ
顕
大
お
よ
び
権
大
を
存
ず
。
ゆ

ゑ
に
歴
劫
迂
回
の
行
に
当
れ
り
。
こ
れ
に
准
じ
て
こ
れ
を
思
ふ
に
、
密
大
お
よ
び
実
大
を
存
ず
べ
し
。
し
か
れ
ば

す
な
は
ち
、
い
ま
真
言
・
仏
心
（
禅
宗
）・
天
台
・
華
厳
・
三
論
・
法
相
・
地
論
・
摂
論
、
こ
れ
ら
八
家
の
意
ま
さ

し
く
こ
れ
に
あ
り
、
知
る
べ
し
。
次
に
小
乗
と
は
、
す
べ
て
こ
れ
小
乗
の
経
・
律
・
論
の
な
か
に
明
か
す
と
こ
ろ
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の
声
聞
・
縁
覚
、
断
惑
証
理
・
入
聖
得
果
の
道
な
り
。
上
に
准
じ
て
こ
れ
を
思
へ
ば
、
ま
た
倶
舎
・
成
実
・
諸
部

の
律
宗
を
摂
す
べ
き
の
み
。）

「
二
者
小
乗
」
と
は
、
問
う
。
宗
（
※
集
？

安
楽
集
か
）

に
云
く
「
大
乗
の
聖
教
等

に
依
る
」
と
。
今
何
ぞ
小
乗
を
摂
す
る
や
。

答
う
。
今
は
集
の
意
に
依
り
、
総
じ
て
一
代
を
判
ず
。
こ
れ
は
こ
れ
元
祖
の
類
を
推
す

る
の
説
な
り
。
下
の
密
・
実
を
ま
た
意
を
失
す
る
な
り
。

「
就
大
」
等
と
は
、[

412a
]

顕
密
の
真
言
、
権
実
の
天
台
、
諸
宗
を
合
会
し
、
宗
意
を

准
釈
す
る
も
の
な
り
。
綽
公
の
在
世
、
密
教
は
い
ま
だ
至
ら
ず
。
そ
の
発
揮
す
る
と
こ
ろ

は
涅
槃
・
仏
性
に
し
て
顕
大
権
大
の
旨
を
過
ぎ
ず
。
『
集
』
上
（
三
十
八
）
に
云
く
、

「
仰
ぎ
て
お
も
ん
み
れ
ば
、
大
聖
三
車
を
も
つ
て
招
慰
し
、
し
ば
ら
く
羊
鹿
の
運
は
権
の
息
に
し
て

い
ま
だ
達
せ
ず
（
声
縁
二
乗
）
。
仏
、
邪
執
を
訶
し
（
二
乗
）
、
上
求
菩
提
を
彰
す
（
※
原
本
：
邪
宗

は
上
求
菩
提
を
障
ふ
と
訶
し
た
ま
ふ
）
。
た
と
ひ
後
に
回
向
す
る
も
、
な
ほ
迂
回
と
名
づ
く
。
も
し
た

だ
ち
に
大
車
に
挙
る
も
（
菩
薩
大
乗
）、
ま
た
こ
れ
一
途
な
り
。

三
車
の
宗
義
、
文
に
あ
り
て
見
る
べ
し
。

「
准
之
」
等
と
は
、
台
密
の
二
条
、
こ
れ
頓
に
し
て
漸
に
あ
ら
ず
。
こ
こ
を
も
っ
て
『
禿
鈔
』
判
じ
て

竪
超
と
な
す
。
法
は
こ
れ
頓
と
い
え
ど
も
、
機
に
被
り
て
漸
と
成
す
。
故
に
「
頓
中
の
漸
」
と
云
う
の
み
。

『
大
経
釈
』（
漢
語
灯
一
之
三
紙
）
に
云
く
、

「
天
台
真
言
は
皆
頓
敎
と
名
く
。
し
か
る
に
彼
は
断
惑
証
理
（
被
機
成
漸
）
故
に
、
な
お
こ
れ
漸
敎

な
り
。
未
斷
惑
凡
夫
の
直
ち
に
三
界
長
夜
を
出
過
す
る
こ
と
を
明
す
は
、
偏
へ
に
こ
の
敎
。
故
に
こ

の
教
を
も
っ
て
頓
中
の
頓
と
す
る
な
り
。
」（
参
照

浄
土
宗
全
書
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）

（
「
天
台
真
言
は
皆
頓
敎
と
名
く
と
い
え
ど
も
、
惑
を
断
ず
る
が
故
に
な
お
こ
れ
漸
敎
な
り
。
い
ま
だ
惑
を

断
ぜ
ず
に
三
界
の
長
夜
を
出
過
す
る
が
故
に
、
こ
の
教
を
も
っ
て
頓
中
の
頓
と
す
る
な
り
」
（
浄
真
全
六
・

二
八
〇
（
無
量
寿
経
釈
）
）
。）

「
然
則
」
等
と
は
、
「
仏
心
」
と
は
禅
宗
こ
れ
な
り
。
不
立
文
字
、
直
指
人
心
、
見
性
成
仏
、
故
に
仏

心
と
云
う
。
ま
た
禅
那
を
宗
と
な
す
故
に
禅
宗
と
云
う
。

『
宗
鏡
』
の
意
に
依
ら
ば
、
そ
の
宗
の
系
統
、
過
去
毘
婆
尸
仏
よ
り
七
伝
し
釈
尊
に
至
る
。
二
十
八
伝
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し
て
達
磨
に
至
る
。
も
っ
て
東
土
の
始
祖
と
な
し
、
六
伝
し
て
曹
溪
に
至
り
、
曹
溪
は
五
派
を
出
づ
。
第

一
の
雲
門
は
雪
竇
に
至
る
。
そ
の
道
大
弘
、
後
に
漸
く
微
々
。
第
二
は
偽
仰
（
※
潙
仰
か
）
の
父
子
、
道

徳
は
大
い
に
一
時
に
鳴
る
。
二
師
の
後
、
玄
音
響
を
絶
つ
。
第
三
の
法
眼
は
、
三
伝
し
て
永
明
に
至
る
。

そ
の
化
大
い
に
振
る
う
（
伝
説
と
し
て
高
麗
に
そ
の
道
流
行
す
）
。
第
四
の
臨
済
、
第
五
の
曹
洞
、
こ
の

二
派
の
子
孫
緬
緬
し
、
今
、
大
東
に
伝
わ
る
は
、
た
だ
こ
の
二
の
み
。

「
地
論
」
と
は
、『
十
地
論
』
に
依
り
て[ 412b

]

、
宗
を
立
つ
故
に
。
論
は
十
二
巻
。
天
親
菩
薩
の
造
。

菩
提
留
支
の
訳
。
華
厳
十
地
品
を
釈
す
。
合
水
寺
法
上
、
禅
定
寺
霊
粲
、
浄
影
寺
慧
遠
等
、
こ
の
宗
を
相

承
し
、
唐
に
及
ぶ
。
講
は
多
か
ら
ず
。
華
厳
宗
に
属
す
。

「
摂
論
」
と
は
、『
摂
大
乗
論
』
に
依
り
て
宗
を
立
つ
る
故
に
。
論
は
本
末
に
亘
り
、
四
代
の
訳
あ
り
。

合
し
て
四
十
八
巻
を
成
す
。
無
著
菩
薩
、
阿
毘
達
磨
経
中
の
摂
大
乗
品
を
釈
す
は
三
巻
（
真
諦
訳
三
巻
。

扇
多
訳
二
巻
、
玄
奘
訳
三
巻
）。
世
親
の
釈
論
は
十
巻
（
真
諦
訳
十
巻
、
笈
多
訳
十
巻
、
玄
奘
訳
十
巻
）。

無
性
の
釈
論
は
十
巻
（
玄
奘
訳
十
巻
）
。
真
諦
の
門
人
慧
曠
法
師
、
法
常
法
師
等
、
各
お
の
、
こ
の
論
を

講
ず
。
唐
に
及
び
法
相
宗
に
属
す
。
そ
の
余
五
宗
。
上
に
略
釈
す
る
が
ご
と
し
。

「
次
小
」
等
と
は
、
「
経
」
は
す
な
わ
ち
四
含
。
「
論
」
は
す
な
わ
ち
六
含
。
『
発
智
』
・
『
婆
娑
』
等
な

り
。

「
律
」
は
す
な
わ
ち
五
部
。
「
声
聞
・
縁
覚
」
と
は
、
利
鈍
を
別
と
な
す
。
九
同
二
異
、
別
所
の

図
の
ご
と
し
。
見
思
惑
を
断
じ
、
四
諦
の
理
を
証
す
。
賢
聖
修
入
す
。

「
亦
可
」
等
と
は
、
「
倶
舎
」
は
所
依
を
も
っ
て
宗
と
名
く
。
五
位
七
十
五
法
を
も
っ
て
一
切
の
色
心

の
諸
法
を
摂
し
、
毘
曇
を
祖
述
す
。
時
に
反
量
あ
り
、
□
（
※
注
に
は
「
私
云
恐
脱
す
る
は
「
詮
」
の
字
」）

有
門
に
在
す
。『
倶
舍
論
』
三
十
巻
、
世
親
造
あ
り
（
真
諦
訳
二
十
二
巻
、
玄
奘
訳
三
十
巻
）。
真
諦
訳
は

慧
愷
の
序
あ
り
。
玄
奘
訳
に
は
普
光
法
宝
神
泰
の
疏
あ
り
。
各
お
の
三
十
巻
。
円
暉
は
頌
疏
あ
り
。
恵
暉

遁
麟
さ
ら
に
こ
れ
を
註
す
。
枝
葉
蔓
延
し
、
法
相
宗
に
附
す
。

「
成
実
」
は
ま
た
所
依
を
も
っ
て
宗
を
名
く
。
四
位
八
十
四
法
を
も
っ
て
一
切
を
摂
す
。
詮
ず
る
に
空

門
に
在
す
。
『
成
実
論
』
二
十
巻
、
訶
梨
跋
摩
、
こ
れ
師
子
鎧
と
云
う
、
所
造
な
り
。
羅
什
の
訳
。
梁
代

に
盛
行
す
。
唐
に
及
び[ 413a

]

三
論
に
附
す
。

「
律
宗
」
は
ま
た
所
依
を
も
っ
て
宗
と
な
す
。
す
な
わ
ち
三
学
の
中
の
戒
な
り
。
防
非
止
悪
、
定
慧
相

藉
。
如
来
の
滅
後
、
五
伝
し
て
優
波
毱
多
に
至
る
。
五
弟
子
あ
り
、
各
お
の
親
し
く
一
見
し
、
律
を
五
部

に
分
つ
。
一
は
曇
無
徳
部
、
す
な
わ
ち
四
分
律
な
り
（
六
十
巻
。
仏
陀
耶
舎
、
竺
仏
念
と
共
に
訳
す
）
。

二
に
薩
婆
多
部
、
す
な
わ
ち
十
誦
律
な
り
（
五
十
八
巻
、
弗
若
多
羅
、
羅
什
の
共
訳
）。
三
に
迦
葉
遺
部
、

す
な
わ
ち
解
脱
律
な
り
（
三
十
巻
。
仏
陀
什
、
竺
道
生
の
共
訳
）
。
五
婆
蹉
富
羅
部
。
律
本
い
ま
だ
度
せ

ず
。
さ
ら
に
僧
祇
律
あ
り
（
四
十
巻
、
仏
駄
跋
陀
羅
、
法
顕
と
共
に
訳
す
）
。
合
し
て
六
部
と
な
す
。
前

の
五
は
こ
れ
別
、
僧
祇
は
こ
れ
総
な
り
。
十
誦
等
あ
り
と
い
え
ど
も
弘
行
せ
ず
、
た
だ
四
分
律
宗
の
三
家

あ
り
。
一
に
日
光
寺
礪
、
二
に
西
大
原
懐
素
、
三
に
終
南
山
道
宣
、
各
お
の
書
を
著
し
弘
伝
す
。
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問
う
。
梵
網
瓔
珞
等
の
経
、
大
乗
の
諸
律
あ
り
。
何
ぞ
小
乗
に
属
す
や
。

答
う
。
大
小
共
に
学
す
。
理
在
絶
言
。
今
は
家
の
成
す
に
約
す
の
み
。

問
う
。
南
山
は
す
で
に
分
通
大
乗
と
言
う
。
何
ぞ
偏
に
小
乗
に
属
す
や
。

答
う
。
小
乗
を
本
と
な
す
故
に
。

二
に
総
示

凡
此
聖
道
止

外
加
仏
乗

（
お
ほ
よ
そ
こ
の
聖
道
門
の
大
意
は
、
大
乗
お
よ
び
小
乗
を
論
ぜ
ず
。
こ
の
娑
婆
世
界
の
な
か
に
お
い
て
、
四
乗

の
道
を
修
し
四
乗
の
果
を
得
。
四
乗
と
は
三
乗
の
ほ
か
に
仏
乗
を
加
ふ
。）

要
を
取
り
て
こ
れ
を
言
わ
ば
、
此
土
入
聖
故
に
聖
道
と
名
く
。
四
道
四
果
、
一
切
を
摂
尽
す
。
こ
れ
四

車
の
意
な
り
。
逆
意
は
こ
れ
を
解
す
る
者
な
り
。

二
に
浄
土
に
二
。
初
は
標
。
二
に
釈
。
今
は
初

次
往
生
浄
土
止

浄
土
之
教

（
次
に
往
生
浄
土
門
と
は
、
こ
れ
に
つ
き
て
二
あ
り
。
一
に
は
正
し
く
往
生
浄
土
を
明
か
す
教
、
二
に
は
傍
ら
に

往
生
浄
土
を
明
か
す
教
な
り
。）

文
意
見
る
べ
し
。

[413b
]

二
に
釈
。
初
に
正
依
。
二
に
傍
依
。
初
の
正
依
に
三
。
初
に
正
列
、
二
に
引
例
、
三
に
結

示
。
今
は
初
。

初
正
明
往
止

三
部
也

（
初
め
に
正
し
く
往
生
浄
土
を
明
か
す
教
と
い
ふ
は
、
い
は
く
三
経
一
論
こ
れ
な
り
。「
三
経
」
と
は
、
一
に
は
『
無

量
寿
経
』
、
二
に
は
『
観
無
量
寿
経
』
、
三
に
は
『
阿
弥
陀
経
』
な
り
。
「
一
論
」
と
は
、
天
親
の
『
往
生
論
』
（
浄

土
論
）
こ
れ
な
り
。
あ
る
い
は
こ
の
三
経
を
指
し
て
浄
土
の
三
部
経
と
号
す
。）
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「
一
無
」
等
と
は
、
十
二
代
の
訳
中
、
第
四
な
り
（
五
存
七
欠
。
経
禄
の
出
没
は
別
図
に
出
す
が
ご
と

し
）。

「
二
観
」
等
と
は
、
三
代
の
訳
中
、
第
二
な
り
（
具
さ
に
は
別
録
の
ご
と
し
）。

「
三
阿
」
等
と
は
、
三
代
の
訳
中
、
第
二
な
り
（
具
さ
に
は
別
録
の
ご
と
し
）。

問
う
。
天
台
の
『
十
疑
論
』
に
は
十
余
部
の
経
論
を
出
す
。
迦
才
の
『
浄
土
論
』
に
は
十
二
経
七
論
を

出
す
。
『
要
集
』
の
「
極
楽
証
拠
門
」
の
中
、
法
華
華
厳
等
の
許
多
（
※
あ
ま
た
）
の
経
を
出
す
。
『
助
道

法
』
の
中
に
至
り
て
略
し
て
七
経
を
取
る
（
『
観
経
』
・
『
大
経
』
・
『
観
仏
三
昧
経
』
・
『
般
舟
経
』
・
『
念
仏

三
昧
経
』
・
『
十
往
生
経
』
・
『
阿
弥
陀
経
』
）（
※
未
確
認
）
。
今
は
た
だ
三
経
一
論
を
も
っ
て
正
依
と
な
す

は
何
。

答
う
。
こ
こ
に
二
義
あ
り
。
一
は
相
承
に
依
る
。
二
に
は
義
理
に
依
る
。
初
め
に
相
承
と
は
、
こ
れ
ま

た
三
あ
り
。
一
は
鸞
師
を
承
く
る
。
二
に
は
綽
師
を
承
く
る
。
三
に
は
導
師
を
承
く
る
。

初
に
鸞
師
と
は
『
論
註
』（
初
丁
）
の
通
申
義
を
釈
し
て
云
く
、

「
釈
迦
牟
尼
仏
、
王
舎
城
（
『
大
経
』・
『
観
経
』）
お
よ
び
舎
衛
国
（
『
弥
陀
経
』）
に
ま
し
ま
し
て
、
大

衆
の
な
か
に
お
い
て
説
き
た
ま
へ
り
」
等
な
り
。

二
に
は
綽
師
と
は
、『
安
楽
集
』
下
（
二
十
五
）
に
諸
経
を
挙
げ
る
中
、
初
に
三
部
を
列
し
、
四
に
『
隨

願
往
生
経
』
を
引
き
、
五
に
『
平
等
覚
経
』
を
引
き
、
六
に
『
十
往
生
経
』
を
引
く
。
し
か
る
に
余
は
（
※

三
部
経
以
外
は
）
み
な
「
ま
た
・
も
し
・
さ
ら
に
」
等
と
云
う
。
今
章
に
引
く
所
の
文
、
正
し
く
三
経
の

旨
を
述
ぶ
る
に
等
し
き
な
り
。

三
に
は
導
師
と
は
、
三
部
の
鼎
峙
、
玄
談
に
指
す
が
ご
と
し
。

て

い

じ

二
に
義
理
と
は
、
こ
れ
ま
た
二
あ
り
。
初
に
顕
説
に
約
し
、
二
に
隠
意
に
約
す
。

初
の
顕
説
と
は
、
こ
れ
ま
た
三
あ
り
。
初
に
三
願
に
順
ず
る
が
故
に
。
二
に
三
機
に
蒙
る
が
故
に
。
三

に
三
往
生
を
述
ぶ
る
が
故
に
。
常
に
判
ず
る
所
の
ご
と
し
（
化
土
巻
・
大
経
和
讃
等
）。

次
に
隠
意
と
は
、
こ
れ[414a

]

ま
た
二
あ
り
。
一
に
教
主
に
依
る
が
故
に
。
二
に
所
詮
に
依
る
が
故
に
。

初
の
教
主
と
は
、
弥
陀
・
釈
迦
・
十
方
こ
れ
な
り
。
次
に
所
詮
と
は
、
機
法
・
証
誠
こ
れ
な
り
。
常
に

判
ず
る
所
の
ご
と
し
（
総
序
・
三
経
和
讃
・
『
口
伝
鈔
』・
『
改
邪
鈔
』
等
）。

ま
た
一
論
の
ご
と
き
は
三
経
の
通
申
故
に
。
い
わ
ん
や
ま
た
「
浄
入
願
心
」・
「
利
行
満
足
」
は
成
仏
の

因
果
、
往
生
の
因
果
、
三
経
の
蘊
奥
、
他
力
の
極
致
。
何
を
も
っ
て
加
え
ん
。
故
に
併
せ
て
正
依
と
な
す

の
み
。二

に
引
例
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問
曰
三
部
止

成
仏
経
是
也

（
問
ひ
て
い
は
く
、
三
部
経
の
名
ま
た
そ
の
例
あ
り
や
。
答
へ
て
い
は
く
、
三
部
経
の
名
そ
の
例
一
に
あ
ら
ず
。

一
に
は
法
華
の
三
部
、
い
は
く
『
無
量
義
経
』
・
『
法
華
経
』
・
『
普
賢
観
経
』
こ
れ
な
り
。
二
に
は
大
日
の
三
部
、

い
は
く
『
大
日
経
』・
『
金
剛
頂
経
』・
『
蘇
悉
地
経
』
こ
れ
な
り
。
三
に
は
鎮
護
国
家
の
三
部
、
い
は
く
『
法
華
経
』

・
『
仁
王
経
』・
『
金
光
明
経
』
こ
れ
な
り
。
四
に
は
弥
勒
の
三
部
、
い
は
く
『
上
生
経
』・
『
下
生
経
』・
『
成
仏
経
』

こ
れ
な
り
。）

「
一
者
」
等
と
は
、
天
台
の
所
依
。

『
無
量
義
経
』
は
一
巻
。
蕭
斉
の
曇
摩
伽
陀
耶
舎
訳
。
こ
れ
法
華
を
説
く
の
前
序
な
り
。

『
法
華
経
』
は
八
巻
二
十
八
品
。
姚
秦
の
羅
什
訳
。

『
普
賢
観
経
』
は
一
巻
。
曇
摩
蜜
多
訳
。
阿
難
・
迦
葉
・
弥
勒
、
同
じ
く
修
行
の
法
要
を
問
い
、
仏
た

め
に
普
賢
観
門
、
お
よ
び
懺
悔
六
根
罪
法
を
説
く
。
こ
れ
勧
発
品
と
表
裏
を
相
為
す
。
故
に
智
者
大
師
の

法
華
懺
法
ま
っ
た
く
こ
の
経
に
依
る
。

「
二
者
」
等
と
は
、
真
言
の
所
依
。『
大
日
経
』
は
七
巻
。
善
無
畏
、
一
行
と
共
に
訳
す
。『
金
剛
頂
経
』

は
二
巻
。
不
空
訳
。『
蘇
悉
地
経
』
は
二
巻
。
善
無
畏
訳
。

「
三
者
」
等
と
は
、
天
台
の
所
依
。
中
に
つ
い
て
『
仁
王
経
』
は
二
巻
。
羅
什
訳
。
『
金
光
明
経
』
は

四
巻
。
曇
無
讖
訳
。

「
四
者
」
等
と
は
、
法
相
の
所
依
。『
上
生
経
』
は
一
巻
。
宋
の
居
士
、
沮
渠
京
声
訳
。『
下
生
経
』
は

六
紙
半
。
竺
法
護
訳
。『
成
仏
経
』
は
一
巻
。
羅
什
訳
。

[414b
]

三
に
結

今
者
唯
是
止

正
依
経
也

（
い
ま
は
た
だ
こ
れ
弥
陀
の
三
部
な
り
。
ゆ
ゑ
に
浄
土
の
三
部
経
と
名
づ
く
。
弥
陀
の
三
部
は
こ
れ
浄
土
の
正
依

経
な
り
。）

文
意
見
る
べ
し
。

二
に
傍
依
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次
傍
明
止

諸
論
是
也

（
次
に
傍
ら
に
往
生
浄
土
を
明
か
す
教
と
い
ふ
は
、『
華
厳
』・
『
法
華
』・
『
随
求
』・
『
尊
勝
』
等
の
も
ろ
も
ろ
の
往

生
浄
土
を
明
か
す
諸
経
こ
れ
な
り
。
ま
た
『
起
信
論
』
・
『
宝
性
論
』
・
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
・
『
摂
大
乗
論
』
等
の
も

ろ
も
ろ
の
往
生
浄
土
を
明
か
す
諸
論
こ
れ
な
り
。）

「
華
厳
」
と
は
六
十
巻
。
仏
駄
跋
陀
羅
訳
。
八
十
巻
。
実
叉
難
陀
訳
。
普
賢
行
願
品
四

十
巻
。
般
若
訳
。
そ
の
文
甚
だ
広
し
。
文
類
に
引
く
が
ご
と
し
。
中
に
つ
い
て
行
願
品
第

四
十
、
普
賢
発
願
偈
を
説
い
て
云
く
、

「
願
わ
く
は
我
命
終
わ
ら
ん
と
欲
す
る
時
に
臨
み
て
、
尽
く
一
切
も
ろ
も
ろ
の
障
碍

を
除
き
、
面
に
か
の
仏
阿
弥
陀
を
見
て
、
す
な
わ
ち
安
楽
国
に
往
生
せ
ん
こ
と
を
得

ん
。
」

『
文
殊
発
願
経
』
仏
駄
跋
陀
羅
訳
、
偈
あ
り
て
こ
れ
と
略
同
す
。
五
言
句
。
二
字
を
除

い
て
異
た
る
の
み
。

「
法
華
」
と
は
、
上
に
す
で
に
釈
す
る
が
ご
と
し
。
「
薬
王
品
」
に
云
く
、

「
も
し
女
人
あ
り
て
、
こ
の
経
典
を
聞
き
、
如
説
修
行
せ
ん
。
こ
こ
に
お
い
て
命
終
、

す
な
わ
ち
安
楽
世
界
の
、
阿
弥
陀
仏
・
大
菩
薩
衆
の
囲
繞
せ
し
住
処
に
往
き
て
、
蓮

華
中
の
宝
座
の
上
に
生
ず
。
」

「
随
求
」
と
は
一
巻
。
不
空
訳
。
文
に
云
く
、

「
世
尊
わ
れ
当
来
末
法
の
雑
染
の
世
界
、
悪
趣
の
衆
生
の
た
め
に
、
滅
罪
成
仏
陀
羅

尼
を
説
き
、
三
密
の
門
を
修
し
、
念
仏
三
昧
を
証
し
、
浄
土
に
生
ず
る
を
得
ん
」
等

と
。

「
尊
勝
」
と
は
一
巻
。
杜
行
顗
（
真
元
録
に
云
く
仏
陀
波
利
訳
）
訳
。
文
に
云
く
、

「
日
日
こ
の
陀
羅
尼
を
誦
し
二
十
一
遍
、
罪
滅
福
増
、
衆
人
愛
敬
、
命
終
の
後
、
極

楽
国
に
生
ず
」
と
。
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「
起
信
論
」
と
は
一
巻
。
馬
鳴
造
、
真
諦
訳
。
文
に
云
く
、

「
も
し
人
専
ら
西
方
極
楽
世
界
の
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
、
所
修[

415a
]

の
善
根
、
回
向

し
て
か
の
世
界
に
生
ぜ
ん
と
願
求
せ
ば
、
す
な
わ
ち
往
生
を
得
る
。
」

「
宝
性
論
」
と
は
五
巻
。
堅
慧
造
、
勒
那
摩
提
訳
。
か
の
第
一
校
量
功
徳
品
に
云
く
、

こ
の
諸
功
徳
に
依
り
て
、
願
わ
く
は
命
終
時
に
お
い
て
、
無
量
寿
仏
の
無
辺
の
功
徳

の
身
を
見
ん
こ
と
を
得
ん
。
我
お
よ
び
余
の
信
者
、
す
で
に
か
の
仏
を
見
お
わ
ん
ぬ
。

願
わ
く
は
離
垢
の
眼
を
得
て
、
無
上
菩
提
を
成
ぜ
ん
。

「
十
住
」
等
と
は
、
知
る
べ
し
、
そ
れ
傍
依
に
属
す
。
上
に
す
で
に
弁
ず
る
が
ご
と
し
。

「
摂
大
乗
論
」
と
は
、
ま
た
上
に
釈
す
る
が
ご
と
し
。
第
四
十
八
の
釈
智
差
別
勝
相
品

に
云
く
、

衆
宝
界
如
覚
徳
業
。
我
説
句
義
所
生
善
。
こ
こ
に
よ
り
て
願
わ
く
は
悉
く
弥
陀
を
見
、

浄
眼
を
得
る
に
よ
り
て
正
覚
を
成
ぜ
ん
。

余
の
文
解
す
べ
し
。

二
に
旨
帰
を
明
か
す
三
。
初
に
正
明
、
二
に
例
を
挙
ぐ
、
三
に
結
勧
。
今
は
初

凡
此
集
中
止

理
深
解
微

（
お
ほ
よ
そ
こ
の
『
集
』（
安
楽
集
）
の
な
か
に
聖
道
・
浄
土
の
二
門
を
立
つ
る
意
は
、
聖
道
を
捨
て
て
浄
土
門
に

入
ら
し
め
ん
が
た
め
な
り
。
こ
れ
に
つ
き
て
二
の
由
あ
り
。
一
に
は
大
聖
（
釈
尊
）
を
去
れ
る
こ
と
遥
遠
な
る
に

由
る
。
二
に
は
理
深
く
解
微
な
る
に
由
る
。）

「
こ
の
『
集
』
」
と
は
『
安
楽
集
』
を
指
す
。

「
立
聖
道
」
と
は
標
章
に
し
て
「
捨
て
て
」
等
の
意
に
応
ず
。
す
な
わ
ち
今
集
の
旨
帰

な
り
。

「
就
此
」
等
と
は
、
二
由
を
挙
げ
的
示
す
る
も
の
な
り
。
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二
に
例
を
挙
ぐ
る
に
二
。
初
は
総
示
。
二
は
別
に
挙
ぐ
。
今
は
初
。

此
宗
之
中
止

皆
有
此
意

（
こ
の
宗
の
な
か
に
二
門
を
立
つ
る
こ
と
は
、
独
り
道
綽
の
み
に
あ
ら
ず
。
曇
鸞
・
天
台
（
智&

M
043614;

）・
迦

才
・
慈
恩
（
窺
基
）
等
の
諸
師
み
な
こ
の
意
あ
り
。）

文
意
見
る
べ
し
。

二
の
別
挙
に
三
。
初
に
正
し
く
鸞
師
を
挙
ぐ
。
二
に
同
じ
く
二
師
を
例
す
。
三
に
兼

ね
て
慈
恩
を
挙
ぐ
。
初
の
正
し
く
鸞
師
を
挙
ぐ
に
二
。
初
は
引
文
。
二
は
会
義
。
今

は
初
。

且
曇
鸞
止

乗
船
則
楽

（
し
ば
ら
く
曇
鸞
法
師
の
『
往
生
論
の
註
』
（
上
）
に
い
は
く
、
「
つ
つ
し
み
て
龍
樹
菩
薩
の
『
十

住
毘
婆
沙
』
（
易
行
品
）
を
案
ず
る
に
い
は
く
、
〈
菩
薩
、
阿
毘
跋
致
を
求
む
る
に
、
二
種
の
道

あ
り
。
一
に
は
難
行
道
、
二
に
は
易
行
道
な
り
〉
と
。
〈
難
行
道
〉
と
は
、
い
は
く
五
濁
の
世
に

無
仏
の
時
に
お
い
て
阿
毘
跋
致
を
求
む
る
を
難
と
な
す
。
こ
の
難
に
す
な
は
ち
多
く
の
途
あ
り
。

ほ
ぼ
五
三
を
い
ひ
て
も
つ
て
義
意
を
示
さ
ん
。
一
に
は
外
道
の
相
善
、
菩
薩
の
法
を
乱
る
。
二

に
は
声
聞
の
自
利
、
大
慈
悲
を
障
ふ
。
三
に
は
無
顧
の
悪
人
、
他
の
勝
徳
を
破
す
。
四
に
は
顛

倒
の
善
の
果
、
よ
く
梵
行
を
壊
る
。
五
に
は
た
だ
こ
れ
自
力
の
み
に
し
て
他
力
の
持
つ
な
し
。

か
く
の
ご
と
き
等
の
事
、
目
に
触
る
る
に
み
な
こ
れ
な
り
。
た
と
へ
ば
陸
路
よ
り
歩
行
す
る
は

す
な
は
ち
苦
し
き
が
ご
と
し
。
〈
易
行
道
〉
と
は
、
い
は
く
た
だ
仏
を
信
ず
る
因
縁
を
も
つ
て
浄

土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
仏
の
願
力
に
乗
り
て
す
な
は
ち
か
の
清
浄
の
土
に
往
生
す
る
こ
と

を
得
。
仏
力
住
持
し
て
、
す
な
は
ち
大
乗
正
定
の
聚
に
入
る
。
正
定
は
す
な
は
ち
こ
れ
阿
毘
跋

致
な
り
。
た
と
へ
ば
水
路
よ
り
船
に
乗
り
て
す
な
は
ち
楽
な
る
が
ご
と
し
」
と
。
［
以
上
］
）

問
う
。
先
に
龍
樹
に
依
る
は
何
。

答
う
。
こ
れ
に
二[

415b
]

あ
り
。
一
に
人
に
重
ね
る
た
め
の
故
に
。
二
に
法
に
重
ね
る

た
め
の
故
に
。



*1

『
楞
伽
経
』
巻
九
で
、
釈
尊
が
将
来
の
龍
樹
菩
薩
の
出
現
を
預
言
さ
れ
て
い
る
の
で

「
楞
伽
懸
記(

り
ょ
う
が-

け
ん
き)

」
と
い
う
。

懸
記
の
《
懸
》
は
「
か
け
る
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
懸
絶
、
懸
隔
の
意
で
、

遠
く
隔
た
っ
た
時
間
、
未
来
の
こ
と
。
《
記
》
は
、
「
し
る
す
」
と
い
う
意
で
『
楞
伽
経
』

に
托
し
た
、
釈
尊
の
預
言(

予
言
と
い
う
、
あ
る
事
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
先
立
っ
て
予

測
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
言(

こ
と
ば)

を
措
定
し
て
お
く
と
い
う

意)

を
い
う
。
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初
に
人
に
重
ね
る
と
は
、
龍
樹
は
楞
伽
の
懸
記

*1

に
奉
ず
（
魏
訳
第
九
（
十
二
）
、
唐

訳
第
六
（
十
八
）
）
。
大
乗
の
無
上
の
法
を
宣
説
し
、
歓
喜
地
を
証
し
て
安
楽
国
に
生
ず
。

外
邪
・
異
部
・
顕
密
の
諸
宗
、
悉
く
み
な
仰
ぎ
止
む
。

こ
こ
を
も
っ
て
『
讃
弥
陀
偈
』
、
そ
の
徳
を
嘆
じ
て
云
く
、

本
師
龍
樹
摩
訶
薩
、
形
を
像
始
に
誕
じ
て
頽
綱
を
理
へ
、

邪
扇
を
関
閉
し
て
正
轍
を
開
く
。
こ
れ
閻
浮
提
の
一
切
の
眼
な
り
。

伏
し
て
承
る
に
尊
、
歓
喜
地
を
悟
り
て
、
阿
弥
陀
に
帰
し
て
安
楽
に
生
ぜ
り
。

（
乃
至
）
南
無
慈
悲
龍
樹
尊
、
心
を
至
し
帰
命
し
頭
面
を
も
つ
て
礼
し
た
て
ま
つ
る
。

そ
の
崇
重
の
至
は
世
尊
と
斉
し
。
今
先
に
依
る
は
ま
た
宜
し
か
ら
ず
や
。

次
に
法
に
重
ね
る
と
は
難
易
の
判
。
勝
劣
の
旨
、
廃
立
の
宗
な
り
。
二
信
の
到
。
三
国

の
服
承
、
百
代
の
衣
服
、
い
わ
ん
や
ま
た
弥
陀
章
お
よ
び
十
二
礼
等
、
そ
の
讃
揚
す
る
所
、

全
く
一
論
と
同
じ
。
広
く
山
懸
（
※
楞
伽
山
の
懸
記
か
）
の
録
の
ご
と
し
。

当
に
知
る
べ
し
、
南
北
の
空
有
、
そ
の
釈
異
な
る
と
い
え
ど
も
、
内
鑑
は
冷
然
、
終
帰

全
同
な
り
。
故
に
下
文
に
云
く
、

龍
樹
菩
薩
と
婆
薮
槃
豆
菩
薩
の
輩
、
彼
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば
ま
さ
に
こ
れ
を
な
す

の
み
（
私
集
八
義
、
翼
六
義
、
多
く
貪
り
て
か
え
っ
て
陋
し
。
二
義
の
義
で
足
る
）
。

「
謹
し
み
て
」
と
は
慎
な
り
、
恭
な
り
。

「
按
ず
る
に
」
と
は
考
験
な
り
。

「
龍
樹
」
と
は
、
本
典
（
漆
函
に
入
る
（
※
？
）
）

及
び
付
法
伝
（
集
函
等
に
入
る
）
の

ご
と
し
。
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「
十
住
」
等
と
は
、
『
大
不
思
議
論
』
十
万
頌
、
衍
中
の
一
分
。
耶
舎
三
蔵
誦
出
す
。

え
ん

羅
什
こ
れ
を
訳
す
十
六
巻
。
纔
か
に
第
二
地
に
い
た
る
。
『
探
玄
記
』
（
第
一
）
及
び
『
華

わ
ず

厳
伝
』
等
の
ご
と
し
。

「
阿
毘
」
等
と
は
、
こ
れ
不
退
転
を
云
う
。
具
さ
に
二
途
あ
り
。
一
は
通
途
、
二
は
不

共
。初

の
通
途
と
は
、
且
く
『
妙
句
』
二
の
二
（
六
）
及
び
『
浄
名
疏
』
（
四
十
二
）
等
の

意
に
依
る
。
見
思
を
破
し
て
位
不
退
、
塵
沙
を
破
し
て
行
不
退
、
無
明
を
破
し
て
念
不
退

等
な
り
。

二
に
不
具
と
は[

416a
]

、
定
聚
の
異
名
。
願
に
「
不
住
定
聚
」
と
云
い
、
経
に
「
正
定

之
聚
」
と
云
う
こ
れ
な
り
。

問
う
。
か
く
の
ご
と
き
二
釈
、
同
た
り
異
た
り
。

答
え
て
云
々
。

「
難
行
道
」
と
は
、
『
易
行
品
』
に
云
く
、

仏
法
に
無
量
の
門
あ
り
。
世
間
の
道
に
難
あ
り
易
あ
り
。
陸
道
の
歩
行
は
す
な
は
ち

苦
し
く
、
水
道
の
乗
船
は
す
な
は
ち
楽
し
き
が
ご
と
し
。
菩
薩
の
道
も
ま
た
か
く
の

ご
と
し
。
あ
る
い
は
勤
行
精
進
の
も
の
あ
り
、
あ
る
い
は
信
方
便
易
行
を
も
つ
て
疾

く
阿
惟
越
致
に

至
る
も
の
あ
り
。

難
は
平
声
の
虚
字
。
行
は
進
趣
に
名
く
。
こ
れ
能
所
に
通
ず
。
謂
く
進
趣
す
べ
か
り
難
き

の
道
な
り
。
易
行
の
道
は
准
じ
て
解
し
知
る
べ
し
。

問
う
。
華
厳
の
何
処
に
易
行
を
説
く
や
。

答
う
。
十
地
品
は
諸
仏
の
教
道
、
こ
れ
を
難
行
と
な
す
。
行
願
品
は
、
超
偏
の
妙
益
、

こ
れ
を
易
行
と
な
す
。
何
ぞ
必
ず
拘
拘
と
し
て
こ
れ
を
章
句
の
間
に
求
め
ん
と
す
。

こ
う
こ
う

「
五
濁
」
と
は
、
『
小
経
疏
』
の
ご
と
し
。
「
世
」
は
こ
れ
時
と
た
だ
こ
れ
互
い
に
挙

ぐ
。
五
濁
は
根
劣
に
約
す
。

「
無
仏
」
と
は
、
世
降
に
約
す
。
西
河
の
二
由
全
く
承
る
者
な
り
。

「
こ
の
難
」
等
と
は
、
事
は
一
二
に
あ
ら
ず
。
故
に
「
多
途
」
と
云
う
。
『
瑜
伽
』
四

十
八
（
二
十
八
）
に
十
二
種
の
艱
難
の
事
を
説
く
（
『
善
戒
経
』
九
、
『
地
持
経
』
八
、

全
く
同
じ
）
。
『
宝
女
所
問
経
』
（
大
集
経
宝
女
所
問
品
全
く
同
じ
）
四
（
十
三
紙
）
に
三

十
三
の
罣
礙
（
※
覆
う
も
の
）
塹
路
を
明
か
す
（
弥
勒
所
問
経
論
第
一
（
十
二
紙
）

引
用
）
。

こ
れ
等
の
諸
文
今
と
趣
同
じ
。
ま
た
『
十
住
論
』
の
調
伏
心
品
の
説
、
失
菩
提
心
の
二
十
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法
な
り
。
次
に
阿
惟
越
致
相
品
に
七
種
の
敗
壊
の
相
を
明
か
す
。
あ
わ
せ
て
こ
れ
等
を
取

る
が
故
に
「
多
途
」
と
云
う
。

「
粗
」
と
は
略
な
り
。

「
五
三
」
と
は
詩
の
「
小
星
」
に
謂
く
、
「
か
の
小
星
嘒
、
三
五
東
に
あ
り
」
と
。
註

に
「
三
五
は
そ
の
稀
を
言
う
」
と
。
『
大
悲
経
』
五
（
十
三
）
に
云
く
、
「
三
五
の
法
を

説
く
」
と
。

「
一
者
」
等
と
は
、
外
道
と
は
こ
れ
二
義
あ
り
。

一
に
「
外
の
道
」
。
『
維
摩
義
記
』
（
浄
影
）
に
云
く
、
「
法
外
の
妄
解
こ
れ
を
外[

416b
]

道
と
称
す
」
と
。

二
に
「
道
を
外
す
」
。
『
三
論
玄
義
』
（
嘉
祥
）
に
云
く
、
「
心
を
道
外
に
て
遊
ぶ
。
故

に
外
道
と
言
う
」
と
。

「
相
善
」
と
は
有
相
の
善
。

「
菩
薩
法
」
と
は
『
十
住
論
』
四
（
八
）
に
云
く
、

菩
薩
は
我
を
得
ず
（
一
）
、
ま
た
衆
生
を
得
ず
（
二
）
、
分
別
し
て
法
を
説
か
ず
（
三
）
、

ま
た
菩
提
を
得
ず
（
四
）
、
相
を
も
っ
て
仏
を
見
ず
（
五
）
、
こ
の
功
徳
を
も
っ
て

大
菩
薩
と
名
づ
く
る
を
得
て
、
阿
惟
越
致
を
成
ず
。

当
に
知
る
べ
し
、
菩
薩
は
い
や
し
く
も
相
を
取
ら
ば
、
そ
の
法
を
乱
失
す
。

「
二
者
」
等
と
は
、
『
易
行
品
』
に
云
く
、

も
し
声
聞
地
、
お
よ
び
辟
支
仏
地
に
堕
す
る
は
、
こ
れ
を
菩
薩
の
死
と
名
づ
く
。
す

な
は
ち
一
切
の
利
を
失
す
。

「
三
者
」
等
と
は
、
「
無
顧
」
と
は
経
（
※
大
経
・
五
悪
段
）

に
云
く
、
「
義
な
く
礼
な

く
し
て
〔
わ
が
身
を
〕
顧
み
難
る
と
こ
ろ
な
し
」
と
。
『
十
住
論
』
四
（
三
）
に
云
く
、

「
心
の
端
直
せ
ず
者
、
そ
の
性
は
諂
曲
（
※
自
分
の
気
持
ち
を
ま
げ
て
人
に
こ
び
へ
つ
ら
う

て
ん
ご
く

こ
と
。

ま
た
、
そ
の
さ
ま
）
、
喜
ん
で
欺
誑
を
行
ず
」
等
こ
れ
な
り
。

「
破
他
」
等
（
※
他
の
勝
徳
を
破
す
）
と
は
、
こ
れ
二
意
あ
り
。

一
つ
に
彼
は
悩
害
を
加
う
。
提
婆
師
子
を
し
て
横
難
を
被
ら
し
む
が
ご
と
き
等
こ
れ
な

り
。
二
つ
に
か
の
弊
悪
に
由
り
、
菩
薩
は
大
慈
を
失
す
。
身
子
の
退
縁
（
※
乞
眼
の
因
縁
）

等
の
ご
と
き
こ
れ
な
り
。

「
四
者
」
等
と
は
、
「
顛
倒
」
と
は
い
わ
ゆ
る
人
天
の
果
法
、
人
天
の
諸
善
、
も
し
は
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因
も
し
は
果
、
み
な
こ
れ
顛
倒
こ
れ
な
り
。
「
梵
行
」
と
は
清
浄
行
な
り
。
妙
荘
厳
王
（
※

『
法
華
経
』｢

妙
荘
厳
王
本
事
品
」
に
出
る
国
王
）
の
縁
等
の
ご
と
し
。

「
五
者
」
等
と
は
、
上
四
の
別
相
。
今
一
は
総
相
。
ま
た
可
な
り
、
前
四
は
集
後
の
由

に
あ
た
り
、
後
一
は
集
初
の
由
に
あ
た
る
。

問
う
。
か
く
の
ご
と
き
五
難
、
次
序
い
か
ん
。

答
う
。
右
に
四
義
を
述
ぶ
。
一
に
総
別
義
（
前
四
・
後
一
）
、
『
忠
記
』
の
意
。
二
に

浅
深
義
（
一
は
外
道
、
二
は
小
乗
、
三
四
は
は
凡
夫
、
前
四
は
浅
小
と
す
。
五
は
大
乗
。

後
一
は
深
と
す
）
。
『
翼
解
』
の
意
。
三
は
自
他
義
（
前
三
は
他
壊
。
第
四
は
自
壊
。
第

五
は
無
助
共
壊
）
。
『
刪
捕
』
の
意
。
四
に
有
濁
無
濁
義
（
前
四
は
有
濁
、
後
一
は
無
仏
）
。

『
私
集
義
記
』
等
の
意
。

更
に
一
解
を
述
ぶ
る
に
、
前
四
は
別
と
し
、
後
一
を
総
と
す
。
別
に
生
起
あ
り
。[

417a
]

第
一
（
菩
薩
）
は
智
を
障
ぎ
る
。
第
二
（
菩
薩
）
は
悲
を
障
ぎ
る
。
第
三
（
衆
生
）
、
四

は
巧
方
便
を
障
ぎ
る
。
智
は
順
境
に
お
い
て
、
悲
は
違
境
に
お
い
て
、
違
順
境
に
お
い
て

悲
智
双
運
す
。
こ
れ
を
方
便
と
い
う
。
正
直
は
こ
れ
智
、
外
己
は
こ
れ
悲
（
※
正
直
を
「
方
」

と
い
ふ
。
外
己
を
「
便
」
と
い
ふ
。
正
直
に
よ
る
が
ゆ
ゑ
に
一
切
衆
生
を
憐
愍
す
る
心
を
生
ず
。

外
己
に
よ
る
が
ゆ
ゑ
に
自
身
を
供
養
し
恭
敬
す
る
心
を
遠
離
す
）
。
双
運
は[

※
辞
書
を?

]

見
る

べ
し
。
か
く
の
ご
と
き
諸
難
、
他[

※
力]

の
持
つ
な
き
に
由
る
。
総
別
と
知
る
べ
し
。
か

く
の
ご
と
く
解
す
る
者
、
善
く
次
下
の
離
順
諸
門
の
意
に
順
う
な
り
。

「
如
斯
」
等
と
は
、
梁
の
『
武
孝
思
賦
』
に
云
く
「
触
目
感
傷
」
と
。

「
譬
如
」
等
と
は
、
喩
顕
と
知
る
べ
し
。
対
文
の
五
事
、
み
な
こ
れ
苦
相
。
一
は
邪
途
、

二
は
小
途
、
三
は
群
狡
、
四
は
遊
戯
、
五
は
単
独
な
り
。

「
易
行
道
」
と
は
称
名
易
行
。
『
礼
讃
』
に
云
く
、

ま
さ
し
く
称
名
は
易
き
に
よ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
相
続
し
て
す
な
は
ち
生
ず
。

行
巻
（
三
十
九
）
に
云
く
、

行
の
一
念
と
い
ふ
は
、
い
は
く
、
称
名
の
遍
数
に
つ
い
て
選
択
易
行
の
至
極
を
顕
開

す
。

け
だ
し
こ
の
旨
を
述
ぶ
る
な
り
。
し
か
る
に
こ
の
称
名
、
本
無
上
の
信
心
に
依
止
し
生

も
と

ず
。
故
に
信
方
便
易
行
と
云
う
。
ま
た
云
く
「
信
心
清
浄
な
る
も
の
」
と
。
ま
た
云
く
「
信

仏
因
縁
」
等
と
。
こ
れ
は
こ
れ
所
謂
、
「
信
一
念
と
は
信
楽
開
発
の
時
尅
の
極
促
」
の
者こ

と
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な
り
。

「
但
」
の
字
を
見
る
べ
し
。
唯
は
こ
れ
信
仏
業
乃
（
※
事
か
）

成
弁
な
り
。

「
信
仏
因
縁
」
と
は
、
至
心
信
楽
な
り
。
至
心
は
尊
号
を
体
と
す
る
故
に
。
云
く
仏
の

光
明
を
信
じ
縁
と
な
し
、
名
号
を
因
と
な
す
。
所
謂
「
光
明
・
名
号
の
因
縁
を
顕
す
」
の
者こ

と

な
り
。

「
願
生
浄
土
」
と
は
、
欲
生
心
な
り
。

「
乗
仏
願
力
」
と
は
不
虚
作
住
持
の
相
な
り
。

「
便
得
往
生
」
と
は
、
彼
土
入
証
の
宗
な
り
。

「
か
の
清
浄
の
土
」
と
は
、
一
法
句
清
浄
句
、
広
略
相
入
の
境
な
り
。

「
即
入
大
乗
」
等
と
は
、
速
得
不
退
、
義
は
現
未
に
通
ず
。
経
に
云
く
「
即
ち
往
生
を

得
て
不
退
転
に
住
す
」
こ
れ[

417b
]

な
り
。

「
正
定
」
等
の
義
、
『
讃
偈
録
』
の
ご
と
し
。
具
に
『
無
上
経
』
上
（
十
三
）
『
瑜
伽
』

六
十
四
及
び
一
百
等
の
説
の
ご
と
し
。
文
に
「
即
」
「
便
」
と
云
い
、
ま
た
「
乗
」
「
持
」

と
云
う
。
た
だ
こ
れ
語
便
に
し
て
別
義
あ
る
こ
と
な
し
。
二
往
生
の
ご
と
き
は
こ
れ
別
途

の
み
。

「
譬
如
」
等
と
は
、
ま
た
こ
れ
喩
顕
。
自
ら
衆
難
を
絶
つ
。
前
に
反
し
て
解
す
べ
し
。

二
に
会
義

此
中
難
行
止

其
意
是
同

（
こ
の
な
か
の
難
行
道
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
聖
道
門
な
り
。
易
行
道
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
浄
土

門
な
り
。
難
行
・
易
行
、
聖
道
・
浄
土
、
そ
の
言
異
な
り
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
意
こ
れ
同
じ
。
）

文
意
解
す
べ
し
。

二
に
二
師
に
例
同
す
。

天
台
迦
才
同
之
応
知

（
天
台
・
迦
才
こ
れ
に
同
じ
、
知
る
べ
し
。
）

文
意
解
す
べ
し
。
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三
に
兼
ね
て
慈
恩
を
挙
ぐ
に
二
。
初
は
引
文
。
二
は
会
義
。
今
は
初
。

又
西
方
要
決
止

栖
心
浄
域

（
ま
た
『
西
方
要
決
』
に
い
は
く
、
「
仰
ぎ
て
お
も
ん
み
れ
ば
、
釈
迦
、
運
を
啓
け
て
弘
く
有
縁

を
益
す
。
教
、
随
方
に
闡
け
て
な
ら
び
に
法
潤
に
霑
ふ
。
親
し
く
聖
化
に
逢
ひ
て
、
道
、
三
乗

を
悟
り
き
。
福
薄
く
、
因
疎
か
な
る
も
の
を
勧
め
て
浄
土
に
帰
せ
し
め
た
ま
ふ
。
こ
の
業
を
な

す
も
の
は
も
つ
ぱ
ら
弥
陀
を
念
じ
、
一
切
善
根
、
回
ら
し
て
か
の
国
に
生
ず
。
弥
陀
の
本
願
誓

ひ
て
娑
婆
を
度
し
た
ま
ふ
。
上
現
生
の
一
形
を
尽
し
、
下
臨
終
の
十
念
に
至
る
ま
で
、
と
も
に

よ
く
決
定
し
て
み
な
往
生
を
得
」
と
。
［
以
上
］

ま
た
同
じ
き
後
序
に
い
は
く
、
「
そ
れ
お
も
ん
み
れ
ば
、
生
れ
て
像
季
に
居
し
て
、
聖
（
釈
尊
）

を
去
る
こ
と
こ
れ
は
る
か
に
、
道
、
三
乗
に
預
か
り
て
契
悟
す
る
に
方
な
し
。
人
天
の
両
位
は

躁
動
し
て
安
か
ら
ず
。
智
博
く
情
弘
き
も
の
は
、
よ
く
久
し
く
処
す
る
に
堪
へ
た
り
。
も
し
識

痴
か
に
行
浅
き
も
の
は
、
お
そ
ら
く
は
幽
途
に
溺
れ
ん
。
か
な
ら
ず
す
べ
か
ら
く
跡
を
娑
婆
に

遠
く
し
て
心
を
浄
域
に
栖
ま
し
む
べ
し
」
と
。
｛
以
上
｝
）

す

「
啓
運
」
は
時
に
約
し
、
「
教
闡
」
は
処
に
約
す
。

「
親
逢
」
等
と
は
聖
道
の
得
益
、
「
福
薄
」
等
と
は
浄
土
の
得
益
な
り
。

「
作
此
」
等
と
は
、
専
念
は
正
業
、
回
生
（
※
「
一
切
善
根
、
回
ら
し
て
か
の
国
に
生
ず
」
）

は
助
業
な
り
。

「
弥
陀
本
誓
」
と
は
、
す
な
わ
ち
第
十
八
願
な
り
。

余
の
文
は
準
じ
解
す
。

「
生
居
」
等
と
は
、
そ
の
師
は
唐
の
貞
観
五
年
を
も
っ
て
誕
生
す
。
す
な
わ
ち
如
来
滅

後
一
千
五
百
八
十
年
に
あ
た
り
、
今
「
像
季
」
と
い
う
は
、
正
像
各
千
説
に
依
る
の
み
。

「
道
預
」
等
と
は
、
三
乗
の
得
益
。
「
人
天
」
等
と
は
、
世
間
の
得
益
。
「
若
識
」
等

と
は
、
浄
土
の
得
益
。
こ
の
中
の
義
趣
、
逆
意
に
こ
れ
を
取
る
。

二
は
会
義
。

[
418a

]

此
中
三
乗
止

其
意
亦
同

（
こ
の
な
か
の
三
乗
は
す
な
は
ち
こ
れ
聖
道
門
の
意
な
り
。
浄
土
は
す
な
は
ち
こ
れ
浄
土
門
の

意
な
り
。
三
乗
・
浄
土
、
聖
道
・
浄
土
、
そ
の
名
異
な
り
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
意
ま
た
同
じ
。
）
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文
意
解
す
べ
し
。

三
に
結
勧
に
三
。
初
に
正
し
く
示
す
。
二
に
例
を
挙
ぐ
。
三
に
結
。
今
は
初
。

浄
土
宗
止

帰
於
浄
土

（
浄
土
宗
の
学
者
、
先
づ
す
べ
か
ら
く
こ
の
旨
を
知
る
べ
し
。
た
と
ひ
先
よ
り
聖
道
門
を
学
す

る
人
と
い
へ
ど
も
、
も
し
浄
土
門
に
そ
の
志
あ
ら
ば
、
す
べ
か
ら
く
聖
道
を
棄
て
て
浄
土
に
帰

す
べ
し
。
）

文
意
解
す
べ
し
。

二
に
引
例

例
如
彼
止

弘
西
方
行

（
例
す
る
に
、
か
の
曇
鸞
法
師
は
四
論
の
講
説
を
捨
て
て
一
向
に
浄
土
に
帰
し
、
道
綽
禅
師
は

涅
槃
の
広
業
を
閣
き
て
ひ
と
へ
に
西
方
の
行
を
弘
め
し
が
ご
と
し
。
）

二
師
の
帰
西
、
具
さ
に
諸
伝
の
ご
と
し
。
和
讃
に
云
々
（
四
論
の
講
説
さ
し
を
き
て
等
。

本
師
道
綽
大
師
は
等
云
々
）
。
全
く
こ
の
旨
を
述
す
る
な
り
。

三
に
正
結

上
古
賢
哲
止

寧
不
遵
之
哉

（
上
古
の
賢
哲
な
ほ
も
つ
て
か
く
の
ご
と
し
。
末
代
の
愚
魯
む
し
ろ
こ
れ
に
遵
は
ざ
ら
ん
や
。
）

文
意
解
す
べ
し
。

三
に
血
脈
を
明
か
す
に
二
。
初
に
他
を
挙
げ
て
今
を
問
う
。
二
に
他
に
順
じ
て
今
を

答
う
。
今
は
初
。

問
云
聖
道
止

血
脈
譜
乎

（
問
ひ
て
い
は
く
、
聖
道
家
の
諸
宗
お
の
お
の
師
資
相
承
あ
り
。
い
は
く
天
台
宗
の
ご
と
き
は
、
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慧
文
・
南
岳
（
慧
思
）
・
天
台
・
章
安
・
智
威
・
慧
威
・
玄
朗
・
湛
然
、
次
第
相
承
せ
り
。
真
言

宗
の
ご
と
き
は
、
大
日
如
来
・
金
剛
薩
◆
・
龍
樹
・
龍
智
・
金
智
・
不
空
、
次
第
相
承
せ
り
。

自
余
の
諸
宗
ま
た
お
の
お
の
相
承
の
血
脈
あ
り
。
し
か
る
に
い
ま
い
ふ
と
こ
ろ
の
浄
土
宗
に
師

資
相
承
の
血
脈
の
譜
あ
り
や
。
）

「
師
資
」
と
は
、
語
は
『
老
子
』
に
出
づ
。
云
く
、
「
善
人
は
不
善
人
の
師
、
不
善
人

は
善
人
の
資
」
と
。

「
如
天
」
等
と
は
、
『
統
紀
』
等
の
ご
と
し
。

「
如
真
」
等
と
は
、
『
稽
古
略
』
等
の
ご
と
し
。

「
自
余
」
等
と
は
、
華
厳
・
仏
心
等
を
等
し
く
取
る
。

問
う
。
何
ぞ
台
密
の
二
宗
に
止
め
る
や
。

答
う
。
た
だ
こ
れ
存
じ
て
略
す
る
の
み
。
あ
る
可
は
（
※
原
文
は
「
或
可
」
。
「
一
つ
の

可
能
性
と
し
て
は
」
と
い
う
意
味
か
）
、
上
に
「
密
大
」
及
び
「
実
大
」
等
を
云
う
が
故
に
。

あ
る
可
は
、
相
承
義
類
故
に
（
多
義
云
々
。
采
録
に
足
ら
ず
）
。

「
血
脈
の
譜
」
と
は
、
『
説
文
』
に
、
「
脈
は
血
の
理
の
分
、
衺
（
※
邪
。
正
し
く
な
い
）

し
や

に
体
中
に
行
く
者
」
（
※
）
。
釈
し
て
名
づ
け
ば
脈
は
幕
な
り
。
幕
は
絡
と
一
体
な
り
。

譜
は
世
系
。

二
に
他
に
順
じ
て
今
を
問
う
に
二
。
初
は
総
。
二
は
別
。
今
は
初
。

[
418b

]

答
曰
如
聖
止

等
是
也

（
答
へ
て
い
は
く
、
聖
道
家
の
血
脈
の
ご
と
く
浄
土
宗
に
ま
た
血
脈
あ
り
。
た
だ
し
浄
土
一
宗

に
お
い
て
諸
家
ま
た
不
同
な
り
。
い
は
ゆ
る
廬
山
の
慧
遠
法
師
、
慈
愍
三
蔵
、
道
綽
・
善
導
等

こ
れ
な
り
。
）

浄
土
の
相
承
に
お
よ
そ
三
家
あ
り
。
一
に
廬
山
家
。
二
に
慈
愍
家
。
三
に
道
綽
善
導
家
。

初
に
廬
山
家
は
、
慧
法
師
自
ら
解
し
て
諸
三
昧
中
、
念
仏
独
り
功
高
く
し
、
廬
阜
に
結

社
し
、
六
時
に
礼
念
す
。
劉
雷
等
十
八
賢
及
び
百
二
十
三
人
等
、
皆
当
時
の
有
名
な
る
高

輩
な
り
（
『
統
紀
』
二
十
七
、
『
蓮
宗
宝
鑑
』
に
云
々
）
。
『
楽
邦
文
類
』
三
に
云
々
（
天

台
、
南
山
、
達
磨
、
慧
遠
の
四
哲
並
べ
て
挙
ぐ
）
。

次
に
慈
愍
家
は
、
慧
日
を
号
す
義
浄
三
蔵
を
師
と
す
。
自
ら
船
に
浮
し
天
竺
に
至
る
。
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偏
に
三
蔵
を
諦
し
、
み
な
浄
土
を
示
す
。
さ
ら
に
健
駄
羅
国
の
観
音
像
を
祈
り
、
親
し
く

現
身
を
感
ず
。
遇
摩
頂
に
て
念
仏
の
法
門
の
諸
行
に
超
過
す
る
を
示
し
、
東
じ
て
長
安
に

帰
す
。
大
い
に
道
俗
を
誘
う
。
唐
の
玄
宗
開
元
七
年
な
り
。
帝
、
号
慈
愍
三
蔵
を
賜
る
（
『
統

紀
』
二
十
八
、
戒
珠
伝
等
）
。

二
に
別
に
二
。
初
に
『
安
楽
集
』
に
依
る
。
二
に
高
僧
伝
に
依
る
。
今
は
初
。

今
且
依
止

法
上
法
師

（
い
ま
し
ば
ら
く
道
綽
・
善
導
の
一
家
に
よ
り
て
、
師
資
相
承
の
血
脈
を
論
ぜ
ば
、
こ
れ
に
ま

た
両
説
あ
り
。
一
に
は
菩
提
流
支
三
蔵
・
慧
寵
法
師
・
道
場
法
師
・
曇
鸞
法
師
・
大
海
禅
師
・

法
上
法
師
。
［
以
上
、
『
安
楽
集
』
に
出
で
た
り
。
］
）

「
菩
提
留
支
」
は
、
魏
に
道
希
と
言
う
。
北
天
の
竺
人
。
魏
の
永
平
初
、
来
り
て
東
夏

に
遊
ぶ
。
永
寧
寺
に
処
す
（
続
高
僧
伝
等
一
に
云
々
）
。

慧
寵
・
道
場
・
大
海
三
師
は
本
伝
に
い
ま
だ
詳
ら
か
な
ら
ず
。

曇
鸞
法
師
は
知
る
べ
し
。

法
上
法
師
は
、
『
安
楽
集
』
に
云
く
、
「
斉
朝
の
上
統
」
（
※
第
四
大
門
）

と
。
す
な
わ

ち
北
斉
な
り
。
上
統
と
は
僧
官
。
『
統
紀
』
三
十
九
（
十
七
）
云
く
、
「
北
斉
の
文
宣
帝
、

天
保
二
年
、
詔
し
て
昭
玄
十
統
を
置
く
。
沙
門
法
上
を
も
っ
て
大
統
と
為
す
」
等
と
。
三

国
縁
起
に
云
く
、
「
斉
朝
の
合
水
寺
の
法
上
は
、
地
論
涅
槃
の
高
徳
な
り
」
等
と
。
具
さ

に
『
続
僧
』
十
（
六
紙
）
の
載
の
ご
と
し
。

[
419a

]

二
に
高
僧
伝
に
依
る

二
者
菩
提
止

小
康
法
師

（
二
に
は
菩
提
流
支
三
蔵
・
曇
鸞
法
師
・
道
綽
禅
師
・
善
導
禅
師
・
懐
感
法
師
・
小
康
法
師
。［
以

上
、
唐
・
宋
両
伝
に
出
で
た
り
。
］
）

懐
感
は
、
具
さ
に
『
宋
高
僧
伝
』
六
（
二
紙
）
の
載
の
ご
と
し
。

少
康
は
、
具
さ
に
『
宋
高
僧
伝
』
二
十
五
（
二
紙
）
、
『
楽
邦
文
類
』
三
（
二
十
七
）

等
の
載
の
ご
と
し
。

問
う
。
上
来
三
説
（
※
浄
土
三
家
か
）
、
何
ぞ
取
捨
せ
ざ
る
。
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答
う
。
初
開
は
他
に
対
す
。
た
だ
多
く
こ
れ
可
な
り
。
い
ま
だ
精
検
を
遑
て
ず
。
あ
に

あ
わ

取
捨
な
け
ん
や
。
『
漢
語
灯
』
九
に
五
祖
伝
を
列
す
。
ま
た
『
絵
詞
伝
』
六
の
載
に
依
る
。

重
源
は
入
唐
し
、
上
人
の
命
に
て
五
祖
の
影
像
を
求
む
。
重
源
得
て
来
る
。
今
な
お
二
尊

院
に
存
在
す
。

問
う
。
今
家
は
た
だ
三
師
を
取
る
は
何
。

答
う
。
感
師
は
少
玼
あ
り
。
『
集
』
の
終
わ
り
の
述
の
ご
と
し
。
康
師
は
こ
れ
終
南
の

後
身
。
故
に
別
挙
せ
ざ
る
の
み
。
余
に
呉
録
の
ご
と
し
。
因
談
（
？
）
『
二
蔵
頌
義
』
に

云
く
、方

に
今
我
が
高
祖
、
源
空
上
人
大
和
尚
、
建
暦
元
年
辛
未
八
月
上
旬
、
衆
に
示
し
て

曰
く
、
「
も
し
浄
土
宗
に
お
い
て
修
学
の
志
あ
る
人
は
、
諸
師
中
に
お
い
て
選
ん
で

三
師
の
釈
義
に
帰
す
べ
し
。
そ
の
三
師
と
は
、
一
に
北
魏
の
大
巌
玄
中
曇
鸞
玄
簡
菩

薩
大
和
尚
。
二
に
唐
朝
の
西
河
道
綽
禅
師
大
和
尚
、
三
に
唐
朝
の
終
南
悟
真
光
明
善

導
大
師
浄
業
大
和
尚
こ
れ
な
り
」
と
。
諸
師
み
な
浄
土
の
章
疏
を
造
る
と
い
え
ど
も
、

錬
磨
本
宗
の
情
を
掲
げ
、
宗
宗
格
別
の
名
目
を
和
ら
ぐ
。
苟
も
依
宗
教
別
の
道
理
を

泥
し
、
依
教
分
宗
の
意
趣
を
弁
ぜ
ず
。
こ
の
故
に
今
略
し
て
三
師
釈
義
の
趣
を
示
す

の
み
。
（
唯
浄
記
六
（
四
十
三
丁
）
こ
れ
を
引
く
）

こ
こ
に
よ
り
て
こ
れ
を
観
ず
。
鎮
家
の
所
伝
、
全
く
三
師
に
依
る
の
み
。

[
419b

]

二
に
二
行
章
に
二
。
初
は
標
章
。
二
に
引
文
。
今
は
初
。

善
導
和
尚
止

正
行
之

（
【2

】
善
導
和
尚
、
正
雑
二
行
を
立
て
て
、
雑
行
を
捨
て
て
正
行
に
帰
す
る
文
。
）

今
章
の
来
意
、
上
の
二
義
に
準
ず
。
も
し
文
に
約
せ
ば
、
師
説
に
依
る
中
、
西
河
こ
れ

師
、
終
南
こ
れ
資
。
次
に
叙
す
る
に
知
る
べ
し
。
も
し
義
に
約
せ
ば
、
広
よ
り
狭
に
之
く
。

上
す
で
に
聖
を
捨
て
浄
に
帰
す
。
今
は
ま
さ
に
浄
の
中
よ
り
雑
を
捨
て
正
に
帰
せ
ん
ん
と

す
。
故
に
こ
の
章
来
る
。

二
行
章
と
は
、
あ
る
い
は
（
決
疑
）
「
捨
雑
帰
正
篇
」
と
云
い
、
あ
る
い
は
（
鵜
木
）

「
専
雑
二
行
章
」
と
云
い
、
あ
る
い
は
（
大
綱
）
「
大
雑
二
行
篇
」
と
云
い
、
あ
る
い
は

（
聞
香
本
義
私
集
要
義
）
「
正
雑
行
章
」
と
云
う
。
大
義
皆
同
じ
。
今
は
略
に
従
う
の
み
。
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「
善
導
」
等
と
は
、
能
立
の
人
を
挙
ぐ
。
具
さ
に
『
続
僧
伝
』
三
十
七
（
二
十
二
）
、

『
瑞
応
伝
』
、
『
新
修
伝
』
、
『
念
仏
鏡
』
、
『
浄
土
文
』
（
已
上
五
部
『
漢
語
灯
』
九
に
載

す
）
、
『
楽
邦
文
類
』
三
（
三
十
五
）
、
『
蓮
宗
宝
鑑
』
四
、
『
仏
祖
統
紀
』
二
十
七
及
び
八
、

『
浄
土
指
帰
』
下
、
『
諸
上
善
人
詠
』
等
に
載
す
（
一
人
二
人
、
文
軌
下
（
十
九
）
会
し

て
一
人
と
な
す
）
。

「
和
尚
」
と
は
、
あ
る
い
は
和
上
。
尚
上
互
通
。
『
寄
帰
伝
』
に
云
く
、
「
鄔
波
陀
耶
」

と
。
こ
れ
親
教
師
と
云
う
。
よ
く
教
え
に
由
て
世
業
を
離
れ
出
る
が
故
に
。
和
尚
に
二
種

あ
り
。
一
に
親
教
師
、
す
な
わ
ち
受
業
、
二
に
依
止
、
す
な
わ
ち
稟
学
な
り
。

「
立
正
」
等
と
は
、
所
立
の
行
を
明
か
す
。

「
而
捨
」
等
と
は
、
廃
立
を
云
う
な
り
。
所
謂
、
二
重
選
択
な
り
。
『
決
疑
』
二
（
初
）

に
云
く
、

問
う
。
雑
行
を
捨
て
る
と
は
、
そ
の
雑
行
浄
土
に
生
ぜ
ざ
る
が
た
め
か
。

答
う
。
伝
に
云
く
、
正
雑
二
行
同
じ
く
往
生
を
得
る
な
り
。
同
生
を
得
る
と
い
え
ど

も
、
し
か
し
て
雑
行
は
弱
く
正
行
は
強
し
。
今
、
下
機
に
望
ん
で
、
恐
ら
く
は
生
じ

難
き
が
故
に
し
ば
ら
く
捨
て
て
行
ぜ
ず
。
堪
能
の
機
に
対
し
て
は
生
ぜ
ざ
る
に
あ
ら

ざ
る
な
り
。

弁
じ
て
曰
く
、
甚
だ
し
き
、
鎮
西
の
正
義
に
暗
き
な
り
。
も
し
こ
の
判
に
依
ら
ば
、
別
願

に[
420a

]

何
の
功
あ
り
。
云
何
が
正
義
と
す
。
か
の
諸
行
の
ご
と
き
は
、
回
向
し
て
生
を

得
べ
き
と
い
え
ど
も
、
千
に
し
て
五
三
、
百
に
し
て
一
二
を
得
る
。
す
べ
て
疎
雑
の
行
と

名
く
。
故
に
報
土
の
真
因
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
千
中
無
一
、
萬
不
一
生
と
云
う
。
捨

て
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
は
、
こ
の
た
め
の
故
な
り
。

二
の
引
文
に
二
。
初
は
正
し
く
二
行
を
明
か
す
。
二
に
重
ね
て
得
失
を
判
ず
。
初
の

正
し
く
二
行
を
明
か
す
に
二
。
初
は
正
引
、
二
は
私
釈
。
初
の
正
引
に
二
。
初
は
標
、

二
は
釈
。
今
は
初
。

観
経
疏
止

二
者
雑
行

（
『
観
経
疏
』
の
第
四
（
散
善
義
）
に
い
は
く
、
「
行
に
つ
き
て
信
を
立
つ
と
い
ふ
は
、

し
か
も
行
に
二
種
あ
り
。
一
に
は
正
行
、
二
に
は
雑
行
な
り
。
）
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今
章
は
祖
判
を
挙
げ
て
相
撿
す
。
そ
の
五
異
あ
り
。
一
に
隠
顕
判
釈
異
、
二
に
行
修
同

別
異
、
三
に
正
業
簡
不
異
、
四
に
相
対
開
合
異
、
五
に
得
失
通
局
異
。

初
の
隠
顕
判
釈
異
と
は
、
今
章
は
隠
顕
を
論
ぜ
ず
、
直
ち
に
判
釈
を
施
す
。
意
は
隠
意

あ
り
。
髙
祖
は
し
か
ら
ず
。
「
化
土
」
本
及
び
『
禿
鈔
』
下
、
頻
り
に
隠
顕
を
判
じ
、
信

本
（
八
紙
）
に
は
就
人
立
信
釈
を
引
い
て
竟
り
、
「
乃
至
」
の
言
を
置
き
、
次
に
「
ま
た

就
」
已
下
の
文
を
引
く
。
こ
れ
は
こ
れ
章
を
裁
き
義
を
判
ず
る
な
り
。
顕
説
に
属
す
る
を

も
っ
て
真
実
巻
に
は
引
か
ず
、
故
に
化
土
本
（
十
紙
）
に
全
引
す
。
『
禿
鈔
』
下
（
十
一
）

に
は
五
正
行
・
六
一
心
・
六
専
修
を
明
か
す
は
、
旨
全
く
相
同
す
。
果
は
顕
説
に
属
す
。

化
土
巻
に
引
く
が
故
に
。
要
を
取
り
て
こ
れ
を
言
は
ば
、
も
し
信
後
に
約
せ
ば
、
総
じ
て

こ
れ
報
恩
の
経
営
な
り
。
も
し
信
前
に
約
せ
ば
、
種
種
の
差
別
な
き
に
あ
ら
ざ
る
も
の
な

り
。
旨
を
得
て
知
る
べ
し
。

二
に
行
修
同
別
異
と
は
、
今
章
は
行
を
所
行
に
属
し
、
修
は
能
修
に
属
す
。
結
文
に
云

く
、
「
あ
に
百
即
百
生
の
専
修
正
行
を
捨
て
て
、
堅
く
千
中
無
一
の
雑
修
雑[

420b
]

行
を

執
せ
ん
や
」
と
。
文
に
在
り
て
見
る
べ
し
。
髙
祖
は
し
か
ら
ず
。
「
化
土
」
本
（
十
五
）

に
云
く
、
「
そ
れ
雑
行
・
雑
修
、
そ
の
言
一
つ
に
し
て
、
そ
の
意
こ
れ
異
な
り
」
等
と
。

『
禿
鈔
』
末
に
云
々
。
意
全
く
相
同
す
。
ま
た
和
讃
に
云
々
。
な
い
し
広
説
す
。

三
に
正
業
簡
不
異
と
は
、
今
章
の
所
詮
は
、
た
だ
正
定
の
業
を
止
む
。
も
し
密
意
に
依

ら
ば
、
あ
に
簡
択
の
文
な
き
や
。
「
順
彼
仏
願
故
」
と
云
う
が
故
に
。
ま
た
「
必
為
信
心

為
能
入
」
と
云
う
が
故
に
。
し
か
り
と
い
え
ど
も
言
詮
に
在
り
て
は
簡
ぜ
ざ
る
も
の
な
り
。

髙
祖
は
し
か
ら
ず
。
明
了
に
簡
択
す
。
『
法
要
』
七
（
三
十
二
）
（
云
々
）
（
正
行
五
種
の

う
ち
に
第
四
の
称
名
を
も
て
正
定
業
と
す
く
り
（
※
選
り
）

と
り
、
余
の
四
種
を
ば
助
業

す
ぐ

と
い
え
り
。
正
定
業
た
る
称
名
念
仏
を
も
て
、
往
生
浄
土
の
正
因
と
は
か
ら
ひ
つ
の
る
す

ら
、
な
を
も
て
凡
夫
自
力
の
く
は
だ
て
な
れ
ば
、
報
土
往
生
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
と
云
々
）
。

信
心
為
本
は
す
な
わ
ち
こ
の
旨
な
り
。

四
に
相
対
開
合
異
と
は
、
今
集
は
た
だ
五
番
の
相
対
を
な
す
を
、
髙
祖
は
拡
充
す
。
『
禿

鈔
』
に
は
法
に
四
十
二
対
を
作
り
（
行
巻
四
十
八
）
、
機
に
十
八
対
を
作
る
。
開
合
知
る

べ
し
。

五
に
得
失
通
局
異
と
は
、
今
集
は
専
雑
の
得
失
を
判
じ
、
た
だ
要
弘
の
二
門
に
局
る
。

髙
祖
は
し
か
ら
ず
。
更
に
真
門
に
開
く
。
そ
の
得
失
に
至
り
て
、
真
要
一
具
、
義
を
先
ん

じ
文
を
後
に
す
。
そ
の
旨
塞
ぐ
こ
と
な
し
。
こ
れ
は
そ
の
大
者
、
小
者
推
す
べ
し
（
？
）
。

「
観
経
疏
」
は
、
四
帖
こ
れ
な
り
。

「
第
四
」
は
散
善
義
を
指
す
。

「
就
行
」
等
と
は
、
三
心
釈
中
、
深
心
に
就
い
て
二
釈
あ
り
。
一
に
就
人
立
信
、
二
に
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就
行
立
信
。
今
そ
の
一
な
り
。
余
の
文
は
下
の
ご
と
し
。

二
に
釈
に
三
。
初
に
正
行
、
二
に
雑
行
、
三
に
得
失
。
初
の
正
行
に
二
。
初
に
総
じ

て
正
行
を
明
か
す
。
二
に
助
正
を
分
別
す
。
初
の
総
じ
て
正
行
を
明
か
す
に
三
。
初

に
標
、
二
に
徴
、[

421a
]

三
に
列
。
今
は
初
。

言
正
行
者
止

是
名
正
行

（
正
行
と
い
ふ
は
、
も
つ
ぱ
ら
往
生
の
経
に
よ
り
て
行
を
行
ず
る
も
の
、
こ
れ
を
正
行
と

名
づ
く
。
）

「
行
を
行
ず
る
」
と
は
古
来
、
二
点
。
一
に
云
く
、
上
は
能
行
と
な
し
、
下
は
所
行
と

な
す
。
二
に
云
く
、
こ
れ
を
反
す
。
今
謂
く
、
並
ん
で
通
ず
（
※
註
釈
版
は
「
往
生
の
経

に
よ
り
て
行
を
行
ず
る
」
だ
が
「
行
ぜ
し
行
」
と
も
よ
め
る
）
。
下
の
行
は
後
の
雑
行
の
文
に

准
じ
、
初
を
以
っ
て
正
と
な
す
の
み
。

「
往
生
経
」
と
は
、
三
部
を
指
す
な
り
。
余
文
は
解
す
べ
し
。

二
に
徴

何
者
是
也

（
い
づ
れ
の
も
の
か
こ
れ
や
。
）

こ
の
義
は
至
要
。
故
に
徴
に
し
て
こ
れ
を
発
す
。

三
に
列
。
自
ら
五
。
知
る
べ
し
。

一
心
専
読
止

是
名
為
正

（
一
心
に
も
つ
ぱ
ら
こ
の
『
観
経
』
・
『
弥
陀
経
』
・
『
無
量
寿
経
』
等
を
読
誦
し
、
一
心

に
も
つ
ぱ
ら
思
想
を
注
め
て
か
の
国
の
二
報
荘
厳
を
観
察
し
憶
念
し
、
も
し
礼
せ
ば
す
な

は
ち
一
心
に
も
つ
ぱ
ら
か
の
仏
を
礼
し
、
も
し
口
称
せ
ば
す
な
は
ち
一
心
に
も
つ
ぱ
ら
か

の
仏
を
称
し
、
も
し
讃
歎
供
養
せ
ば
す
な
は
ち
一
心
に
も
つ
ぱ
ら
讃
歎
供
養
す
。
こ
れ
を

名
づ
け
て
正
と
な
す
。
）
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「
一
心
」
と
は
帰
仏
一
心
。
す
な
わ
ち
他
力
の
金
剛
一
心
な
り
。

「
専
読
」
等
と
は
、
報
恩
の
経
営
。
信
後
の
妙
行
な
り
。

「
読
誦
」
と
は
、
妙
句
に
云
く
、
「
文
を
看
る
を
読
と
な
す
。
忘
れ
ず
を
誦
と
な
す
」

と
。
す
な
わ
ち
こ
れ
読
誦
正
行
。
下
に
具
さ
に
釈
す
が
ご
と
し
。

「
専
注
」
等
と
は
、
心
を
一
境
に
住
す
を
専
注
と
な
す
。
す
な
わ
ち
定
な
り
。
心
を
し

て
造
作
な
ら
し
め
る
を
思
を
な
す
。
境
に
お
い
て
像
を
取
る
を
想
と
な
す
。
観
察
と
は
慧

を
も
て
体
と
な
す
。
『
論
註
』
に
云
く
、
「
心
に
そ
の
事
を
縁
ず
る
を
「
観
」
と
い
ふ
。

観
心
分
明
な
る
を
「
察
」
と
い
ふ
」
と
。
明
記
し
て
忘
れ
ざ
る
を
憶
と
な
す
。

「
念
彼
国
」
等
と
は
、
二
浄
三
厳
等
な
り
。
す
な
わ
ち
こ
れ
観
察
正
行
。
下
に
具
さ
に

釈
す
が
ご
と
し
。

「
若
礼
」
等
と
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
礼
拝
正
行
。

「
若
口
」
等
と
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
称
名
正
行
。

「
若
讃
」
等
と
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
讃
嘆
供
養
正
行
。

「
讃
」
は
謂
く
讃
揚
。
「
嘆
」
は
謂
く
歌
嘆
。
「
供
」
は
下
に
以
っ
て
上
を
薦
す
。
「
養
」

は
卑
を
も
っ
て
貴
を
資
す
。
近
く
は
『
珠
林
』
五
十
四
（
一
）
供
養
篇
の
ご
と
し
。

問
う
。
五
正
五[

421b
]

念
、
同
異
い
か
ん
。

も
し
信
後
に
約
さ
ば
、
全
く
同
じ
に
し
て
異
に
あ
ら
ず
。
も
し
信
前
に
約
さ
ば
、
差
別

な
き
に
あ
ら
ず
。
五
念
は
必
ず
信
後
に
あ
り
。
五
正
は
通
じ
て
前
後
あ
り
。
も
し
そ
の
信

前
の
失
の
有
無
の
量
は
化
土
巻
等
の
ご
と
し
。
し
か
る
に
今
『
集
』
の
ご
と
き
は
意
に
隠

意
あ
り
。
異
論
す
べ
か
ら
ず
。
今
家
は
し
か
ら
ず
。
次
上
に
弁
ず
る
が
ご
と
し
。

二
に
助
正
を
分
別
す

又
就
此
正
止

名
為
助
業

（
ま
た
こ
の
正
の
な
か
に
つ
き
て
、
ま
た
二
種
あ
り
。
一
に
は
一
心
に
も
つ
ぱ
ら
弥
陀
の

名
号
を
念
じ
て
、
行
住
坐
臥
時
節
の
久
近
を
問
は
ず
念
々
に
捨
て
ざ
る
も
の
、
こ
れ
を
正

定
の
業
と
名
づ
く
。
か
の
仏
の
願
に
順
ず
る
が
ゆ
ゑ
に
。
も
し
礼
誦
等
に
よ
る
を
す
な
は

ち
名
づ
け
て
助
業
と
な
す
。
）

「
一
心
専
念
」
等
と
は
、
こ
の
文
廃
立
専
念
の
極
致
、
浄
教
の
根
基
な
り
。
『
聖
覚
記
』

に
云
く
、
「
前
後
八
遍
、
一
心
専
念
の
文
に
至
る
。
正
し
く
素
意
を
解
す
」
（
云
々
）
。
『
和

語
灯
』
五
（
二
十
四
左
）
云
々
（
こ
れ
三
学
の
外
に
、
我
心
に
相
応
す
る
法
門
あ
り
や
。
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わ
が
身
に
堪
た
る
修
行
や
あ
る
と
。
よ
ろ
づ
の
智
者
に
も
と
め
、
も
ろ
も
ろ
の
学
者
に
と

ぶ
ら
ひ
し
に
、
教
る
人
も
な
く
、
示
す
輩
（
と
も
が
ら
）

も
な
し
。
然
間
な
げ
き
な
げ
き

経
蔵
に
入
る
。
か
な
し
み
か
な
し
み
聖
教
に
向
て
、
手
づ
か
ら
身
づ
か
ら
披
見
せ
し
に
、

善
導
大
師
の
『
観
経
の
疏
』
に
云
く
、
「
一
心
に
専
ら
弥
陀
の
名
号
を
念
じ
て
、
行
住
座

臥
、
不
問
時
節
久
近
、
念
々
不
捨
者
、
是
名
正
定
之
業
。
順
彼
仏
願
故
」
と
云
う
文
を
見

得
て
後
、
我
等
が
ご
と
き
の
無
智
の
身
は
、
偏
に
此
文
を
仰
ぎ
、
専
ら
此
理
を
憑
て
、
念

念
不
捨
の
称
名
を
修
し[

422a
]

て
、
決
定
往
生
の
業
因
を
そ
な
ふ
べ
し
等
）
（
浄
土
真
宗
全

書
六
・
六
〇
八
）
、
あ
に
簡
要
に
あ
ら
ず
と
曰
う
か
。

「
一
心
専
念
」
と
は
、
行
巻
（
三
十
五
）
に
、

「
専
心
」
と
い
へ
る
は
す
な
は
ち
一
心
な
り
、
二
心
な
き
こ
と
を
形
す
な
り
。
「
専

念
」
と
い
へ
る
は
す
な
は
ち
一
行
な
り
、
二
行
な
き
こ
と
を
形
す
な
り
。

『
法
要
』
二
の
二
（
十
七
紙
右
）
、
『
一
念
証
文
』
云
々
（
一
心
専
念
は
、
一
心
は
金
剛

の
信
心
な
り
。
専
念
と
云
は
一
向
専
修
な
り
。
一
向
は
余
の
善
に
う
つ
ら
ず
、
余
の
仏
を

念
ぜ
ず
、
専
修
は
本
願
の
み
な
を
、
ふ
た
ご
こ
ろ
な
く
も
っ
ぱ
ら
修
す
る
な
り
）
。

上
に
専
称
と
云
い
、
今
は
専
念
と
云
う
。
念
声
是
一
に
し
て
異
解
す
べ
か
ら
ず
。
『
法

要
』
二
の
二
（
六
十
三
左
）
、
『
唯
信
文
意
』
云
々
（
念
と
声
と
ひ
と
つ
こ
こ
ろ
な
り
。

念
を
は
な
れ
た
る
声
な
し
。
声
を
は
な
れ
た
る
念
な
し
と
し
る
べ
し
等
）
。

「
一
心
」
す
な
わ
こ
れ
帰
命
の
一
念
、
「
専
念
」
す
な
わ
ち
こ
れ
報
謝
称
名
な
り
。

「
行
住
」
等
と
は
、
威
儀
を
簡
ば
ざ
る
を
顕
す
。

「
不
問
」
等
と
は
、
時
節
を
論
ぜ
ざ
る
を
示
す
。

「
念
念
」
等
と
は
、
念
報
相
続
相
を
明
か
す
。

問
う
。
一
時
煩
悩
百
千
間
。
何
ぞ
念
念
不
捨
を
得
る
や
。

答
う
。
こ
の
謂
い
に
あ
ら
ず
。
念
報
称
名
、
初
後
不
二
。
こ
れ
を
念
念
不
捨
と
謂
う
な

り
（
今
家
は
訓
を
借
り
義
を
詮
ず
る
例
あ
り
。
し
か
れ
ば
「
化
土
巻
」
及
び
『
証
文
』
等
。

そ
の
義
を
見
ず
。
他
流
は
多
義
。
強
い
て
深
解
を
求
む
れ
ば
却
っ
て
非
な
り
）
。

「
是
名
」
等
と
は
、
如
来
選
定
の
業
故
、
あ
る
い
は
可
。
正
故
に
邪
定
に
あ
ら
ず
。
定

故
に
不
定
に
あ
ら
ず
。
正
は
こ
れ
正
定
聚
の
業
故
に
。
『
法
要
』
一
の
一
（
五
十
三
）
云

々
（
正
定
の
因
と
い
う
は
、
か
な
ら
ず
無
上
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
た
ね
と
も
う
す
な

り
）
。
同
一
の
二
（
十
八
紙
）
、
『
一
多
証
文
』
云
々
（
弘
誓
を
信
ず
る
を
、
報
土
の
業
因

と
さ
だ
ま
る
を
正
定
の
業
と
な
づ
く
と
い
ふ
。
仏
の
願
に
し
た
が
う
が
ゆ
え
に
と
も
う
す

文
な
り
）
。
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「
順
彼
仏
願
故
」
と
は
、
称
名
の
正
業
た
り
し
の
由
を
釈
す
な
り
。
順
は
謂
く
随
順
。

す
な
わ
ち
随
順
等
（
第
か
）

十
八
願
な
り
。
已
上
釈
文
、
全
く
願
意
を
顕
す
。

「
一
心
」
と
は
す
な
わ
ち
三
信
な
り
。

「
専
念
」
と
は
す
な
わ
ち
十
念
な
り
。

「
行
住
」
等[

422b
]

と
は
、
「
乃
」
は
乃
至
に
当
る
。

「
正
定
の
業
」
と
は
、
「
若
不
生
者
」
の
誓
約
に
由
る
が
故
に
。

「
若
依
」
等
と
は
観
察
讃
供
を
取
り
て
、
こ
れ
は
正
定
の
業
に
あ
ら
ざ
る
が
故
に
助
業

と
云
う
な
り
。
そ
の
細
判
に
至
れ
ば
、
具
さ
に
下
に
弁
ず
る
が
ご
と
し
。

且
く
異
流
を
挙
ぐ
。
『
決
疑
』
二
（
四
）
に
云
く
、

一
心
等
と
は
、
総
じ
て
常
念
の
相
を
明
か
す
。
行
住
座
臥
等
と
は
、
別
し
て
常
念
の

相
を
釈
す
（
云
々
）
。

弁
じ
て
曰
く
、
一
心
専
念
を
も
っ
て
常
念
相
続
の
相
と
な
す
は
、
源
流
を
弁
ぜ
ず
。
迂

遠
と
謂
う
べ
し
。

ま
た
云
く
、
「
行
住
座
臥
は
各
々
久
近
あ
り
」
等
と
。

弁
じ
て
曰
く
、
迂
遠
甚
だ
し
。

ま
た
云
く
、
「
念
念
不
捨
と
は
、
こ
れ
行
者
の
用
心
意
楽
」
等
と
釈
す
。

弁
じ
て
曰
く
、
自
力
策
励
な
り
。
か
の
家
の
常
態
の
み
。

『
私
集
鈔
』
二
（
四
）
云
く
、

一
心
は
安
心
、
専
念
は
起
行
作
業
、
（
乃
至
）
念
念
不
捨
は
、
こ
の
文
を
付
し
て
多

義
あ
り
。
具
さ
に
七
義
を
出
す
（
云
々
）

弁
じ
て
云
く
、
専
念
を
も
っ
て
作
業
と
な
す
は
非
な
り
。

七
義
中
に
つ
い
て
第
一
は
鎮
西
義
（
上
に
已
に
破
す
が
ご
と
し
）
。

第
二
の
東
山
義
に
云
く
、
「
随
犯
随
懺
故
に
。
後
念
の
前
念
に
続
く
」
等
と
は
、
ま
た

こ
れ
策
励
。

第
三
の
西
山
義
に
云
く
、
「
行
者
の
念
念
に
あ
ら
ず
。
仏
の
念
念
不
捨
と
は
強
く
他
力

義
を
為
す
を
求
め
る
」
と
は
、
附
会
甚
だ
し
。

第
四
（
深
草
）
義
に
云
く
、
「
上
の
念
は
生
に
約
し
、
下
の
念
は
仏
に
約
す
」
と
は
、

文
理
通
ら
ず
。
全
く
憶
測
の
み
。

第
五
（
竹
林
寺
）
義
に
云
く
、
「
煩
悩
の
間
に
起
き
る
と
い
え
ど
も
、
一
得
業
成
に
て
、
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永
く
捨
失
せ
ず
」
と
は
、
こ
の
釋
好
し
。
し
か
れ
ど
も
そ
の
安
心
は
な
お
こ
れ
自
力
な
り
。

第
六
の
円
福
寺
の
道
意
の
義
に
云
く
、
「
念
念
は
す
な
わ
ち
三
性
の
念
、
帰
仏
を
捨
て

ざ
る
」
等
。
弁
じ
て
曰
く
こ
の
釋
好
し
。
し
か
れ
ど
も
そ
の
安
心
は
な
お
こ
れ
自
力
な
り
。

第
七
に
円
福
寺
の
頓
乗
の
義
に
云
く
、
「
念
念
の
言
は
す
な
わ
ち
行[

423a
]

と
は
帰
行

念
念
な
り
。
境
に
対
し
て
三
性
の
心
を
雑
起
す
と
い
え
ど
も
、
し
か
し
て
内
に
信
心
を
得

る
が
故
に
、
時
時
の
称
名
念
仏
、
後
念
は
前
念
に
継
ぐ
。
故
に
念
念
不
捨
者
と
云
う
」
等
。

弁
じ
て
曰
く
、
今
家
に
似
た
り
と
雖
も
、
な
お
こ
れ
自
力
。
鎮
の
釈
義
、
略
述
す
れ
ば
ほ

ぼ
し
か
り
。

『
六
要
』
三
本
（
十
一
）
に
二
義
あ
り
。
後
義
を
も
っ
て
本
と
な
す
（
云
々
）
。
あ
る

い
は
評
し
て
初
義
は
鎮
西
に
同
じ
。
後
義
は
竹
林
寺
に
同
じ
（
云
々
）
。
今
は
謂
く
然
ら

ず
。
た
だ
釈
は
相
類
の
み
。
他
流
の
義
に
同
ず
る
が
ご
と
し
。
自
力
策
励
を
免
れ
ざ
る
が

故
に
。
釈
相
を
も
っ
て
同
異
を
論
ず
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

二
に
雑
行

除
此
正
助
止

悉
名
雑
行
也

（
こ
の
正
助
二
行
を
除
き
て
の
ほ
か
の
自
余
の
諸
善
を
こ
と
ご
と
く
雑
行
と
名
づ
く
。
）

雑
行
と
は
、
諸
善
万
行
に
て
純
極
楽
の
行
に
あ
ら
ざ
る
が
故
に
。
「
化
土
」
本
（
十
五
）

に
云
く
、

雑
の
言
に
お
い
て
万
行
を
摂
入
す
。
五
正
行
に
対
し
て
五
種
の
雑
行
あ
り
。
雑
の
言

は
、
人
・
天
・
菩
薩
等
の
解
行
、
雑
せ
る
が
ゆ
ゑ
に
雑
と
い
へ
り
。
も
と
よ
り
往
生

の
因
種
に
あ
ら
ず
、
回
心
回
向
の
善
な
り
。
ゆ
ゑ
に
浄
土
の
雑
行
と
い
ふ
な
り

三
に
得
失

若
修
止

名
疎
雑
之
行

（
も
し
前
の
正
助
二
行
を
修
す
れ
ば
、
心
つ
ね
に
〔
阿
弥
陀
仏
に
〕
親
近
し
て
憶
念
断
え

ず
、
名
づ
け
て
無
間
と
な
す
。
も
し
後
の
雑
行
を
行
ず
れ
ば
、
す
な
は
ち
心
つ
ね
に
間
断

す
。
回
向
し
て
生
ず
る
こ
と
を
得
べ
し
と
い
へ
ど
も
、
衆
く
疎
雑
の
行
と
名
づ
く
」
と
。
）
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已
下
は
そ
の
得
失
を
判
ず
。
具
さ
に
下
に
明
か
す
が
ご
と
し
。

選
択
集
通
津
録
巻
一
（
終
）

[
423b

]

選
択
集
通
津
録
巻
二

芸
州
報
専
寺

慧
雲
著

二
に
私
釈
に
二
。
初
は
釈
文
。
二
に
示
例
。
初
の
釈
文
に
二
。
初
は
総
分
。
二
に
別

釈
。
今
は
初
。

私
云
就
此
止

二
行
得
失

（
わ
た
く
し
に
い
は
く
、
こ
の
文
に
つ
き
て
二
の
意
あ
り
。
一
に
は
往
生
の
行
相
を
明
か

す
。
二
に
は
二
行
の
得
失
を
判
ず
。
）

文
意
見
る
べ
し
。

二
の
別
釈
に
二
。
初
は
往
生
の
形
相
を
明
か
す
。
二
は
二
行
の
得
失
を
明
か
す
。
初

の
往
生
の
形
相
を
明
か
す
に
二
。
初
に
二
種
を
標
す
。
二
に
二
種
を
釈
す
。
今
は
初
。

初
明
往
生
止

二
雑
行

（
初
め
に
往
生
の
行
相
を
明
か
す
と
い
ふ
は
、
善
導
和
尚
の
意
に
よ
ら
ば
、
往
生
の
行
多

し
と
い
へ
ど
も
大
き
に
分
ち
て
二
と
な
す
。
一
に
は
正
行
、
二
に
は
雑
行
な
り
。
）

文
意
見
る
べ
し
。

二
に
二
種
を
釈
す
に
二
。
初
は
正
行
。
二
は
雑
行
。
初
の
正
行
に
二
。
初
は
開
合
を

標
す
。
二
に
開
合
を
釈
す
。
今
は
初
。

初
正
行
者
止

合
為
二
種

（
初
め
の
正
行
と
は
、
こ
れ
に
つ
き
て
開
合
の
二
の
義
あ
り
。
初
め
の
開
を
五
種
と
な
し
、

後
の
合
を
二
種
と
な
す
。
）
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文
意
見
る
べ
し
。

二
に
開
合
を
釈
す
に
二
。
初
は
開
。
二
は
合
。
初
の
開
の
中
に
二
。
初
は
標
。
二
は

釈
。
今
は
初
。

釈
の
中
に
三
。
初
は
開
中
の
合
。
二
は
開
中
の
開
。
三
は
結
。
初
の
開
中
の
合
に
五
。

上
に
准
じ
て
見
る
べ
し
。

初
開
為
五
種
止

為
正
是
也

（
初
め
の
開
を
五
種
と
な
す
と
い
ふ
は
、
一
に
は
読
誦
正
行
、
二
に
は
観
察
正
行
、
三
に

は
礼
拝
正
行
、
四
に
は
称
名
正
行
、
五
に
は
讃
歎
供
養
正
行
な
り
。

第
一
の
読
誦
正
行
は
、
も
つ
ぱ
ら
『
観
経
』
等
を
読
誦
す
る
な
り
。
す
な
は
ち
文
（
散

善
義
）
に
、
「
一
心
に
も
つ
ぱ
ら
こ
の
『
観
経
』
・
『
弥
陀
経
』
・
『
無
量
寿
経
』
等
を
読
誦

す
」
と
い
ふ
こ
れ
な
り
。
第
二
に
観
察
正
行
は
、
も
つ
ぱ
ら
か
の
国
の
依
正
二
報
を
観
察

す
る
な
り
。
す
な
は
ち
文
（
同
）
に
、
「
一
心
に
も
つ
ぱ
ら
思
想
を
注
め
て
か
の
国
の
二

報
荘
厳
を
観
察
し
憶
念
す
」
と
い
ふ
こ
れ
な
り
。
第
三
に
礼
拝
正
行
は
、
も
つ
ぱ
ら
弥
陀

を
礼
す
る
な
り
。
す
な
は
ち
文
（
同
）
に
、
「
も
し
礼
せ
ば
す
な
は
ち
一
心
に
も
つ
ぱ
ら

か
の
仏
を
礼
す
」
と
い
ふ
こ
れ
な
り
。
第
四
に
称
名
正
行
は
、
も
つ
ぱ
ら
弥
陀
の
名
号
を

称
す
る
な
り
。
す
な
は
ち
文
（
同
）
に
、
「
も
し
口
称
せ
ば
す
な
は
ち
一
心
に
も
つ
ぱ
ら

か
の
仏
を
称
す
」
と
い
ふ
こ
れ
な
り
。
第
五
に
讃
歎
供
養
正
行
は
、
も
つ
ぱ
ら
弥
陀
を
讃

歎
供
養
す
る
な
り
。
す
な
は
ち
文
（
同
）
に
、
「
も
し
讃
歎
供
養
せ
ば
す
な
は
ち
一
心
に

も
つ
ぱ
ら
讃
歎
供
養
す
、
こ
れ
を
名
づ
け
て
正
と
な
す
」
と
い
ふ
こ
れ
な
り
。
）

文
に
配
し
て
見
る
べ
し
。

二
に
開
中
の
開

[
424a

]

若
開
讃
嘆
止

六
種
正
行
也

（
も
し
讃
歎
と
供
養
と
を
開
し
て
二
と
な
さ
ば
、
六
種
正
行
と
名
づ
く
べ
し
。
）

文
意
解
す
べ
し
。

三
に
結
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今
依
合
義
故
云
五
種

（
い
ま
合
の
義
に
よ
る
が
ゆ
ゑ
に
五
種
と
い
ふ
。
）

文
意
解
す
べ
し
。

二
に
合
に
二
。
初
は
標
、
二
は
釈
。
今
は
初
。

次
合
為
二
止

二
者
助
業

（
次
に
合
を
二
種
と
な
す
と
い
ふ
は
、
一
に
は
正
業
、
二
に
は
助
業
な
り
。
）

文
意
解
す
べ
し
。

二
に
釈
に
三
。
初
は
正
業
、
二
は
助
業
、
三
は
重
ね
て
正
業
を
釈
す
。
今
は
初
。

初
正
業
者
止

願
故
是
也

（
初
め
の
正
業
は
、
上
の
五
種
の
な
か
の
第
四
の
称
名
を
も
つ
て
正
定
の
業
と
な
す
。
す

な
は
ち
文
（
散
善
義
）
に
、
「
一
心
に
も
つ
ぱ
ら
弥
陀
の
名
号
を
念
じ
て
、
行
住
坐
臥
時

節
の
久
近
を
問
は
ず
念
々
に
捨
て
ざ
る
も
の
、
こ
れ
を
正
定
の
業
と
名
づ
く
。
か
の
仏
の

願
に
順
ず
る
が
ゆ
ゑ
に
」
と
い
ふ
こ
れ
な
り
。
）

文
意
解
す
べ
し
。

二
に
助
業

次
助
業
者
止

助
業
是
也

（
次
に
助
業
は
、
第
四
の
口
称
を
除
き
て
の
ほ
か
の
読
誦
等
の
四
種
を
も
つ
て
し
か
も
助

業
と
な
す
。
す
な
は
ち
文
（
同
）
に
、
「
も
し
礼
誦
等
に
よ
る
を
す
な
は
ち
名
づ
け
て
助

業
と
な
す
」
と
い
ふ
こ
れ
な
り
。
）

文
意
解
す
べ
し
。
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三
に
重
ね
て
正
業
を
釈
す

問
曰
何
故
止

至
下
可
知

（
問
ひ
て
い
は
く
、
な
ん
が
ゆ
ゑ
ぞ
五
種
の
な
か
に
独
り
称
名
念
仏
を
も
つ
て
正
定
の
業

と
な
す
や
。
答
へ
て
い
は
く
、
か
の
仏
の
願
に
順
ず
る
が
ゆ
ゑ
に
。
意
は
い
は
く
、
称
名

念
仏
は
こ
れ
か
の
仏
の
本
願
の
行
な
り
。
ゆ
ゑ
に
こ
れ
を
修
す
れ
ば
、
か
の
仏
の
願
に
乗

じ
て
か
な
ら
ず
往
生
を
得
。
そ
の
仏
の
本
願
の
義
、
下
に
至
り
て
知
る
べ
し
。
）

重
ね
て
釈
す
旨
あ
り
。
後
の
人
を
し
て
「
順
彼
仏
願
故
」
の
一
句
は
直
ち
に
千
金
と
知

ら
し
め
ん
と
欲
す
。
こ
の
章
は
第
三
章
へ
の
楷
梯
の
深
義
た
り
。
故
に
問
答
し
重
釈
す
る

の
み
。二

に
雑
行
に
三
。
初
に
文
を
挙
ぐ
。
二
に
略
釈
。
三
に
広
釈
。
今
は
初
。

次
雑
行
者
止

雑
行
是
也

（
次
に
雑
行
は
、
す
な
は
ち
文
（
同
）
に
、
「
こ
の
正
助
二
行
を
除
き
て
の
ほ
か
の
自
余

の
諸
善
を
こ
と
ご
と
く
雑
行
と
名
づ
く
」
と
い
ふ
こ
れ
な
り
。
）

文
意
解
す
べ
し
。

二
に
略
釈

意
云
雑
行
止

不
遑
具
述

（
意
は
い
は
く
、
雑
行
無
量
な
り
、
つ
ぶ
さ
に
述
ぶ
る
に
遑
あ
ら
ず
。
）

化
土
巻
に
云
く
、
「
雑
の
言
に
お
い
て
万
行
を
摂
入[

424b
]

す
。
五
種
正
行
（
※
原
本
：

五
正
行
。
本
派
存
如
上
人
授
与
本
は
「
五
種
正
行
」
）

に
対
し
て
五
種
の
雑
行
あ
り
」
（
浄
真

全
二
・
一
九
七
）
と
。
全
く
今
と
同
じ
。

三
に
広
釈
に
四
。
初
は
体
を
示
す
。
二
は
数
を
示
す
。
三
は
分
釈
。
四
は
余
を
摂
す
。

今
は
初
。
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但
今
且
止

五
種
雑
行
也

（
た
だ
し
ば
ら
く
五
種
の
正
行
に
翻
対
し
て
も
つ
て
五
種
の
雑
行
を
明
か
す
べ
し
。
）

文
意
解
す
べ
し
。

二
に
数
を
示
す
。

一
読
誦
雑
行
止

供
養
雑
行
也

（
一
に
は
読
誦
雑
行
、
二
に
は
観
察
雑
行
、
三
に
は
礼
拝
雑
行
、
四
に
は
称
名
雑
行
、
五

に
は
讃
歎
供
養
雑
行
な
り
。
）

文
意
解
す
べ
し
。

三
に
分
釈
に
自
ず
か
ら
五

第
一
読
誦
止

供
養
雑
行

（
第
一
に
読
誦
雑
行
と
い
ふ
は
、
上
の
『
観
経
』
等
の
往
生
浄
土
の
経
を
除
き
て
の
ほ
か

の
大
小
乗
顕
密
の
諸
経
に
お
い
て
受
持
し
読
誦
す
る
を
こ
と
ご
と
く
読
誦
雑
行
と
名
づ

く
。
第
二
に
観
察
雑
行
と
い
ふ
は
、
上
の
極
楽
の
依
正
を
除
き
て
の
ほ
か
の
大
小
、
顕
密
、

事
理
の
観
行
を
み
な
こ
と
ご
と
く
観
察
雑
行
と
名
づ
く
。
第
三
に
礼
拝
雑
行
と
い
ふ
は
、

上
の
弥
陀
を
礼
拝
す
る
を
除
き
て
の
ほ
か
の
一
切
の
諸
余
の
仏
・
菩
薩
等
お
よ
び
も
ろ
も

ろ
の
世
天
等
に
お
い
て
礼
拝
恭
敬
す
る
を
こ
と
ご
と
く
礼
拝
雑
行
と
名
づ
く
。
第
四
に
称

名
雑
行
と
い
ふ
は
、
上
の
弥
陀
の
名
号
を
称
す
る
を
除
き
て
の
ほ
か
の
自
余
の
一
切
の
仏

・
菩
薩
等
お
よ
び
も
ろ
も
ろ
の
世
天
等
の
名
号
を
称
す
る
を
こ
と
ご
と
く
称
名
雑
行
と
名

づ
く
。
第
五
に
讃
歎
供
養
雑
行
と
い
ふ
は
、
上
の
弥
陀
仏
を
除
き
て
の
ほ
か
の
一
切
の
諸

余
の
仏
・
菩
薩
等
お
よ
び
も
ろ
も
ろ
の
世
天
等
に
お
い
て
讃
歎
供
養
す
る
を
こ
と
ご
と
く

讃
歎
供
養
雑
行
と
名
づ
く
。
）

「
第
一
」
等
と
は
、
た
と
い
傍
依
の
諸
経
、
西
方
を
讃
歎
し
、
弥
陀
を
称
揚
し
、
往
生

を
記
別
す
れ
ど
も
、
た
だ
一
機
一
縁
と
な
し
て
し
か
る
の
み
な
り
。
故
に
こ
れ
を
読
誦
す

れ
ど
も
、
み
な
雑
行
に
属
す
。
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「
第
二
」
等
と
は
、
上
に
准
じ
て
解
す
べ
し
。

「
事
理
の
観
行
」
と
は
、
九
想
八
背
捨
等
は
事
観
と
な
し
、
唯
識
真
如
等
は
理
観
と
な

す
。
一
切
准
じ
て
解
す
。

「
第
三
」
等
と
は
、
准
じ
て
解
す
こ
と
知
る
べ
し
。

「
第
四
」
等
と
は
、
准
じ
て
釈
す
こ
と
解
す
べ
し
。

「
第
五
」
等
と
は
、
准
じ
て
解
す
こ
と
知
る
べ
し
。

四
に
余
を
摂
す

此
外
亦
有
止

雑
行
之
言

（
こ
の
ほ
か
ま
た
布
施
・
持
戒
等
の
無
量
の
行
あ
り
。
み
な
雑
行
の
言
に
摂
尽
す
べ
し
。
）

文
意
解
す
べ
し
。

問
う
。
上
来
の
文
意
、
並
び
に
こ
の
信
後
の
妙
行
は
、
念
報
の
経
営
な
り
。
し
か
る
に

化
巻
・
禿
鈔
、
引
弁
に
失
多
し
。
い
か
ん
が
こ
れ
を
通
ず
。

答
う
。
向
の
所
謂
隠
顕
の
判
釈
の
異
、
こ
れ
な
り
。
そ
れ
終
南
は
疏
を
製
す
。[

425a
]

さ
き

所
釈
な
れ
ば
（
？
）

隠
顕
あ
り
。
能
釈
も
ま
た
隠
顕
あ
り
。
淄
・
澠
の
合
、
易
牙
（
？
）

こ
れ
を
分
つ
。
水
乳
の
和
、
鵞
・
鴨
こ
れ
を
知
る
。
元
祖
は
知
り
て
言
わ
ず
。
初
開
対
外

な
り
。
髙
祖
は
承
け
て
こ
れ
を
判
ず
。
後
述
対
内
な
り
。
こ
こ
を
も
っ
て
今
集
は
た
だ
隠

意
を
約
し
、
宗
祖
の
ご
と
き
は
顕
意
を
判
じ
、
信
前
・
信
後
を
撿
択
す
。
差
別
見
る
べ
し
。

問
う
。
化
巻
に
云
く
、
「
雑
行
雑
修
」
と
。
意
は
異
に
し
て
言
は
似
る
。
し
か
れ
ど
も

疏
お
よ
び
集
、
そ
の
判
を
見
ず
。
い
か
ん
が
こ
れ
を
領
す
。

答
う
。
向
の
所
謂
行
修
同
別
の
異
こ
れ
な
り
。
世
人
な
お
言
く
、
「
三
代
（
夏
・
殷
・

さ
き

周
の
三
王
朝
）

の
礼
楽
（
礼
法
や
音
楽
）
、

周
に
至
り
て
全
く
備
わ
る
」
と
。
今
ま
た
し
か

り
。
終
南
は
た
だ
五
正
を
判
ず
る
の
み
。
元
祖
は
加
え
て
五
雑
を
も
っ
て
す
。
こ
こ
に
お

い
て
正
雑
相
対
す
。
廃
立
の
旨
成
ず
。
し
か
し
て
な
お
い
ま
だ
二
力
二
土
の
細
判
に
及
ば

ず
。
西
鎮
の
輩
、
鷸
蚌
（
シ
ギ
と
ハ
マ
グ
リ
）
相
持
し
、
勢
死
止
ま
ざ
ら
し
め
ん
に
到
る
。

い
つ
ぼ
う

あ
る
い
は
文
に
執
し
義
に
背
き
（
鎮
西
）
、
あ
る
い
は
義
に
つ
い
て
旨
を
迷
す
（
西
山
）
。

そ
の
過
祖
判
（
以
初
為
正
）
と
違
い
経
旨
を
失
す
（
法
蔵
発
願
）
の
弊
に
至
り
て
お
わ
ん

ぬ
。髙

祖
は
こ
の
弊
を
愍
ぜ
ん
が
た
め
の
故
に
、
果
に
二
土
を
判
じ
（
西
河
・
終
南
及
び
横

川
を
承
け
る
者
な
り
）
、
因
に
二
力
を
択
ぶ
（
玄
簡
を
承
け
る
者
な
り
）
。
因
は
二
力
の
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差
あ
る
を
も
っ
て
の
故
に
、
果
は
二
土
の
別
あ
り
。
こ
こ
に
お
い
て
か
文
順
義
正
な
り
。

祖
判
は
こ
れ
に
立
つ
。
経
旨
す
な
わ
ち
通
ず
。
行
修
同
異
の
則
の
ご
と
き
は
、
そ
の
別
支

の
み
。
こ
れ
を
思
え
。
向
の
所
謂
正
業
簡
不
の
異
、
ま
た
こ
れ
旨
な
り
。

さ
き

二
に
二
行
の
得
失
を
明
か
す
に
二
。
初
に
文
を
挙
げ
て
略
示
す
。
二
に
義
に
就
い
て

広
判
す
。
今
は
初
。

次
判
二
行
止

即
其
文
也

（
次
に
二
行
の
得
失
を
判
ぜ
ば
、
「
も
し
前
の
正
助
二
行
を
修
す
れ
ば
、
心
つ
ね
に
〔
阿

弥
陀
仏
に
〕
親
近
し
て
憶
念
断
え
ず
、
名
づ
け
て
無
間
と
な
す
。
も
し
後
の
雑
行
を
行
ず

る
は
、
す
な
は
ち
心
つ
ね
に
間
断
す
。
回
向
し
て
生
ず
る
こ
と
を
得
べ
し
と
い
へ
ど
も
、

衆
く
疎
雑
の
行
と
名
づ
く
」
（
散
善
義
）
と
、
す
な
は
ち
そ
の
文
な
り
。
）

文
意
解
す
べ
し
。

[
425b

]二
に
義
に
就
い
て
広
判
す
る
に
二
。
初
は
標
、
二
は
釈
。
今
は
初
。

按
此
文
意
止

純
雑
対
也

（
こ
の
文
の
意
を
案
ず
る
に
、
正
雑
二
行
に
つ
き
て
五
番
の
相
対
あ
り
。
一
に
は
親
疎
対
、

二
に
は
近
遠
対
、
三
に
は
有
間
無
間
対
、
四
に
は
回
向
不
回
向
対
、
五
に
は
純
雑
対
な
り
。
）

文
意
解
す
べ
し
。

二
に
釈
に
五
。
初
は
親
疎
対
、
二
に
は
近
遠
対
、
三
に
は
有
間
無
間
対
、
四
に
は
回

向
不
回
向
対
、
五
に
は
純
雑
対
。
今
は
初
。

第
一
親
疎
対
止

名
疎
行
也

（
第
一
に
親
疎
対
と
い
ふ
は
、
先
づ
「
親
」
と
い
ふ
は
、
正
助
二
行
を
修
す
る
も
の
は
阿

弥
陀
仏
に
お
い
て
は
な
は
だ
も
つ
て
親
昵
と
な
す
。
ゆ
ゑ
に
『
疏
』
（
定
善
義
）
の
上
の

文
に
い
は
く
、
「
衆
生
行
を
起
し
て
心
口
に
つ
ね
に
仏
を
称
す
れ
ば
、
仏
す
な
は
ち
こ
れ

を
聞
し
め
す
。
身
に
つ
ね
に
仏
を
礼
敬
す
れ
ば
、
仏
す
な
は
ち
心
に
こ
れ
を
見
た
ま
ふ
。

心
つ
ね
に
仏
を
念
ず
れ
ば
、
仏
す
な
は
ち
こ
れ
を
知
り
た
ま
ふ
。
衆
生
仏
を
憶
念
す
れ
ば
、
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仏
衆
生
を
憶
念
し
た
ま
ふ
。
彼
此
の
三
業
あ
ひ
捨
離
せ
ず
。
ゆ
ゑ
に
親
縁
と
名
づ
く
」
と
。

次
に
「
疎
」
と
い
ふ
は
雑
行
な
り
。
衆
生
仏
を
称
せ
ざ
れ
ば
、
仏
す
な
は
ち
こ
れ
を
聞
き

た
ま
は
ず
。
身
に
仏
を
礼
せ
ざ
れ
ば
、
仏
す
な
は
ち
こ
れ
を
見
た
ま
は
ず
。
心
に
仏
を
念

ぜ
ざ
れ
ば
、
仏
す
な
は
ち
こ
れ
を
知
り
た
ま
は
ず
。
衆
生
仏
を
憶
念
せ
ざ
れ
ば
、
仏
衆
生

を
憶
念
し
た
ま
は
ず
。
彼
此
の
三
業
つ
ね
に
捨
離
す
。
ゆ
ゑ
に
疎
行
と
名
づ
く
。
）

五
番
の
相
対
。
第
一
・
第
二
の
借
は
定
義
（
※
頭
注
：
私
に
云
く
「
善
」
か
）

義
。
第
三

は
礼
讃
。
第
四
は
玄
義
。
取
来
抑
揚
す
。
第
五
の
純
雑
、
正
し
く
今
章
を
述
べ
る
。
髙
祖

は
拡
充
し
、
行
巻
に
は
、
法
に
四
十
八
対
あ
り
、
機
に
十
一
あ
り
。
『
禿
鈔
』
に
は
、
法

に
四
十
二
あ
り
、
機
に
十
八
あ
り
。
広
略
存
没
す
。
各
々
そ
の
旨
あ
り
。
向
の
い
わ
ゆ
る

相
対
開
合
異
こ
れ
な
り
。

「
親
昵
」
の
昵
と
は
、
『
韻
会
』
に
尼
質
の
切
。
『
説
文
』
に
曰
く
「
近
」
な
り
。
徐

に
曰
く
、
「
日
々
相
近
す
る
」
な
り
。

『
疏
』
の
上
の
文
は
定
善
義
を
指
す
。
摂
取
章
の
ご
と
し
。

「
衆
生
」
等
と
は
、
衆
生
の
す
な
わ
ち
身
口
意
の
三
、
仏
の
す
な
わ
ち
見
聞
知
の
三
。

『
和
語
灯
』
二
（
十
七
）
に
云
々
（
弥
陀
の
本
願
は
、
決
定
成
就
し
て
極
楽
世
界
を
荘
厳

し
た
ら
ば
、
御
目
を
み
ま
は
し
て
、
我
名
を
称
す
る
者
や
あ
る
と
御
覧
じ
、
御
耳
を
傾
て

我
名
を
称
す
る
者
を
や
あ
る
と
、
夜
昼
き
こ
し
め
さ
る
る
也
。
さ
れ
ば
一
称
も
一
念
も
、

阿
弥
陀
に
し
ら
れ
ま
ひ
ら
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
）
。
こ
れ
は
こ
れ
元
祖
、
今
意
を
形
容

す
る
な
り
。

自
ら
二
意
あ
り
。
一
は
事
に
約
し
、
二
は
理
に
約
す
。

初
に
事
に
約
せ
ば
、
天
眼
遠
見
力
。
天
耳
遙
聞
力
、
他
心
徹
鑒
（
※
鑑
の
異
体
字
）

力

故
に
。
『
語
灯
』
の
釈
の
ご
と
し
。

次
に
理
に
約
せ
ば
、
心
遍
・
身
遍
・
無
障
礙
な
り
（
※
法
界
の
三
義
（
註
釈
版
七
祖
篇
・

四
三
一
頁
）
）
。
遍
く
故
に
あ
い
捨
離
せ
ざ
る
も
の
な
り
。

「
憶
念
」
と
は
恒
時
相
続
相
。

「
彼
此
」
等
と
は
見
聞
知
、
こ
の
彼
の
三
業
と
、
称
礼
念
こ
の
此
の
三
業
と
、[

426a
]

須
臾
に
あ
い
離
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

問
う
。
鸞
師
は
云
わ
ざ
る
か
。
「
諸
仏
の
三
業
荘
厳
、
畢
竟
平
等
に
し
て
、
よ
く
衆
生

の
虚
誑
の
三
業
を
治
す
」
等
と
。
今
何
ぞ
異
な
る
や
。

答
う
。
異
に
似
た
れ
ど
も
全
く
同
じ
。
彼
は
回
施
の
本
に
約
す
が
故
に
。
此
は
摂
化
の

末
に
約
す
が
故
に
。
本
末
初
後
、
各
々
一
義
を
挙
げ
、
理
実
互
成
の
も
の
な
り
。
ま
さ
に

知
る
べ
し
、
そ
の
親
は
父
子
・
夫
婦
の
ご
と
き
に
し
か
る
な
り
。
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次
に
「
疎
」
と
は
一
一
こ
れ
を
反
す
る
。
逆
意
見
る
べ
し
。

二
に
は
近
遠
対

第
二
近
遠
止

所
引
釈
也

（
第
二
に
近
遠
対
と
い
ふ
は
、
先
づ
「
近
」
と
い
ふ
は
、
正
助
二
行
を
修
す
る
も
の
は
阿

弥
陀
仏
に
お
い
て
は
な
は
だ
も
つ
て
隣
く
近
し
と
な
す
。
ゆ
ゑ
に
『
疏
』
（
定
善
義
）
の

上
の
文
に
い
は
く
、
「
衆
生
仏
を
見
ん
と
願
ず
れ
ば
、
仏
す
な
は
ち
念
に
応
じ
て
目
の
前

に
現
在
し
た
ま
ふ
。
ゆ
ゑ
に
近
縁
と
名
づ
く
」
と
。
次
に
「
遠
」
と
い
ふ
は
雑
行
な
り
。

衆
生
仏
を
見
ん
と
願
ぜ
ざ
れ
ば
、
仏
す
な
は
ち
念
に
応
ぜ
ず
、
目
の
前
に
現
じ
た
ま
は
ず
。

ゆ
ゑ
に
遠
と
名
づ
く
。
た
だ
し
親
近
の
義
こ
れ
一
に
似
た
り
と
い
へ
ど
も
、
善
導
の
意
分

ち
て
二
と
な
す
。
そ
の
旨
『
疏
』
（
同
）
の
文
に
見
え
た
り
。
ゆ
ゑ
に
い
ま
引
き
釈
す
る

と
こ
ろ
な
り
。
）

「
先
近
」
等
と
は
、
上
は
心
の
親
に
約
す
。
今
は
身
の
近
に
就
く
。

「
隣
」
は
云
く
比
隣
。

「
『
疏
』
の
上
の
文
」
は
、
次
の
上
と
同
じ
。

「
但
親
」
等
と
は
、
『
疏
』
の
文
は
す
で
に
親
近
の
二
縁
を
分
つ
。
故
に
今
は
こ
れ
を

承
け
て
、
上
と
相
望
す
る
に
、
自
ず
か
ら
四
句
あ
り
。
一
は
親
に
し
て
近
に
あ
ら
ず
。
譬

え
ば
父
子
の
在
す
都
の
卑
（
※
？
）
を
越
す
る
が
ご
と
し
。
二
に
近
に
し
て
親
に
あ
ら
ず
。

譬
え
ば
怨
讐
密
邇
（
※
迩
の
異
体
字
：
ち
か
い
）

に
し
て
比
隣
の
ご
と
し
。
三
に
ま
た
親

ま
た
近
。
譬
え
ば
父
子
の
同
じ
く
一
室
に
居
す
る
が
ご
と
し
。
四
に
親
に
あ
ら
ず
近
に
あ

ら
ず
。
行
路
人
の
ご
と
し
。
今
は
第
三
句
を
取
る
の
み
。

三
に
は
有
間
無
間
対

第
三
無
間
止

間
断
是
也

（
第
三
に
無
間
有
間
対
と
い
ふ
は
、
先
づ
「
無
間
」
と
い
ふ
は
、
正
助
の
二
行
を
修
す
る

も
の
は
弥
陀
仏
に
お
い
て
憶
念
間
断
せ
ず
。
ゆ
ゑ
に
「
名
づ
け
て
無
間
と
な
す
」
と
い
ふ

こ
れ
な
り
。
次
に
「
有
間
」
と
い
ふ
は
、
雑
行
を
修
す
る
も
の
は
弥
陀
仏
に
お
い
て
憶
念

つ
ね
に
間
断
す
。
ゆ
ゑ
に
「
心
つ
ね
に
間
断
す
」
と
い
ふ
こ
れ
な
り
。
）
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「
間
」
と
は
間
隔
の
義
（
門
隙
に
月
を
来
す
に
象
す
。
語
に
云
く
、「
孝
な
る
か
閔
子
騫
。

び

ん

し

け

ん

人
、
そ
の
父
母
昆
弟
の
言
を
間
せ
ず
」
（
※
『
論
語
』
先
進
第
十
一
）

と
。
あ
る
い
は
そ
の

病
の
間
に
等
し
。
字
義
に
知
る
べ
し
）
。

「
憶
念
不
断
」
と
は
、
弘
願
の
行
人
。
妄
念
の
雑
と
い
え
ど
も
、
し
か
し
て
自
力
の
念

を
離
る
る
が
故
に
。

「
憶
念
間
断
」
と
は
、
雑
修
の
人
。
頭
然
を
救
う
が
ご
と
く
し
て
疑
退
心
を
懐
く
。
旨

を
得
て
こ
れ
を
領
す
。
こ
の
文
は
下
の
『
礼
讃
』
中
に
十
三[

426b
]

失
を
明
か
す
の
文
を

借
り
て
来
る
。
文
は
憶
想
間
断
を
云
う
が
故
に
。

四
に
は
回
向
不
回
向
対

第
四
不
回
止

得
生
是
也

（
第
四
に
不
回
向
回
向
対
と
い
ふ
は
、
正
助
二
行
を
修
す
る
も
の
は
、
た
と
ひ
別
に
回
向

を
用
ゐ
ざ
れ
ど
も
自
然
に
往
生
の
業
と
な
る
。
ゆ
ゑ
に
『
疏
』
（
玄
義
分
）
の
上
の
文
に

い
は
く
、
「
い
ま
こ
の
『
観
経
』
の
な
か
の
十
声
仏
を
称
す
る
は
、
す
な
は
ち
十
願
十
行

あ
り
て
具
足
せ
り
。
い
か
ん
が
具
足
す
る
。
〈
南
無
〉
と
い
ふ
は
す
な
は
ち
こ
れ
帰
命
、

ま
た
こ
れ
発
願
回
向
の
義
な
り
。
〈
阿
弥
陀
仏
〉
と
い
ふ
は
す
な
は
ち
こ
れ
そ
の
行
な
り
。

こ
の
義
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
に
か
な
ら
ず
往
生
を
得
」
と
。
｛
以
上
｝
次
に
「
回
向
」
と
い

ふ
は
、
雑
行
を
修
す
る
も
の
は
、
か
な
ら
ず
回
向
を
用
ゐ
る
時
に
往
生
の
因
と
な
る
。
も

し
回
向
を
用
ゐ
ざ
る
時
に
は
往
生
の
因
と
な
ら
ず
。
ゆ
ゑ
に
「
回
向
し
て
生
ず
る
こ
と
を

得
べ
し
と
い
へ
ど
も
」
と
い
ふ
こ
れ
な
り
。
）

今
こ
の
一
対
、
『
註
論
』
よ
り
源
じ
、
正
し
く
「
玄
義
」
を
承
け
る
。
至
玄
至
要
は
行

巻
の
『
翼
解
』
、
五
帖
敷
演
す
。
み
な
こ
こ
に
あ
る
の
み
。
先
に
回
向
の
名
義
を
釈
し
、

し
か
し
て
後
に
文
に
つ
い
て
解
釈
す
。

初
め
に
回
向
の
名
義
と
は
、
解
に
二
途
あ
り
。
一
は
通
途
、
二
は
不
共
。

初
の
通
途
と
は
、
『
義
章
』
九
（
四
右
）
の
釈
に
云
く
、

回
向
と
言
う
は
、
己
の
善
法
を
回
し
て
、
趣
向
す
る
所
あ
る
が
故
に
回
向
と
名
く
。

回
向
同
じ
か
ら
ず
。
一
門
に
三
を
説
く
。
一
に
菩
提
廻
向
、
二
に
衆
生
廻
向
、
三
に

実
際
廻
向
等
と
。
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謂
く
回
因
（
善
根
）
向
果
（
菩
提
）
を
菩
提
回
向
と
名
く
。
こ
れ
上
求
菩
提
の
相
な
り
。

回
自
（
自
己
所
修
）
向
他
（
願
以
与
他
）
を
衆
生
廻
向
と
名
く
。
こ
れ
下
化
衆
生
の
相
な

り
。
回
事
（
有
為
善
根
）
向
理
（
平
等
実
相
）
は
こ
れ
実
際
廻
向
の
相
な
り
。

次
に
不
共
と
は
、
『
論
註
』
に
回
向
門
を
釈
し
て
云
く
、
「
回
向
に
二
種
の
相
あ
り
。

一
つ
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
」
等
と
。
こ
れ
論
の
所
説
の
五
因
五
果
を
総
束
し
、
二
回

向
と
な
す
。
も
っ
て
衆
生
往
生
の
因
果
を
示
す
な
り
。
し
か
れ
ば
こ
の
二
回
向
、
全
く
凡

聖
自
力
の
回
向
に
あ
ら
ず
。
も
と
如
来
の
願
力
回
向
よ
り
し
て
成
就
す
る
所
な
り
。
そ
の

本
は
浄
入
願
心
章
に
あ
り
。
論
の
い
わ
ゆ
る
三
種
成
就
の
願
心
荘
厳
こ
れ
な
り
。
も
っ
て

弥
陀
成
仏
の
因
果
を
顕
す
な
り
。

問
う
。
所
依
は
い
か
ん
。

答
う
。
経
に
云
わ
ざ
る
か
。
「
大
荘
厳
を
も
っ
て
衆
行
を
具
足
す
」
と
。
こ
れ
弥
陀
の

発
願
な
り
。
ま
た
云
わ
ざ
る
か
。
「
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
を
し
て
功
徳
を
成
就
せ
し
む
」
と
。

こ
れ[

427a
]

弥
陀
の
回
向
な
り
。
こ
れ
は
こ
れ
弥
陀
の
自
利
（
発
願
）
と
利
他
（
回
向
）

円
満
の
相
な
り
。
二
浄
三
厳
は
こ
れ
に
よ
り
て
成
す
。
故
に
願
心
荘
厳
と
云
う
。
も
し
は

行
、
も
し
は
信
、
も
し
は
因
、
も
し
は
果
、
も
し
は
因
、
も
し
は
果
、
一
事
と
し
て
阿
弥

陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
成
就
し
た
ま
へ
る
所
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
な
り
。
ま

た
真
実
功
徳
相
お
よ
び
性
功
徳
を
釈
す
る
等
は
み
な
こ
の
旨
な
り
。
玄
義
の
禀
承
に
六
字

釈
あ
り
。
今
の
所
引
は
こ
れ
な
り
。
文
に
云
く
、

南
無
と
い
ふ
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
帰
命
な
り
、
ま
た
こ
れ
発
願
回
向
の
義
な
り
。
（
乃

至
）
こ
の
義
を
も
っ
て
の
ゆ
ゑ
に
か
な
ら
ず
往
生
を
得
。

行
巻
の
釈
に
云
く
、
「
発
願
廻
向
と
い
ふ
は
、
如
来
す
で
に
発
願
（
自
利
）
し
て
衆
生
の

行
を
回
施
（
利
他
）
し
た
ま
ふ
の
心
な
り
」
と
。
行
巻
に
ま
た
云
く
、
「
明
ら
か
に
知
ん

ぬ
、
こ
れ
凡
聖
自
力
の
行
に
あ
ら
ず
。
ゆ
ゑ
に
不
回
向
の
行
と
名
づ
く
る
な
り
」
と
。
知

る
べ
し
。

次
に
文
に
つ
い
て
解
釈
す
れ
ば
、
「
縦
令
」
等
と
は
、
雑
行
の
必
ず
回
向
を
用
い
る
を

簡
ぶ
。

「
『
疏
』
の
上
の
文
」
と
は
、
散
善
義
を
指
す
。

「
十
声
」
等
と
は
『
丁
酉
録
』
の
ご
と
し
。

「
次
に
回
」
等
と
は
、
文
意
を
解
す
べ
し
。

五
の
純
雑
対
に
二
。
初
は
正
釈
、
二
は
礼
を
挙
ぐ
。
今
は
初
。
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第
五
純
雑
止

修
正
行
也

（
第
五
に
純
雑
対
と
い
ふ
は
、
先
づ
「
純
」
と
い
ふ
は
、
正
助
二
行
を
修
す
る
も
の
は
も

つ
ぱ
ら
こ
れ
極
楽
の
行
な
り
。
次
に
「
雑
」
と
い
ふ
は
、
こ
れ
も
つ
ぱ
ら
極
楽
の
行
に
あ

ら
ず
。
人
天
お
よ
び
三
乗
に
通
ず
、
ま
た
十
方
浄
土
に
通
ず
。
ゆ
ゑ
に
雑
と
い
ふ
。
し
か

れ
ば
西
方
の
行
者
す
べ
か
ら
く
雑
行
を
捨
て
て
正
行
を
修
す
べ
し
。
）

「
純
」
と
は
純
粋
。
『
増
韻
』
に
は
不
雑
な
り
。

「
雑
」
と
は
、
説
文
に
は
「
五
采
の
相
合
な
り
」
と
。

「
先
ず
純
」
等
と
は
、
正
し
く
当
章
に
依
り
て
こ
れ
を
立
つ
る
な
り
。

問
う
。
称
名
こ
れ
正
定
業
。
理
は
宜
し
く
親
近
に
等
し
。
五
義
の
前
三
後
一
は
諸
行
法

に
通
ず
。
何
ぞ
五
義
あ
ら
ん
。

答
う
。
し
か
り
と
い
え
ど
も
今
こ
れ
導
師
は
純
な
る
浄
土
の
行
を
選
び
て
も
っ
て
助
業

と
名
く
。[

427b
]

な
ら
び
に
こ
れ
信
後
の
妙
行
。
念
報
の
経
営
。
も
っ
て
称
名
を
助
く
。

正
業
を
相
従
し
ま
た
五
義
を
具
す
。
も
し
そ
れ
信
前
雑
修
の
類
は
、
五
義
を
具
せ
ざ
る
な

り
こ
と
固
し
（
※
原
文
は
「
固
矣
」
）
。

二
に
挙
例
に
二
。
初
に
標
。
二
に
釈
。
今
は
初

問
曰
此
純
止

其
例
非
一

（
問
ひ
て
い
は
く
、
こ
の
純
雑
の
義
、
経
論
の
な
か
に
お
い
て
そ
の
証
拠
あ
り
や
。
答
へ

て
い
は
く
、
大
小
乗
の
経
・
律
・
論
の
な
か
に
お
い
て
純
雑
二
門
を
立
つ
る
こ
と
、
そ
の

例
一
に
あ
ら
ず
。
）

五
対
中
に
つ
い
て
、
今
こ
の
一
対
、
正
雑
判
に
お
い
て
、
は
な
は
だ
切
要
と
な
す
。
故

に
特
に
問
を
設
け
例
を
引
く
の
み
。

二
の
釈
に
二
。
初
に
内
典
。
二
に
外
典
。
初
の
内
典
に
二
。
初
は
正
挙
、
二
に
結
示
。

初
の
正
挙
に
二
。
初
は
顕
教
、
二
に
密
教
。
初
の
顕
教
に
四
。
初
は
大
乗
、
二
に
小
乗
、

三
に
僧
伝
、
四
に
義
章
。
今
は
初

大
乗
即
於
止

一
蔵
是
雑
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（
大
乗
は
す
な
は
ち
八
蔵
の
な
か
に
お
い
て
し
か
も
雑
蔵
を
立
つ
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
、

七
蔵
は
こ
れ
純
、
一
蔵
は
こ
れ
雑
な
り
。
）

「
八
蔵
」
と
は
、
『
菩
薩
処
胎
経
』
（
五
巻
竺
仏
念
訳
）
に
出
づ
。
一
は
胎
化
蔵
（
仏

説
胎
中
化
現
等
事
）
、
二
は
摩
訶
衍
蔵
（
諸
大
乗
経
）
、
三
は
中
院
蔵
（
説
中
院
事
）
、
四

は
戒
律
蔵
（
僧
祇
事
律
部
）
、
五
は
菩
薩
蔵
（
諸
菩
薩
修
因
証
果
等
法
）
、
六
は
雑
蔵
（
三

乗
人
天
修
因
証
果
等
法
）
、
七
は
金
剛
蔵
（
金
剛
心
菩
薩
所
得
法
）
、
八
は
仏
蔵
（
仏
所

得
内
証
外
用
法
）
。

二
に
小
乗
。

小
乗
即
於
止

雑
犍
度
也

（
小
乗
は
す
な
は
ち
四
含
の
な
か
に
お
い
て
雑
含
を
立
つ
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
三
含
は

こ
れ
純
、
一
含
は
こ
れ
雑
な
り
。
律
に
は
す
な
は
ち
二
十
の
犍
度
を
立
て
て
も
つ
て
戒
行

を
明
か
す
。
そ
の
な
か
に
前
の
十
九
は
こ
れ
純
、
後
の
一
は
雑
犍
度
な
り
。
論
（
八
犍
度

論
）
に
は
す
な
は
ち
八
犍
度
を
立
て
て
諸
法
の
性
相
を
明
か
す
。
前
の
七
犍
度
は
こ
れ
純
、

後
の
一
は
こ
れ
雑
犍
度
な
り
。
）

「
四
含
」
と
は
、
増
一
（
五
十
巻
。
曇
摩
難
提
訳
）
は
人
天
因
果
を
明
か
す
。
長
（
二

十
二
巻
。
仏
陀
耶
舎
共
竺
仏
念
訳
）
は
邪
見
を
破
す
。
中
（
六
十
巻
。
毘
曇
の
僧
伽
提
婆

訳
）
は
深
義
を
明
か
す
。
雑
（
五
十
巻
。
求
那
跋
陀
多
羅
訳
）
は
諸
禅
法
を
明
か
す
。
述

記
四
本
（
三
十
六
左
）
に
云
く
、

一
法
よ
り
増
し
て
百
法
に
至
る
を
明
か
す
に
、
増
一
と
名
く
。
略
せ
ず
広
せ
ず
義
を

明
か
す
に
、
中
と
名
く
。
も
し
事
義
を
明
か
さ
ば
文
広
に
し
て
長
と
曰
く
。[

428a
]

雑
雑
に
事
を
明
か
す
に
名
づ
け
て
雑
と
な
す
。

等
と
。

「
律
」
は
四
分
律
（
六
十
巻
。
仏
陀
耶
舎
竺
仏
念
と
共
に
訳
す
）
を
指
す
。

「
二
十
犍
度
」（
こ
れ
を
法
聚
と
云
う
）
と
は
、
一
は
受
戒
（
三
十
一
已
下
に
明
か
す
）
、

二
に
二
は
説
戒
（
三
十
五
已
下
に
明
す
）
、
三
は
安
居
（
三
十
七
已
下
に
明
す
）
、
四
は

自
恣
（
三
十
七
後
半
已
下
に
明
す
）
、
五
は
皮
革
（
三
十
五
已
下
に
明
す
）
、
六
は
衣
（
三



- 73 -

十
八
已
下
に
明
す
）
、
七
は
薬
（
三
十
九
末
半
已
下
に
明
す
）
、
八
は
迦
絺
那
衣
（
三
十

五
已
下
に
明
す
）
、
九
は
拘
睒
弥
（
四
十
二
に
明
す
）
、
十
は
瞻
婆
（
四
十
三
中
に
明
す
）
、

十
一
は
訶
責
（
四
十
三
末
半
に
明
す
）
、
十
二
は
人
（
四
十
五
末
半
に
明
す
）
、
十
三
は

覆
蔵
（
四
十
六
中
に
明
す
）
、
十
四
は
遮
（
四
十
六
中
に
明
す
）
、
十
五
は
破
僧
（
四
十

六
末
半
に
明
す
）
、
十
六
は
滅
諍
（
四
十
八
初
に
明
す
）
、
十
七
は
尼
（
四
十
八
中
よ
り

至
り
て
四
十
九
に
明
す
）
、
十
八
は
法
（
四
十
九
後
半
）
、
十
九
は
房
舎
（
五
十
四
五
十

一
に
明
す
）
、
二
十
は
雑
（
五
十
一
に
明
す
）
。
論
に
は
八
犍
度
を
指
す
。
論
に
は
ま
た

『
発
智
論
』
（
二
十
巻
）
を
云
う
。
迦
多
衍
尼
子
造
（
玄
奘
訳
）
。

「
八
犍
度
」
と
は
、
業
使
智
定
根
大
見
雑
こ
れ
な
り
。

三
に
僧
伝

賢
聖
集
中
止

雑
科
也

（
賢
聖
集
の
な
か
、
唐
・
宋
両
伝
に
は
十
科
の
法
を
立
て
て
高
僧
の
行
徳
を
明
か
す
。
そ

の
な
か
に
前
の
九
は
こ
れ
純
、
後
の
一
は
こ
れ
雑
科
な
り
。
）

「
唐
」
と
は
、
『
続
僧
伝
』
（
四
十
巻
。
南
山
の
道
宣
作
）
。

「
宋
」
と
は
、
『
宋
僧
伝
』
（
三
十
巻
。
讃
賛
智
論
同
撰
）
。

「
十
科
」
と
は
、
訳
経
、
義
解
、
習
禅
、
明
律
、
護
法
、
感
応
、
読
誦
、
遺
身
、
興
福
、

雑
貨
こ
れ
な
り
。

四
に
義
章

乃
至
大
乗
止

是
雑
聚
也

（
乃
至
、
『
大
乗
義
章
』
に
五
聚
の
法
門
あ
り
。
前
の
四
聚
は
こ
れ
純
、
後
の
一
は
こ
れ

雑
聚
な
り
。
）

『
大
乗
義
章
』
と
は
（
二
十
巻
）
、
浄
影
慧
遠
の
撰
。

「
有
五
」
等
と
は
、
教
義
染
浄
雑
こ
れ
な
り
。

二
に
密
教

[
428b

]
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亦
非
顕
教
止

一
首
是
雑

（
ま
た
顕
教
の
み
に
あ
ら
ず
。
密
教
の
な
か
に
純
雑
の
法
あ
り
。
い
は
く
山
家
の
『
仏
法

の
血
脈
の
譜
』
に
い
は
く
、
一
に
は
胎
蔵
界
の
曼
陀
羅
の
血
脈
の
譜
一
首
、
二
に
は
金
剛

界
の
曼
陀
羅
の
血
脈
の
譜
一
首
、
三
に
は
雑
曼
陀
羅
の
血
脈
の
譜
一
首
。
前
の
二
首
は
こ

れ
純
、
後
の
一
首
は
こ
れ
雑
な
り
。
）

「
仏
法
の
血
脈
の
譜
」
と
は
、
あ
る
い
は
（
要
義
）
云
く
、
「
一
巻
、
伝
教
大
師
作
」

と
。
あ
る
い
は
評
し
て
云
く
、
「
釈
書
（
※
元
亨
釈
書
：
日
本
初
の
仏
教
通
史
）

ま
た
し
か

な
り
」
と
。
し
か
れ
ど
も
譜
中
に
は
伝
教
伝
を
載
し
て
称
嘆
し
て
至
る
か
。
こ
れ
に
由
っ

て
こ
れ
を
観
ず
る
に
、
伝
教
の
作
に
あ
ら
ず
。
さ
ら
に
案
ず
れ
ば
伝
教
は
義
真
と
同
じ
く

入
唐
し
、
同
じ
国
清
寺
の
邃
和
尚
に
謁
し
、
同
じ
く
宗
脈
を
受
く
（
桓
武
帝
延
暦
二
十
三

年
は
大
唐
貞
元
二
十
年
に
当
る
）
。
恐
ら
く
義
真
の
作
か
。

「
一
胎
」
等
と
は
、
胎
は
含
蔵
の
義
。
母
体
内
に
身
体
を
含
蔵
し
て
、
こ
れ
を
覆
育
す

る
が
ご
と
し
。
す
な
わ
ち
衆
生
所
具
の
理
性
を
詮
す
。
諸
仏
は
こ
れ
を
託
し
て
化
他
の
大

悲
を
起
す
。
理
法
身
な
り
。

「
二
金
」
等
と
は
、
金
剛
に
二
義
あ
り
。
一
は
堅
固
、
二
は
利
用
。
す
な
わ
ち
如
来
の

内
証
の
智
体
を
顕
す
な
り
。
余
文
は
解
す
べ
し
。

二
に
結
示

純
雑
之
義
止

論
純
雑
也

（
純
雑
の
義
多
し
と
い
へ
ど
も
、
い
ま
略
し
て
小
分
を
挙
ぐ
る
の
み
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
、

純
雑
の
義
、
法
に
随
ひ
て
不
定
な
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
い
ま
善
導
和
尚
の
意
、
し
ば
ら
く

浄
土
の
行
に
お
い
て
純
雑
を
論
ず
る
な
り
。
）

文
意
解
す
べ
し
。

二
に
外
典

此
純
雑
義
止

不
出
矣

（
こ
の
純
雑
の
義
内
典
の
み
に
局
ら
ず
、
外
典
の
な
か
に
そ
の
例
は
な
は
だ
多
し
。
繁
き

こ
と
を
恐
れ
て
出
さ
ず
。
）
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礼
に
は
『
雑
記
』
あ
り
。
易
に
は
『
雑
卦
』
あ
り
。
漢
書
に
は
雑
流
あ
り
。
荘
子
に
は

雑
篇
あ
る
等
な
り
。
ま
た
東
方
の
和
歌
選
集
に
は
雑
部
あ
る
等
な
り
。

二
に
例
を
示
す

但
於
往
生
止

行
者
応
思
之

（
た
だ
し
往
生
の
行
に
お
い
て
二
行
を
分
つ
こ
と
、
善
導
一
師
の
み
に
限
ら
ず
。
も
し
道

綽
禅
師
の
意
に
よ
ら
ば
、
往
生
の
行
多
し
と
い
へ
ど
も
束
ね
て
二
と
な
す
。
一
に
は
い
は

く
念
仏
往
生
、
二
に
は
い
は
く
万
行
往
生
な
り
。
も
し
懐
感
禅
師
の
意
に
よ
ら
ば
、
往
生

の
行
多
し
と
い
へ
ど
も
束
ね
て
二
と
な
す
。
一
に
は
い
は
く
念
仏
往
生
、
二
に
は
い
は
く

諸
行
往
生
な
り
。
［
恵
心
（
源
信
）
こ
れ
に
同
じ
。
］
か
く
の
ご
と
き
の
三
師
、
お
の
お

の
二
行
を
立
て
て
往
生
の
行
を
摂
す
。
は
な
は
だ
そ
の
旨
を
得
。
自
余
の
諸
師
は
し
か
ら

ず
。
行
者
こ
れ
を
思
ふ
べ
し
。
）

「
若
依
道
綽
」
等
と
は
、
『
安
楽
集
』
下
に
云
く
、

『
観
経
』
お
よ
び
余
の
諸
部
に
よ
る
に
、
所
修
の
万
行
た
だ
よ
く
回
願
し
て[

429a
]

み
な
生
ぜ
ざ
る
は
な
し
。
し
か
る
に
念
仏
の
一
門
、
も
つ
て
要
路
と
な
す
。

（
註
釈
版
七
祖
篇
二
五
〇
）

「
若
依
懐
感
」
等
と
は
、
『
群
疑
論
』
五
に
云
く
、

ま
た
諸
行
を
修
し
て
西
方
に
往
生
す
。
聖
言
あ
り
と
い
え
ど
も
、
経
文
の
説
少
な
し
。

念
仏
し
て
往
生
を
得
る
は
、
そ
の
教
え
極
め
て
多
し
。

「
慧
心
」
等
と
は
、
化
土
本
（
十
六
紙
）
に
云
く
、

お
ほ
よ
そ
浄
土
の
一
切
諸
行
に
お
い
て
、
綽
和
尚
（
道
綽
）
は
「
万
行
」
（
安
楽
集

・
下
）
と
い
ひ
、
導
和
尚
（
善
導
）
は
「
雑
行
」
（
散
善
義
）
と
称
す
。
感
禅
師
（
懐

感
）
は
「
諸
行
」
（
群
疑
論
）
と
い
へ
り
。
信
和
尚
（
源
信
）
は
感
師
に
よ
り
、
空

聖
人
（
源
空
）
は
導
和
尚
に
よ
り
た
ま
ふ
。

（
註
釈
版
三
九
六
）
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今
の
文
を
承
く
る
な
り
。

二
に
重
ね
て
得
失
を
判
ず
る
に
二
。
初
に
引
文
、
二
に
私
釈
。
初
の
引
文
に
三
。
初

は
法
に
就
い
て
正
示
す
。
二
に
見
聞
を
挙
げ
て
示
す
。
三
に
行
者
に
勧
励
す
。
初
の

法
に
就
い
て
正
示
す
に
二
。
初
は
専
修
の
四
徳
を
明
か
す
。
二
は
雑
修
の
衆
失
を
明

か
す
。
今
は
初

往
生
礼
讃
止

随
順
仏
語
故

（
『
往
生
礼
讃
』
に
い
は
く
、
「
も
し
よ
く
上
の
ご
と
く
念
々
相
続
し
て
、
畢
命
を
期
と

な
す
も
の
は
、
十
は
す
な
は
ち
十
な
が
ら
生
じ
、
百
は
す
な
は
ち
百
な
が
ら
生
ず
。
な
に

を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
に
。
外
の
雑
縁
な
く
正
念
を
得
る
が
ゆ
ゑ
に
。
仏
の
本
願
と
相
応
す
る

が
ゆ
ゑ
に
。
教
に
違
せ
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
。
仏
語
に
随
順
す
る
が
ゆ
ゑ
に
。
）

問
う
。
今
章
の
二
段
、
何
ぞ
前
後
と
異
な
る
や
。

答
う
。
第
一
・
第
二
は
楷
梯
、
第
三
は
慇
懃
の
勧
励
。
時
衆
を
し
て
堂
に
昇
り
室
に
入

ら
し
め
ん
と
欲
す
。
老
婆
心
の
切
な
る
も
の
な
り
。

如
上
の
言
は
三
心
等
を
承
く
。

「
念
念
」
等
と
は
、
無
間
修
を
挙
ぐ
。

「
畢
命
」
等
と
は
、
長
時
修
を
挙
ぐ
。
終
を
挙
げ
て
始
を
摂
め
る
の
み
。

「
十
即
」
等
と
は
、
願
に
「
若
不
生
者
」
と
云
う
。
経
に
は
「
即
得
往
生
」
と
云
う
。

「
何
以
故
」
と
は
徴
な
り
。

「
無
外
」
等
と
は
、
い
わ
ゆ
る
専
修
の
四
徳
こ
れ
な
り
。

第
一
に
は
、
利
他
の
信
楽
を
得
て
雑
縁
な
き
こ
と
を
明
か
す
故
に
正
念
を
得
る
。
正
念

を
得
る
が
故
に
雑
縁
な
し
。

第
二
に
は
、
本
願
と
相
応
す
る
こ
と
を
明
か
す
。
す
な
わ
ち
大
経
に
順
ず
る
な
り
。

第
三
に
は
、
仏
教
と
相
応
す
る
こ
と
を
明
か
す
。
す
な
わ
ち
観
経
に
順
ず
る
な
り
。

第
四
に
は
、
仏
語
と
相
応
す
る
こ
と
を
明
か
す
。
す
な
わ
ち
小
経
に
順
ず
る
な
り
。

三
経
の
三
仏
、
い
わ
ゆ
る
三
部
鼎
峙
の
も
の
な
り
。

て

い

じ

[
429b

]

二
に
雑
修
の
衆
失
を
明
か
す
に
二
。
初
は
上
の
四
得
に
反
す
。
二
に
上
の
余

意
を
説
く
。
今
は
初
。
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若
欲
捨
専
止

不
順
仏
語
故

（
も
し
専
を
捨
て
て
雑
業
を
修
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
は
、
百
の
時
に
希
に
一
二
を
得
、
千

の
時
に
希
に
五
三
を
得
。
な
に
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
に
。
雑
縁
乱
動
し
て
正
念
を
失
ふ
に
よ

る
が
ゆ
ゑ
に
。
仏
の
本
願
と
相
応
せ
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
。
教
と
相
違
す
る
が
ゆ
ゑ
に
。
仏
語

に
順
ぜ
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
。
）

初
の
四
は
体
と
な
す
。
次
の
九
相
は
用
。
四
徳
は
す
で
に
反
し
て
今
の
四
失
を
成
す
。

九
失
は
ま
た
反
し
て
ま
さ
に
九
徳
を
成
す
べ
し
。
十
三
の
徳
失
。
理
に
存
じ
て
知
る
べ
し
。

体
用
の
差
、
下
の
分
別
の
ご
と
し
。

二
に
上
の
余
意
を
説
く
。

係
念
不
相
止

往
生
正
行
故

（
係
念
相
続
せ
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
。
憶
想
間
断
す
る
が
ゆ
ゑ
に
。
回
願
慇
重
真
実
な
ら
ざ
る

が
ゆ
ゑ
に
。
貪
・
瞋
・
諸
見
の
煩
悩
来
り
て
間
断
す
る
が
ゆ
ゑ
に
。
慚
愧
・
悔
過
あ
る
こ

と
な
き
が
ゆ
ゑ
に
。
ま
た
相
続
し
て
か
の
仏
の
恩
を
報
ぜ
ん
と
念
は
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
。
心

に
軽
慢
を
生
じ
て
、
業
行
を
な
す
と
い
へ
ど
も
つ
ね
に
名
利
と
相
応
す
る
が
ゆ
ゑ
に
。
人

我
お
の
づ
か
ら
覆
ひ
て
同
行
善
知
識
に
親
近
せ
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
。
楽
ひ
て
雑
縁
に
近
づ
き

て
、
往
生
の
正
行
を
自
障
障
他
す
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。
）

「
係
念
」
等
と
は
、
『
六
要
』
の
六
（
新
末
三
紙
）
に
云
く
、

問
。
第
五
の
失
に
「
係
念
」
等
と
云
ひ
、
第
六
の
失
に
「
憶
想
」
等
と
云
ふ
、
何
の

差
別
か
有
る
。
答
。
「
係
念
」
等
と
は
是
れ
初
心
に
約
す
、
「
憶
想
」
等
と
は
後
心

に
約
す
る
也
。

（
二
・
三
九
五
）

も
し
性
相
に
依
ら
ば
、
明
記
を
念
と
云
い
、
取
像
を
想
と
云
う
。
『
六
要
』
と
そ
の
義

相
反
す
る
に
似
た
り
。
私
の
按
ず
る
に
、
成
実
、
心
の
作
発
を
念
数
と
な
す
。
別
に
憶
数

を
立
て
て
不
忘
の
義
と
な
す
。
今
と
符
号
せ
り
。
凡
そ
成
実
の
中
、
信
を
必
定
と
等
し
と

な
す
。
今
家
と
合
す
る
も
の
枚
挙
す
べ
か
ら
ず
。

「
憶
想
」
等
と
は
、
上
に
准
じ
て
解
す
べ
し
。
無
間
・
長
時
の
二
修
の
反
な
り
。
無
間
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間
対
は
こ
れ
に
借
り
て
弁
立
す
。

「
回
願
」
等
と
は
、
も
し
性
相
に
依
ら
ば
、
こ
れ
欲
数
な
り
。
恭
敬
の
反
な
り
。

「
貪
瞋
」
と
は
利
鈍
を
並
挙
す
。
「
貪
」
等
は
鈍
使
。
「
諸
見
」
は
利
使
。
自
力
の
輩

の
ご
と
し
。
た
と
い
遺
除
す
る
こ
と
頭
燃
を
救
う
が
ご
と
く
す
れ
ど
も
、
百
千
間
を
い
か

ん
せ
ん
。

「
無
慚
」
等
と
は
、
慚
愧
と
は
『
涅
槃
経
』
（
北
本
十
一
（
十
五
）
南
本
十
（
二
十
八
）

信
巻
所
引
）
の
現
病
品
に
云
く
、

慚
は
み
づ
か
ら
罪
を
作
ら
ず
、
愧
は
他
を
教
へ
て
な
さ
し
め
ず
。
慚
は
内
に
み
づ
か

ら
羞[

430a
]

恥
す
、
愧
は
発
露
し
て
人
に
向
か
ふ
。
慚
は
人
に
羞
づ
、
愧
は
天
に
羞

づ
。
こ
れ
を
慚
愧
と
名
づ
く
。
無
慚
愧
は
名
づ
け
て
人
と
せ
ず
、
名
づ
け
て
畜
生
と

す
。
慚
愧
あ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
す
な
は
ち
よ
く
父
母
・
師
長
を
恭
敬
す

（
註
釈
版
二
七
五
）

等
と
。

『
唯
識
』
七
に
云
く
、

無
慚
と
は
、
謂
く
自
法
を
顧
み
ず
、
賢
善
を
軽
扼
す
る
を
性
と
な
す
。
よ
く
暫
を
障

礙
し
悪
行
を
生
長
す
る
を
業
と
な
す
。
無
愧
と
は
、
謂
く
世
間
を
顧
み
ず
、
暴
悪
を

崇
重
す
る
を
性
と
な
す
。
よ
く
愧
を
障
礙
し
悪
行
を
生
長
す
る
を
業
と
な
す
（
涅
槃

文
の
第
二
義
と
合
す
）
。

『
倶
舎
』
の
根
品
に
云
く
、
「
無
慚
愧
は
重
か
ら
ず
。
罪
に
お
い
て
怖
れ
を
見
ず
」
（
義

は
ま
た
略
し
て
同
じ
）
。

雑
修
の
人
は
自
ら
己
の
功
を
恃
む
が
故
に
慚
愧
な
し
。

た
の

「
悔
過
」
と
は
、
『
涅
槃
経
』
の
次
上
の
文
に
云
く
、

耆
婆
答
へ
て
い
は
く
、
〈
善
い
か
な
善
い
か
な
、
王
悪
心
を
作
る
と
い
え
ど
も
（
※

原
本
：
罪
を
な
す
と
い
へ
ど
も
、
心
に
）
重
悔
を
生
じ
て
慚
愧
を
懐
け
り
。

（
註
釈
版
二
七
五
）

す
な
わ
ち
今
の
意
な
り
。
成
実
の
意
に
准
ず
。
前
失
は
十
使
、
今
失
は
十
纒
と
知
る
べ
し
。

「
又
不
」
等
と
は
、
こ
の
失
殊
に
重
き
が
故
に
「
又
言
」
を
置
く
。
ま
た
可
な
り
。
前

の
二
は
恭
に
反
し
、
今
の
一
は
こ
れ
次
の
二
を
与
え
、
敬
に
反
す
る
が
故
に
「
又
言
」
を
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置
く
。
和
讃
に
雑
修
の
衆
失
を
示
し
て
云
々
。
こ
れ
は
一
心
と
念
報
の
二
を
取
る
の
み
。

今
承
る
相
承
は
こ
の
一
の
著
に
在
る
こ
と
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
旨
を
得
て
領
会
す
。

「
心
生
」
等
と
は
、
「
軽
慢
」
と
は
『
法
界
次
第
』
に
云
く
、

自
ら
恃
み
他
を
軽
ん
じ
る
の
心
を
慢
と
曰
う

他
を
軽
蔑
す
る
こ
と
す
な
わ
ち
慢
相
な
り
。
七
慢
九
慢
は
倶
舎
の
第
十
等
の
ご
と
し
。

「
雖
作
」
等
と
は
、
法
を
敬
わ
ざ
る
な
り
。
前
後
の
三
失
は
三
宝
を
敬
わ
ず
。
次
の
ご

と
く
知
る
べ
し
。

「
常
与
」
等
と
は
、
「
名
」
は
謂
く
名
聞
、
「
利
」
は
謂
く
利
養
。
法
宝
を
貴
ば
ず
名

利
の
具
を
な
す
の
み
。

問
う
。
高
祖
す
で
に
「
迷
惑
名
利
」
等
と
云
う
。
い
か
ん
が
こ
れ
と
会
す
。

答
う
。
す
で
に
云
く
「
悲
し
き
か
な
」
、
ま
た
云
く
「
耻
ず
べ
し
傷
む
べ
し
」
等
と
。

あ
に
名
利
と
相
応
す
べ
き
か
な
。

[
430b

]

「
人
我
」
等
と
は
、
「
覆
」
は
覆
蔵
。
自
他
平
等
こ
れ
を
正
見
と
な
す
。
今
す

な
わ
ち
人
我
の
確
執
、
己
の
非
を
覆
蔵
し
、
謙
虚
を
修
せ
ず
。

「
不
親
」
等
（
同
行
善
知
識
に
親
近
せ
ざ
る
）

と
は
、
上
（
法
界
次
第
か
）

の
第
四
に
三

種
の
善
知
識
を
明
か
す
を
視
る
。
外
護
・
同
行
・
教
授
こ
れ
な
り
。
今
す
な
わ
ち
総
別
並

べ
て
称
す
る
の
み
。

「
楽
近
」
等
と
は
、
問
う
、
第
一
の
失
と
何
ぞ
異
な
る
。

答
う
。
こ
れ
二
異
あ
り
。
一
は
雑
縁
彼
此
異
。
謂
く
彼
は
す
な
わ
ち
自
彼
を
縁
じ
、
此

は
す
な
わ
ち
自
此
を
縁
ず
。
二
は
自
損
損
他
異
。
謂
く
彼
は
す
な
わ
ち
失
す
る
に
自
損
に

止
ま
り
、
此
は
す
な
わ
ち
過
ぎ
て
自
他
を
兼
ね
る
。
こ
れ
を
異
と
な
す
の
み
。

問
う
。
十
三
失
は
生
起
あ
る
や
い
な
や
。

答
う
。
深
意
測
り
難
し
。
試
み
に
三
門
を
作
る
。
一
は
体
用
に
約
し
、
二
は
四
修
に
約

し
、
三
は
二
信
に
約
す
。

初
の
体
用
に
約
す
は
、
初
の
四
は
体
と
な
し
、
五
六
は
相
と
な
し
、
七
已
下
下
は
用
と

な
す
。

二
の
四
修
に
約
す
は
、
初
後
の
二
失
は
無
余
修
に
反
す
。
一
心
正
念
こ
れ
無
余
故
に
。

二
三
四
の
失
は
恭
敬
修
に
反
す
。
第
五
は
無
余
修
に
反
す
。
第
六
は
長
時
修
に
反
す
。
第

七
は
総
じ
て
恭
敬
修
に
反
す
。
第
八
及
び
九
は
別
し
て
恭
字
に
反
す
。
第
十
及
び
第
十
二

は
別
し
て
敬
字
に
反
す
。

三
の
二
信
に
反
す
と
は
、
初
後
の
二
失
は
、
総
じ
て
二
信
に
反
す
。
第
二
三
四
は
別
し
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て
信
法
に
反
す
。
第
五
よ
り
十
二
に
至
る
は
、
別
し
て
信
機
に
反
す
。

問
う
。
雑
行
雑
修
の
同
異
い
か
ん
。

答
う
。
図
を
も
っ
て
点
示
せ
ば
、
四
双
八
隻
を
具
す
。
条
理
井
然
（
陳
善
院
等
諸
老
の

せ
い
ぜ
ん

説
）
。

[
431a

]

更
に
一
師
（
淡
谷
老
師
）
に
依
ら
ば
、
五
双
十
隻
。

[
432a

]
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右
の
二
説
殿
最
知
り
難
し
。
来
哲
こ
れ
を
択
す
。

で
ん
さ
い

二
に
見
聞
を
挙
げ
て
示
す

何
以
故
止

如
前
已
弁

（
な
に
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
に
。
余
、
こ
の
ご
ろ
み
づ
か
ら
諸
方
の
道
俗
を
見
聞
す
る
に
、

解
行
不
同
な
り
、
専
雑
異
あ
り
。
た
だ
意
を
も
つ
ぱ
ら
に
し
て
な
す
も
の
は
、
十
は
す
な

は
ち
十
生
ず
。
雑
を
修
し
て
心
を
至
さ
ざ
る
も
の
は
、
千
が
な
か
に
一
も
な
し
。
こ
の
二

行
の
得
失
、
前
に
す
で
に
弁
ず
る
が
ご
と
し
。
）

「
余
比
」
等
と
は
、
触
目
皆
是
と
言
う
が
ご
と
し
。
「
見
聞
」
と
は
、
近
見
遠
聞
。
「
解

行
」
と
は
、
開
解
立
行
。
「
専
雑
」
と
は
、
若
専
若
雑
。

[
432b

]

「
但
使
」
已
下
、
親
し
く
専
雑
の
得
失
を
結
示
す
。
「
雑
修
不
至
心
」
は
す
な

わ
ち
二
名
一
義
な
り
。
余
文
解
す
べ
し
。

三
に
行
者
に
勧
励
す
る
に
二
。
初
は
正
修
。
二
は
由
を
説
く
。
今
は
初
。

仰
願
一
切
止

畢
命
為
期

（
仰
ぎ
願
は
く
は
一
切
の
往
生
人
等
、
よ
く
み
づ
か
ら
お
の
れ
が
能
を
思
量
せ
よ
。
今
身

に
か
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ぜ
ば
、
行
住
坐
臥
に
か
な
ら
ず
す
べ
か
ら
く
心
を
励
ま
し
、
お

の
れ
を
剋
し
て
昼
夜
に
廃
す
る
こ
と
な
か
る
べ
し
。
畢
命
を
期
と
な
せ
。
）

「
仰
願
」
等
と
は
、
述
懐
し
て
見
る
べ
し
。
「
思[

433a
]

量
己
能
」
と
は
、
信
機
を
示

す
な
り
。

「
行
住
」
等
と
は
、
威
儀
を
問
わ
ざ
る
が
故
に
。
「
必
須
」
等
と
は
、
念
報
の
経
営
、

信
後
の
妙
行
な
り
。

二
に
由
を
説
く
。

上
在
一
形
止

快
哉
応
知

（
ま
さ
し
く
一
形
に
あ
り
て
少
苦
に
似
如
た
れ
ど
も
、
前
念
に
命
終
し
て
後
念
に
す
な
は

ち
か
の
国
に
生
じ
て
、
長
時
永
劫
に
つ
ね
に
無
為
の
諸
楽
を
受
く
。
乃
至
成
仏
ま
で
生
死
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を
経
ず
。
あ
に
快
き
に
あ
ら
ず
や
。
知
る
べ
し
」
と
。
）

「
上
在
」
等
と
は
、
経
に
云
く
、
「
一
世
に
勤
苦
す
と
い
へ
ど
も
」
（
註
釈
版
六
一
）

等
の
意
な
り
。

「
前
念
」
等
と
は
、
経
に
云
く
、
「
す
な
わ
ち
往
生
を
得
て
、
不
退
転
に
住
す
」
、
こ

れ
な
り
。

「
長
時
」
等
と
は
、
広
故
に
長
時
、
略
故
に
一
時
。
相
入
故
に
平
等
。
荘
厳
の
時
に
前

後
な
し
。
「
乃
至
成
仏
」
は
ま
た
こ
の
旨
な
り
。
余
文
解
す
べ
し
。

二
に
私
釈

私
云
見
此
止

能
思
量
之

（
わ
た
く
し
に
い
は
く
、
こ
の
文
を
見
る
に
、
い
よ
い
よ
す
べ
か
ら
く
雑
を
捨
て
て
専
を

修
す
べ
し
。
あ
に
百
即
百
生
の
専
修
正
行
を
捨
て
て
、
堅
く
千
中
無
一
の
雑
修
雑
行
を
執

せ
ん
や
。
行
者
よ
く
こ
れ
を
思
量
せ
よ
。
）

文
意
見
る
べ
し
。
専
修
の
正
行
、
雑
修
の
雑
行
、
み
な
名
号
に
お
い
て
は
定
散
対
の
み
。

今
家
の
判
の
ご
と
き
は
、
他
力
の
極
致
を
集
成
し
翼
讃
し
て
余
蘊
な
き
も
の
な
り
。
上
の

図
示
の
ご
と
し
。
得
失
の
通
局
は
、
金
声
玉
振
に
し
て
、
実
に
感
戴
す
べ
し
。

・
言
葉
の
補
足
説
明
は
、
（
※
～
）

・
言
葉
の
補
筆
は
、[

※
～]

・
引
文
に
省
略
が
あ
る
場
合
は
、
（
※
省
略
：
～
）

・
引
文
が
原
本
と
異
な
る
場
合
、
（
※
原
本
：
～
）

・
省
略
記
号

真
聖
全
：
真
宗
聖
教
全
書

註
釈
版
：
浄
土
真
宗
聖
典
註
釈
版

浄
真
全
：
浄
土
真
宗
全
書
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【
科
段
③
（
随
文
釈
）
】

二
に
二
行
章

標
章

引
文

正
し
く
二
行
を
明
か
す

正
引

標釈

正
行

総
じ
て
正
行
を
明
か
す

標徴列

助
正
を
分
別
す

雑
行

得
失

私
釈

釈
文

総
分

別
釈

往
生
の
行
相

二
種
を
標
す

二
種
を
釈
す

正
行

開
合
を
標
す

開
合
を
釈
す

開

標釈

開
中
合

開
中
開

結
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合

標釈

正
業

助
業

重
釈
正
業

雑
行

文
を
挙
ぐ

略
釈

広
釈

体
を
示
す

数
を
示
す

分
釈

余
を
摂
す

二
行
の
得
失

文
を
挙
げ
略
示
す

義
に
就
い
て
広
判
す

標釈

親
疎
対

近
遠
対

有
間
無
間
対

回
向
不
回
向
対

純
雑
対正

釈
挙
例

標釈

内
典

正
挙

顕
教

大
乗

小
乗
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僧
伝

義
章

密
教

結
示

外
典

示
例

重
ね
て
得
失
を
判
ず

引
文

法
に
就
い
て
正
示

専
修
の
四
徳
を
明
か
す

雑
修
の
衆
失
を
明
か
す

上
の
四
得
に
反
す

上
の
余
意
を
説
く
。

見
聞
を
挙
げ
て
示
す

行
者
に
勧
励
す

正
修

由
を
説
く

私
釈


